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右下に「＊」を付した用語には，巻末に用語解説（五十音順）を記載しています。 

（例）   高機能ダクタイル鋳鉄管＊ 
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第１章 経営評価の概要 
�

１ 経営戦略 

水道事業，公共下水道事業においては，節水型社会の定

着による水需要の減少，水質に対する関心の高まり，施設

の老朽化や災害等への備え，多様化する市民ニーズに応じ

た良質なサービスの提供，事業経営をめぐる内外の動きな

ど事業をとりまく課題が山積みとなっています。 

京都市上下水道局では，限られた財源のなかで，これら

の課題に対応していくために，平成20年度からの10年間

に取り組むべき課題や目標をまとめた「京（みやこ）の水

ビジョン」を平成19年12月に策定し，その中で，水道事

業，公共下水道事業の基本理念を定めました。 

水ビジョンの前期5箇年の実施計画である「中期経営 

プラン（2008-2012）」を着実に推進し，継続的な業務   

改善や市民サービスの向上等を進めるとともに，平成25

年3月には，水ビジョンの後期5箇年の実施計画である「中

期経営プラン（2013-2017）」を策定し，水ビジョンに掲

げた5つの施策目標の実現を目指しています。 

具体的な事業の推進においては，上下水道局の経営戦略である「京の水ビジョン」及び「中期経営プ

ラン」の下に，毎年度，運営方針及び事業推進方針を策定し，年度毎の重点事項や事業計画，目標水準

を設定することにより事業を計画的に進め，安全・安心で市民の皆さまに信頼されるサービスの提供に

努めています。 

�

２ 経営評価の目的 

 上下水道局では，「京の水ビジョン」及び「中期経営プラン」の下，水道事業，公共下水道事業の    

適切な執行管理や継続的な改善と市民サービスの向上を図るとともに，結果を公表することにより，  

市民に対する説明責任を果たし，市民の視点に立った市政の実現を図ることを目的として，「経営評価」

を実施しています。 

また，経営評価は，「京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例」で義務付けられた特

定分野に関する行政評価であり，この行政評価制度の趣旨を踏まえ，水道事業，公共下水道事業を推進

する経営戦略のＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）に位置づけています。 
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３ これまでの取組経過 

地方公共団体においては，評価システム（行政評価）の導入が進み，これらは財政状況の分析や事業

の進捗管理，事業効果の点検・改善はもとより，市民の皆さまへの業務状況の説明などに活用されてい

ます。 

京都市上下水道局では，平成15年度から水道事業及び公共下水道事業の「事務事業評価」（個々の事

務事業や取組を個別に評価）を実施・公表してきました。しかしながら，水道事業や公共下水道事業は

それ自体が一つの事業であり，一般行政とは事業形態が異なるため，平成17年度からは，公営企業の特

質を勘案した経営の観点等を踏まえた評価手法として「経営評価」の実施を始め，さらに，平成18年度

からは，「経営指標評価」と「取組項目評価」の2つの方法を用いた評価を実施しています。 

また，この経営評価の透明性・客観性を高めるとともに，制度の一層の充実を図っていくため，平成

21年7月に市民，学識経験者及び民間有識者で構成する「京都市上下水道事業経営評価審議委員会」を

設置し，経営評価制度等について，第三者の視点から審議いただいてきました。平成25年7月には，こ

れまでの「京都市上下水道事業経営評価審議委員会」を発展させる形で，「京都市上下水道事業経営審

議委員会」（付属資料1参照）を設置し，審議委員会からの意見を参考に，改善に取り組んでいます。

「京都市上下水道事業経営審議委員会」では，これまで議論いただいてきた経営評価制度の改善に対す

る提案・助言に加え，水道事業，公共下水道事業の進捗状況の点検や直面する課題，広報・広聴の充実

に対する提案・助言をいただいております。 

�

４ 経営指標評価と取組項目評価 

評価の方法としては，①財務指標を中心とした業務指標により，経営状況の改善度の確認や中長期的

な経営分析を行う「経営指標評価」と，②水道事業，公共下水道事業を進めるための個々の取組状況の

達成度を評価する「取組項目評価」の2つの評価を用いています。 

�

評価方法 主 な 特 徴 

①「経営指標評価」 

（Ｐ9～13 参照） 

・水道事業，公共下水道事業それぞれのガイドラインに基づく業務指標評価を行う。 
・より効率的な経営を目指し，財務指標を中心とした指標による中長期的な経営分析
を行う。 
・指標値の前年度数値との比較により，事業の改善度を確認する。 
・偏差値による大都市平均との比較を行う。�

②「取組項目評価」 

（Ｐ39～40 参照） 

・上下水道局事業推進方針に掲げる93の取組項目の目標水準に対する達成度について，
5段階評価を実施し，進捗状況等を明確化する。 
・最小事業単位である取組項目ごとの評価結果に基づいて，上位の22の重点推進施策
ごとに5段階評価を実施し，最上位の5つの施策目標の達成状況を分析することに
より，体系的な評価を行う。 
・平成26年度経営評価からは，中期経営プラン（2013-2017）に新たに掲げた５つの
重点項目別に評価を行う。�

�
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５ 事業の現状と課題 

（１）水道事業（地域水道＊事業及び京北地域水道事業を除く。） 

ア 人口増加と施設能力の向上 

� 京都市の水道事業は，明治45年 3 月の蹴上

浄水場の竣工により始まりました。その後，京

都市の発展に伴う人口増加と水需要の増大に

対応するため，昭和 30 年代から浄水場の拡張

による施設能力の拡大と，管路の延伸に力を入

れてきました。この結果，平成8年度には1日

当たりの施設能力が105万立方メートルとなり

ました。現在の施設能力は，平成24年度末の山ノ内浄水場の廃止を含む施設規模の適正化を図ったこ

とにより，77万 1千立方メートルとなりました。計画給水区域内の普及率は，現在99.9パーセント

に達しています。 

�

イ 施設等の改築更新及び耐震化 

 昭和 30 年代から，順次，配水管の布設替え

や給水の相互融通を可能とする連絡幹線配水

管＊の整備，浄水場の増強等を実施しており，

平成7年度からは，これらに加えて，新たに地

震対策として上水道安全対策事業を推進して

きましたが，平成23年 3 月に発生した東日本

大震災等を契機に，地震，災害時においてもラ

イフラインとしての水道が機能するよう耐震化を進める必要性が高まっています。 

こういった現状を踏まえ，今後も，施設等の老朽化に伴う継続した改築更新が必要であり，鉛製給

水管の解消を含め，災害等危機時にも強く，環境にやさしい水道の構築を目指し，計画的な水道施設

の改築更新及び耐震化を進めています。また，安全性や年々強化される水質基準への適合の観点から

必要となる施設の高水準化等の課題もあり，総費用の抑制に努めていますが，建設投資の需要や，減

価償却費の増加傾向が見込まれます。 

�

ウ 財務の状況 

水道事業を支える施設や管路の建設，整備に

多額の経費を要し，その財源の多くを企業債

（借金）で賄っています。企業債の残高は，平

成 14 年度をピークに減少してきましたが，平

成 25 年度から老朽化した配水管の更新をスピ

ードアップしたことにより，投資額が増加する

ため，残高は増加していく見込みです。 

 また，自己資本構成比率は，平成 24 年度の山ノ内浄水場の廃止に伴う繰上償還の実施や，平成 26

年度の地方公営企業会計制度の見直し＊に伴う退職給付引当金等の計上により，わずかに低下したもの

の，上昇傾向にあります。 
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億円
施設整備の状況

建設改良費

建設企業債償還金

給水収益

総費用
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エ 有収水量の減少傾向 

京都市の水道事業は，独立採算を基本とし，

そのほとんどを水道料金として得た給水収

益によって経営しています。この貴重な財源

である給水収益に大きな影響を与える有収

水量は，給水人口に大きな変化がないにもか

かわらず，平成2年度の2億1千万立方メー

トルをピークとして減少傾向にあります。こ

の主な要因は，産業分野において，節水型への構造転換や地下水利用の増加により大口需要者の使用

水量が減少し続けていることに加え，平成27年度に実施した「水に関する意識調査」では，回答者の

73％が「節水している。」と回答されたように，各世帯においても節水意識の定着や，節水機器の普

及などにより使用水量が減少していることが考えられます。 

�

オ 施設能力と給水量の動向 

� このような水需要の減少傾向から，平成

15 年度には 1 日当たりの施設能力をそれま

での105万立方メートルから95万1千立方

メートルへと見直しました。平成24 年度末

には更なる施設規模の適正化を図るため，山

ノ内浄水場を廃止し，施設能力は77万1千

立方メートルとなりました。平成27 年度に

おける1日平均給水量は約50万9千立方メートル，また，1日最大給水量は約55万2千立方メート

ルとなっており，減少傾向が続いています。 

�

�

（２）公共下水道事業（京北及び北部地域特定環境保全公共下水道＊事業を除く。） 

ア 下水道の普及促進 

京都市の公共下水道事業は，昭和5年に失

業応急事業として着手したのが始まりです。

その後，昭和30 年代からの高度経済成長の

下での産業の発展と人口の都市集中が進み，

都市の生活環境が悪化するなか，水質保全に

資するために下水道の役割が重要視される

ようになりました。そして，公共用水域の水

質汚濁の深刻化に対応するため，昭和45 年

に「公害対策基本法」の制定や「下水道法」の改正が行われ，国を挙げての下水道整備が促進・強化

されてきました。京都市では，平安建都1200年に当たる平成6年度に市街化区域の下水道整備をおお

むね完了するに至り，今日の全市人口に対する普及率は99.5パーセントに達しています。 
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イ 施設等の改築更新と質的向上 

公共下水道事業の着手から80年以上を経

過していることから，老朽化した管路・施設

の改築更新や重要な管路・施設の耐震化を行

い，下水道機能維持・向上対策を推進してい

ます。さらに，局地的大雨や台風による被害

を教訓とし，雨に強いまちづくりの関係部局

と連携した，浸水発生地区や地下街等を有す

る地区における浸水対策，市内の下水道整備

区域の約4割を占める合流式下水道＊の改善

や高度処理＊の推進などの水環境対策，大規模太陽光発電設備設置による創エネルギー対策など，下水

道の質的向上に重点をおいた事業を展開しています。限られた財源の中で総費用の抑制に努めていま

すが，将来にわたって下水道を御利用いただくため，計画的・効率的に整備を進める必要があります。 

�

�

ウ 財務の状況 

公共下水道事業を支える施設や管路の建

設，整備には多額の経費を要し，その財源の

多くを企業債（借金）で賄っています。施設

整備の推進とともに企業債の残高は増加し，

平成12年度にはピークを迎えましたが，投

資額の抑制などにより，着実にその残高は減

少しています。 

 また，自己資本構成比率は，平成26 年度

の地方公営企業会計制度の見直しに伴う退職給付引当金等の計上により低下したものの，上昇傾向に

あります。 

�

�

エ 有収汚水量の減少傾向 

� 整備区域内人口に大きな変化がないにも

かかわらず，水需要の減少により，有収汚水

量の減少傾向は継続するものと予想されま

す。使用料収入が減少していく一方で，施設

への投資も必要となることから，今後も厳し

い財政状況が続くと考えられます。 
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下水道使用料収入において，水道使用以外の汚水量の増加により，前年度と比べ0.3パーセン
ト（7,100万円）増加したことに加え，支出において，職員定数の削減や効率的な運営による費
用の抑制に努めた結果，当年度純損益は47億3,200万円の黒字となりました。このうち現金収
入を伴わない利益の増加分を除いた37億9,500万円を減債積立金として，議会の議決を経て，
利益処分します。 
なお，企業債の残高は，発行額を上回る償還を行ったため，前年度と比べ4.5パーセント減少
し，3,252億円となりました。 

６ 平成27年度決算の概要 

（１）水道事業 
�

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（２）公共下水道事業 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

水道料金収入において，節水型社会の定着による水需要の減少により，前年度と比べ0.3パー
セント（9,200万円）減少したものの，支出において，職員定数の削減や効率的な運営による費
用の抑制に努めた結果，当年度純損益は55億6,900万円の黒字となりました。このうち現金収
入を伴わない利益の増加分を除いた35億6,500万円を建設改良積立金として，議会の議決を経
て，利益処分します。 
なお，企業債の残高は，発行額を上回る償還を行ったため，前年度と比べ0.6パーセント減少
し，1,594億円となりました。 
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（３）連結財務諸表 
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連結財務諸表は，水道事業と公共下水道事業という異なる2つの事業の財務諸表＊を，ひとつの財務諸表として

つなぎ合わせたものです（2つの事業間の取引は内部取引＊として消去しています。）。 

この連結財務諸表は，多くの市民の皆さまが水道と下水道を一連として利用し，料金・使用料をセットでご負担

いただいていることから，水道事業，公共下水道事業を一体的に理解していただくために作成しているものです。 

 

＊財務諸表とは？ 

財務諸表とは，資産・債務の管理やサービスにかかる費用などの詳細を分析することで企業の財政状況を表す，

貸借対照表や損益計算書などの総称です。 

 

＊内部取引とは？ 

内部取引とは，例えば，水道事業の施設である浄水場から排出した汚水を，公共下水道事業の施設である水環境

保全センターで処理するときに，その費用を水道事業から公共下水道事業に対して支出することなど，連結の対象

となる事業間での取引を指します。 

連結財務諸表では，このような内部取引を消去することで，連結した事業全体での経営状況をより正確に把握す

ることができるようになります。 
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�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

１ 主な⾒直し項目 

⾒直し項目� ⾒直し内容

借⼊資本⾦ 

������

・これまで「借⼊資本⾦」として「資本」に計上していた企業債を「負債」に計上 

�	年以内に返済期限が到来する債務は流動負債に分類

補助⾦等により 


������

の償却制度等 

・任意適⽤が認められていた「みなし償却制度
�
」の廃⽌。みなし償却を⾏っていた資産は過去に

遡って追加償却を⾏う。 

・償却資産の取得⼜は改良に伴い交付される国庫補助⾦等については，「⻑期前受⾦」として負債

������������������� !"��#�$%�"&'��(

引当⾦� ・退職給付引当⾦の計上を義務化。その他の引当⾦についても，要件を踏まえて計上

�

�� �����	
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

【旧会計制度】             【新会計制度】 
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地⽅公営企業会計制度の⾒直し 

��#�$�

�
�

� � � ��#�$�
�

�

�

⻑期前受⾦戻⼊益 

（現⾦収⼊を伴わない収益） 

��#)*�

�
�

� � � � ��#)*�

�

�

<みなし償却制度を適⽤していた場合>

����+�,-.�

�移⾏初年度のみ�

特別損失（退職給付引当⾦等）

�
����	�

会計制度の⾒直しの背景と内容 

�

地⽅公営企業会計制度については，昭和41 年以降⼤幅な改正が⾏われてきませんでしたが，⺠間

企業等との⽐較を容易にし，経営の状況を的確に把握できるようにすることなどを目的に，平成２６

年度決算から全⾯的な⾒直しが⾏われました。 

これまで貸借対照表上「資本」に計上してきた企業債の「負債」への計上や，⻑期前受⾦戻⼊益（現

⾦収⼊を伴わない収益）の計上，各種引当⾦
�
の計上義務化等の⾒直しが⾏われたことにより，公営

������	
������������������������ �!�"#$%%�&'

()*�

会計制度の⾒直しにより，⾒直し前と⽐べて����������������+#$%%�&'+*

⇒「⾃⼰資本構成⽐率」や「流動⽐率」などの経営指標値（第,-.�/
01!2&'+*

会計制度の⾒直しにより，収益的収⼊が増加し，みなし償却制度を適⽤していた場合は収益的⽀出も

��します。また，移⾏初年度は，過年度に引き当てておくべき経費等が !�"%(3�456'+*

⇒「経常収⽀⽐率」や「経費回収率」などの経営指標値（第2 章参照）に影響があります。 

【旧会計制度】� 78会計制度】
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第２章 経営指標評価 
�

１ 経営指標評価について 

「経営指標評価」は，財務指標を中心とした業務指標を活用し，事業活動について数値を用いて成果

を示すものであり，事業の改善度を示す「指標値の前年度比較」と，偏差値を用いて「大都市比較から

見る京都市の特徴」について分析しています。 

各比較における経営状況の分析は，水道事業（地域水道＊事業及び京北地域水道事業を除く。）と公共

下水道事業（京北及び北部地域特定環境保全公共下水道＊事業を除く。）の平成27年度決算について，

① 収益性，② 資産・財務，③ 老朽化，④ 施設の効率性，⑤ 生産性，⑥ 料金・使用料，⑦ 費用の 

7つの区分について行います。 

  なお，平成27年度から策定・公表が行われた総務省の「決算比較分析表」を踏まえ，28年度経営評価

から「③老朽化」の区分を追加しました。 
 

（１）７つの評価区分について 
�

① 収益性 

評価のポイント 
独立採算により運営している京都市の水道事業，公共下水道事業において，水道料金

や下水道使用料等による収益性を見ることは，経営状況を判断するうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
経常収支比率（収支の均衡度），料金回収率（料金と費用の均衡度），固定資産回転

率（資産の効率性） 

下水道 
経常収支比率（収支の均衡度），経費回収率（使用料と費用の均衡度），固定資産回

転率（資産の効率性） 

�

② 資産・財務 

評価のポイント 
水道水を供給するには大規模な浄水場や配水管等が，汚水や雨水を処理するには大規模

な処理場や下水道管等が必要となります。これらの重要な施設を維持し，安定した事業運

営を継続して行うため，資産・財務について把握することが重要となります。  

業
務
指
標 

水 道 

企業債償還元金対減価償却費比率（投下資本と再投資との間のバランス），給水収益に

対する企業債残高の割合（施設を建設する際の借入金の残高の規模），自己資本構成比率

（財務の健全性を示す自己資本が総資本に占める割合），流動比率（事業の安全性・健全

性を示す事業体の支払能力），累積欠損金比率（単年度の営業収益に対して累積欠損金が

占める割合） 

下水道 

固定資産対長期資本比率（固定資産が長期資本によって調達されている割合），企業債

残高対事業規模比率（施設を建設する際の借入金の残高の規模），自己資本構成比率（自

己資本が総資本に占める割合），流動比率（事業体の支払能力），累積欠損金比率（単年

度の営業収益に対して累積欠損金が占める割合） 
�

③ 老朽化 

評価のポイント 
高度経済成長期を中心に整備された水道・下水道施設の老朽化の状況を把握することは，

将来の施設の改築等の必要性を判断するうえで重要となります。 

業
務
指
標 

水 道 
有形固定資産減価償却率（有形固定資産の減価償却の進捗度），法定耐用年数超過
管路率（法定耐用年数を超過した管路延長の割合），管路の更新率（管路の更新ペース） 

下水道 
有形固定資産減価償却率（有形固定資産の減価償却の進捗度），施設の経年化率（管
きょ）（法定耐用年数を超過した管きょ延長の割合），管きょ改善率（管きょの改善
ペース） 
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④ 施設の効率性 

評価のポイント 
水道事業，公共下水道事業において，施設能力に対する利用状況を把握することは，経

営効率を高めるうえで重要となります。  

業
務
指
標 

水 道 
施設利用率，最大稼働率（水道施設の経済性），固定資産使用効率（固定資産に対する

配水量の割合），有収率＊（配水量に対する有収水量の割合）  

下水道 

施設利用率（処理能力に対する晴天時平均処理水量の割合），1日最大稼働率（雨天時

を含む最大処理水量の割合），固定資産使用効率（固定資産に対する汚水処理水量の割合），

有収率（汚水処理水量に対する有収汚水量），水洗化率（処理区域内人口に対する水洗便

所設置済人口） 

�

⑤ 生産性 

評価のポイント 

水道事業は水道水を生産・供給して得られる水道料金によって，公共下水道事業は下水

道使用料によって運営しているので，その生産性を把握することは，事業の効率性を判断

するうえで重要となります。  

業
務
指
標 

水 道 職員1人当たり給水収益，有収水量，配水量（職員１人当たりの生産性）  

下水道 職員1人当たり使用料収入，有収汚水量，総処理水量（職員１人当たりの生産性） 

�

⑥ 料金・使用料 

評価のポイント 

水道事業ではおいしい水道水を安全かつ安定的に供給することを目指し，公共下水道事
業では快適で衛生的な市民生活を支えるとともに，集中豪雨等による浸水被害を防ぐな

ど，市民の生命と財産を守るという社会的な責務を果たしつつ，それぞれできる限りお客

さまの負担を減らすことが求められていることから，料金・使用料が適切な水準にあるか

どうかを検証することが重要となります。  

業
務
指
標 

水 道 

供給単価（お客さまからお支払いいただく水道料金の 1  当たりの収入），1 箇月 10

 当たり家庭用料金，1 箇月 20  当たり家庭用料金（日常生活で使用される程度の水量

の料金） 

下水道 

使用料単価（お客さまからお支払いいただく下水道使用料の1 当たりの収入），1箇

月10  当たり家庭用使用料，1箇月20  当たり家庭用使用料（日常生活で使用される程

度の水量の使用料） 

�

⑦ 費用 

評価のポイント 

水道事業，公共下水道事業の運営には，施設・管路等の維持管理費や減価償却費，施設・

管路等を建設するために借りた資金の利息など，様々な経費が必要となります。効率的な

事業運営をするうえで，費用が適切な水準にあるかどうかを検証することが重要となりま

す。  

業
務
指
標 

水 道 給水原価（維持管理費，資本費：：お客さまへ水道水1 をお届けするのに掛かる経費） 

下水道 
汚水処理原価（維持管理費，資本費：：お客さまの御家庭等から流される汚水をきれいに

して，川に流すのに掛かる1 当たりの経費） 
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（２）業務指標の選定について 

これまで京都市では，水道，下水道サービスの国際規格である「水道事業ガイドライン」，「下水

道維持管理サービス向上のためのガイドライン」から財務指標を中心とした業務指標を選定していまし

たが，公営企業の全面的な「見える化」を推進することを目的に，平成27年度から策定・公表が行わ

れた総務省の「経営比較分析表」を踏まえ，経営比較分析表に用いられている業務指標（水道・下水道  

各11指標）を網羅するよう，業務指標の再構成を行いました。 

 

事 業 指 標 数 指標選定 

水 道 24指標 
「水道事業ガイドライン」から 21 指標，「下水道維持管理サービス向上

のためのガイドライン(2003年版・2007年版)」に準拠した3指標を選定 

下水道 25指標 

「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン(2003年版・2007年

版)」から15指標（背景情報1指標を含む），「水道事業ガイドライン」

に準拠した10指標を選定 
�

（参考１）ガイドライン 

名 称 制定主体/年月 制 定 理 由 

水道事業ガイドライン 

(公社)日本水道協会 

平成17年1月 

（平成28年3月改正） 

・サービスの向上を目標に，客観性と透明性を 

持って水道事業経営を遂行するため 

・世界に通用するスタンダードが必要 

下水道維持管理サービス向上 

のためのガイドライン 

（2003年版・2007年版） 

(公社)日本下水道協会 

平成15年5月 

平成19年3月 

・維持管理の成果を数値化した業務指標に基 

 づき，業務改善を実施するため 

・指標値の記号，「Fi」は2003年版,「M」,「O」

「U」,「CI」は2007年版のものとなります。 

 平成19年11月にISO/TC224第7回総会が開催され，上記ガイドラインについては，それぞれ国際標準 
規格ISO 24500シリーズとして承認された（平成19年12月発行）。 

�

（参考２）総務省「経営比較分析表」で用いられている業務指標（水道・下水道 各１１指標） 

（区分） 水道事業 公共下水道事業 

１ 経営の健全性・効率性（８指標） 

１－① 経常収支比率（％） 経常収支比率（％） 

１－② 累積欠損金比率（％） 累積欠損金比率（％） 

１－③ 流動比率（％） 流動比率（％） 

１－④ 企業債残高対給水収益比率（％） 企業債残高対事業規模比率（％） 

１－⑤  料金回収率（％）  経費回収率（％） 

１－⑥  給水原価（円）  汚水処理原価（％） 

１－⑦  施設利用率（％）  施設利用率（％） 

１－⑧  有収率＊（％）  水洗化率（％） 

２ 老朽化の状況（３指標） 

２－①  有形固定資産減価償却率（％）  有形固定資産減価償却率（％） 

２－②  管路経年化率（％）  管きょ老朽化率（％） 

２－③  管路更新率（％）  管きょ改善率（％） 
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（３）評価の手法とメリット・デメリット 

�

（４）前年度比較及び大都市比較の計算方法 

 ア 指標値の前年度比較  

   個々の指標で前年度値を100として当年度値を算出し，評価区分ごとに集計し平均化しました。 

  (a) 百分率（％）で表されている指標 

    当年度値 ＝ （当年度データの値 － 前年度データの値）※ ＋100 

        ※前年度の指標値が200％以上の場合，前年度比較の度合いを合わせるため，次のとおり換算を行います。 

・前年度の指標値が200～400％の場合 １／３で換算 

・前年度の指標値が400～600％の場合 １／５で換算 

  (b) 百分率以外で表される指標（回， ／万円など） 

            （当年度データの値－前年度データの値）※ 

                  前年度データの値 

          ※(a)，(b)ともに指標値が「高い方が良い」場合が上記の式，「低い方が良い」場合は「（前年度－当年度）」 

となります。 

 

イ 偏差値による大都市比較 

  個々の指標では，個別データの値と大都市の平均値からバラつきの度合いを示す標準偏差を求め，

偏差値を算出し，評価区分ごとには，これを集計し平均化しました。 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
�

�

�

�

評価の手法 メリット / デメリット 

指標値の 

前年度比較 

メリット ・前年度からの事業の改善度が判断できる。 

デメリット 
・中・長期的な動きを見ることが必要な指標もあり，前年度から1年間の数値の 

変動だけでは正確な状況把握が難しい場合もある。 

偏差値に 

よる 

大都市比較 

メリット 

・バラつきのある指標値分布の中で，中心からどれぐらい偏っているかが分かる。 

・平均値を50とした相対的な評価で，「全体の中での偏差値・順位」が分かる。 

・単位の異なる指標についても，同一基準での評価が可能となる。 

デメリット 

・相対的な評価であるために，指標値の改善が必ずしも評価結果の改善につながら 

ない。 

・バラつきが少ない指標（例：累積欠損金比率）の場合，指標値でのわずかな差が，

偏差値では大きな差となる可能性がある。 

�������	
������������  

 
����� �� �����	
���������
���

��	�� 

    
     ��

���������������� !�����������"""�

��
���� �
#�!�� �

���
� ���$��

    

���� � ���
�����������������������

��� ����!�
"#��� #�!$�

当年度値 ＝ ×100＋100 

※ 計算結果が「低い方が良い」場合が上記の式，「高い方が良い」場合は「10×(個別データ － 平均値)」 
となります。 
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（５） 記号の説明 

ア 前年度比較と大都市比較の評価基準 

前年度比較では，前年度を100として高い又は低いかを，大都市比較では大都市の数値分布の中

央の値（50）から，どれくらい高い又は低いかを，「澄都（すみと）くん」の表情の違いにより，

次の3段階で評価しました。 

� � �

�

�

イ 指標の動向を示す記号の意味 

    個々の指標ごとに，その指標の目指すべき方向を白矢印の向きで示しています（ or  ）。 

指標値について，前年度に比べて改善しているときは目指すべき方向と同じ向きの白矢印で，悪

化しているときは逆方向の黒矢印で示しています（     or     ）。また，数値に変動がないとき

は，横向きの白矢印を用いています（   ）。 

�

�

�

�

�

�

�

【指標の目指すべき方向】 【前年度実績との比較】 

指標の値が � 前年度の指標値に比べて �

・高い方が良い �
・高い方が良いもの 

数値改善 
 

数値悪化 
�

・低い方が良い � ・低い方が良いもの 

数値改善      

 

数値悪化 
�

� � �
 
・数値の変動なし �

���
�
����

������
�
�����

��������
�
���������

����
�
���

経営⽐較分析表（総務省） 

 公営企業の全⾯的な「⾒える化」を推進することを目的に，総務省の主導のもと，平成27 年度 �

（平成26 年度決算）から各公営企業が「経営⽐較分析表」の策定・公表を⾏うこととなりました。

9:���;<=>?@"A)BCDE�FG���!HE����IJ�KLM=NOP
Q

R+#$%!ST%�&'()*�

�������	
��	�����

�

経常収⽀⽐率� 累積⽋損⾦⽐率� 流動⽐率�

料⾦回収率� ���� 施設利⽤率� 有収率

� 管路経年化率�

管路更新率

��経営の健全性・効率性�

��⽼朽化の状況�

UVWXY/

Z[\�;<]

U^WXY/

_`abcd]

�� ����������	������������������� !"#$%&$'()*+,-�.�

（「経営⽐較分析表」で検索） 

● 全国の経営⽐較分析表については，総務省ホームページを御覧ください。 

総務省トップページ→� /0� 1� 地⽅⾏財政 1 23��456 1 ������	
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指標値の
改善度

前年度に比べ，7つのうち「②資産・財務」，「⑤生産性」，「⑦費用」の３つの評価区分で
指標値が向上しました。
節水型社会の定着による水需要の減少に伴い，配水量が減少したことにより，「④施設の効率

性」が低下しましたが，職員定数の削減により「⑤生産性」が向上しました。
収入においては，給水収益が減少したものの，支出において，各種経費の削減に努めたことに

より，1立方メートル当たりの給水コストが低下した結果，「⑦費用」が向上し，「①収益性」，
「⑥料金」は前年度並みとなりました。
また，管路の更新率のスピードアップを進めているものの，法定耐用年数を超えた管路延長の

増加等により「③老朽化」が前年度と比べ低下しましたが，企業債残高の縮減など財務体質の強
化を図ることで「②資産・財務」が向上しました。
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（２）大都市比較から見る京都市の特徴

 

���� �������� ����
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40

�	
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�� �����������

�������

	
��������

偏差値

水道事業及び公共下水道事業は，自然条件や地理的条件をはじめ，施設の設備状況などにより，経
営環境が左右されることから，他都市比較や分析を行うに当たっては，地域特性や事業背景が異なる
ことを考慮する必要があります。このため，偏差値による大都市比較は，あくまでも業務を総合的に
判断するための材料の一つであり，都市間の優劣を競うことを目的とするものではありません。
※ 大都市比較は，東京都及び平成27年度における政令指定都市（県が主に事業を行う千葉市，相模
原市を除く。）計19都市で比較しました。

偏差値による大都市比較は，京都市の水道事業の特徴を表すものです。
京都市の水道事業は，安全・安心な水道水を供給するために必要な施設の改築更新などの財

源について，企業債に依存している割合が高いため，「②資産・財務」が低くなっていますが，
「③老朽化」は大都市の平均値並みとなっています。
また，鉛製給水管の割合が高いことなどにより,他都市と比べ漏水量が多いことから「④施設

の効率性」が，他の事業体からの水道水の受水の有無（京都市は琵琶湖から原水を取水）など
の事業の運営形態の違い等により「⑤生産性」がそれぞれ低くなっています。
このような中，効率的な事業運営に努め，少ない「⑦費用」で水を供給することにより，平

成25年10月の料金改定実施後も，安価な「⑥料金」を維持し，「①収益性」は大都市の平均値
を上回っています。

20
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（３）評価区分別データとまとめ
　ア　評価区分別　数値データ一覧

��
�����
� ��

��� ���

121.3 57.2

(121.0) (58.9)

113.8 55.3

(113.1) (55.8)

0.105 44.1

(0.106) (44.3)

77.3 40.1

(76.1) (42.8)

580.1 25.4

(582.0) (25.4)

42.2 25.9

(41.3) (25.8)

101.3 37.3

(85.4) (36.6)

0.0 －

(0.0) （－）

46.0 53.5

(45.2) (54.1)

17.4 50.7

(16.0) (50.3)

0.9 49.0

(0.8) (43.9)

66.1 56.4

(67.4) (57.7)

71.6 53.5

(73.2) (56.6)

6.6 43.0

(6.8) (43.9)

88.7 34.9

(87.3) (32.1)

47,706 43.2

(46,337) (42.7)

287 43.4

(279) (43.0)

324 44.4

(319) (44.4)

166.2 50.9

(166.3) (50.9)

970 51.1

(970) (51.3)

2,740 48.5

(2,740) (48.9)

146.0 54.2

(147.0) (54.5)

� 76.2 55.6

(76.4) (56.1)

69.8 49.3

(70.6) (49.3)
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イ 評価結果のまとめと今後の方向性 

�

① 収 益 性 

結
果 

・水需要の減少により，前年度と比べて給水収益が減少したため「固定資産回
転率」は低下しましたが，人件費，物件費，支払利息等の支出を削減したこと
により，「経常収支比率」，「料金回収率」は向上しました。 

方
向
性 

・今後も水需要の減少傾向が続くことが予想されるため，営業所の再編など，
経営の効率化を図り，各種経費の削減を進めます。�

・「第５期効率化推進計画」による組織の再編に併せた資産の売却・貸付など，
新たな増収策を検討・実施します。�

② 資産・財務 

結
果 

・「給水収益に対する企業債残高の割合」は，企業債残高の減少により，改善
しました。 
・「自己資本構成比率」，「流動比率」は，当年度純利益の確保や一般会計から
の出資金の収入などにより，向上しました。�

方
向
性 

・料金改定による利益を老朽化した水道管の更新財源に充てるとともに，施設
規模の適正化による投資の抑制を図り，財務体質の強化に努めます。�

③ 老 朽 化 

結
果 

・「管路の更新率」は，更新のスピードアップに努めた結果，向上しましたが，
「有形固定資産減価償却率」，「法定耐用年数超過管路率」は，前年に引き続き
低下しました。 

方
向
性 

・「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，将来にわたって安全・安心な水
道水を安定的に供給するため，必要な改築更新を進めていきます。 

④ 施 設 の 
 効 率 性 

結
果 

・水需要の減少により，前年度と比べて配水量が減少したため，「施設利用率」，
「最大稼働率」，「固定資産使用効率」は低下しました。 
・鉛製給水管の取替えや配水管の更新事業の推進等により，「有収率＊」は向上
しました。�

方
向
性 

・漏水対策として，老朽化している水道管の更新とともに，道路部分に残存す
る鉛製給水管を全て解消し，更なる有収率の向上に努めます。�

・松ケ崎浄水場の一部施設の廃止など，水需要に見合った施設規模の適正化を
進めます。�

⑤ 生 産 性 

結
果 

・経営の効率化などによる，職員定数の削減を進めたことにより，「職員１人
当たり給水収益」，「職員１人当たり有収水量」，「職員１人当たり配水量」のす
べての指標が向上しました。 

方
向
性 

・「第５期効率化推進計画」に基づき，組織・業務の見直しや民間にノウハウ
が蓄積されている業務について，積極的に民間活力の導入を図るなど、更なる
職員定数削減を進めます。�

⑥ 料  金 

結
果 

・１立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，前年度に
比べ低下しました。 
・料金改定後も，他都市と比べて安価な料金水準を維持しています。�

方
向
性 

・経営の効率化をさらに進め，引き続き「他都市に比べ安価な料金水準」を維
持します。�

⑦ 費  用 

結
果 

・支出の削減を進めたことにより，１立方メートル当たりの給水コストを示す
「給水原価」は低下しました。 

方
向
性 

・営業所の再編など，組織・業務の見直しを図ることにより，更なる経営効率
化を推進し，各種経費の削減を進めます。 
・自己資金の活用により企業債発行の抑制を図り，支払利息等の削減を図りま
す。�
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３　公共下水道事業の経営指標評価
（１）指標値の前年度比較

���� ��������� �����

前年度に比べ，7つのうち「①収益性」，「②資産・財務」，「④施設の効率性」，「⑤生産
性」の４つの評価区分で指標値が向上しました。
有収汚水量が前年度と比べ0.1パーセント増加したことに加え，年間降雨量が大幅に増加した
ことや，職員定数の削減により「④施設の効率性」，「⑤生産性」が向上しました。
収入においては，下水道使用料収入が微増となり，支出においては，減価償却費などが増加

したものの，支払利息が減少したことにより，「①収益性」が向上し，1立方メートル当たりの
平均使用料・汚水コストを示す「⑥使用料」，「⑦費用」はほぼ前年度並みとなりました。
また，「③老朽化」は，法定耐用年数を超えた管きょ延長の増加等により前年度と比べ低下

しましたが，「②資産・財務」は，企業債残高の縮減など財務体質の強化を図ったことにより
向上しました。
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（２）大都市比較から見る京都市の特徴

 

　偏差値による大都市比較は，京都市の公共下水道事業の特徴を表すものです。
　京都市の公共下水道事業は，これまでの経営効率化，財政基盤の強化などの取組により
「②資産・財務」が高くなっていますが，事業開始からの経過年数が大都市平均を上回って
いることなどにより「③老朽化」が低くなっています。
　また，他都市と比べ合流式下水道の割合が高く，下水道使用料の対象とならない雨水の流
入量が多いことなどにより「⑤生産性」は低くなっていますが，施設規模の適正化を図るこ
とにより「④施設の効率性」は高くなっています。
　このような中，効率的な事業運営に努め，「⑦費用」を抑え，平成25年10月に平均△3.0
パーセントの改定を行うなど，安価な「⑥使用料」を維持し，「①収益性」は大都市の平均
値を上回っています。
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水道事業及び公共下水道事業は，自然条件や地理的条件をはじめ，施設の設備状況などにより，経
営環境が左右されることから，他都市比較や分析を行うに当たっては，地域特性や事業背景が異なる
ことを考慮する必要があります。このため，偏差値による大都市比較は，あくまでも業務を総合的に
判断するための材料の一つであり，都市間の優劣を競うことを目的とするものではありません。
※ 大都市比較は，東京都及び平成27年度における政令指定都市計21都市で比較しました。
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（３）評価区分別データとまとめ
　ア　評価区分別　数値データ一覧

��
�����
���	

��� 
��

110.2 57.0
(110.0) (57.6)
119.1 52.7
(118.9) (56.9)
0.060 63.7
(0.059) (63.4)
101.1 56.0
(101.4) (54.8)
539.3 58.0
(606.8) (56.8)
53.9 49.4
(52.4) (48.8)
78.1 55.5
(75.8) (54.1)
0.0 52.2
(0.0) (52.4)
48.6 40.1
(47.4) (40.3)
12.5 41.2
(10.4) (43.0)
0.3 51.1
(0.4) (50.5)
59.8 46.2
(60.3) (46.9)
96.0 59.1
(95.7) (57.6)
5.28 66.0
(4.89) (63.6)
55.7 31.2
(57.7) (32.6)
99.1 55.0
(99.1) (55.0)
57,805 39.2
(55,450) (38.4)
473 41.5
(454) (41.0)
966 46.5
(872) (46.9)
122.3 58.0
(122.0) (57.6)
700 55.3
(700) (55.2)
1,830 54.3
(1,830) (53.9)
102.7 59.0
(102.6) (59.5)

� 44.9 61.8
(44.4) (62.2)
57.8 56.7
(58.2) (57.0)

※　備考欄で同じ記号の指標は，相互に関連するものであり，併せて見る必要があります。
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イ 評価結果のまとめと今後の方向性 

① 収 益 性 

結
果 

・下水道使用料収入が増加したことに加え，人件費や支払利息等の支出の
削減に努めたことにより，「経常収支比率」，「経費回収率」，「固定資産回転
率」のすべての指標が改善しました。 

方
向
性 

・今後も水需要の減少傾向が予想されるため，水環境保全センターの運転
管理業務の委託化など，経営効率化を図り，各種経費の削減を進めます。
・有効活用可能な資産の売却・貸付など，新たな増収策を検討・実施しま
す。�

② 資産・財務 

結
果 

・企業債残高を縮減するなど財務体質の強化に努めた結果，「自己資本構成
比率」，「企業債残高対事業規模比率」が向上しました。 

方
向
性 

・企業債残高を縮減し，財務体質を強化するとともに，将来の利息負担の
軽減を図ります。 
・施設規模の適正化による投資の抑制を図り，財務体質の強化に努めます。

③ 老 朽 化 

結
果 

・「有形固定資産減価償却率」，「施設の経年化率（管きょ）」，は，前年に引き
続き低下しました。 
・「管きょ改善率」は，前年度と比べ低下しました。 

方
向
性 

・「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，老朽化した管路施設や重要な
管路施設を対象として更新を進めます。 

④ 施 設 の 
 効 率 性 

結
果 

・年間降雨量の増加等により「１日最大稼働率」は向上しました。 
・「固定資産使用効率」は他都市と比べて処理水量に対する固定資産の規模
が小さく，必要な施設整備を効率的に行ってきたといえます。�

方
向
性 

・老朽化した管きょに対し計画的な点検を行うとともに，アセットマネジ
メントの実践により，効率的な改築更新を進めます。�

・施設規模の適正化を図り，より効率的な施設体系を構築します。�

⑤ 生 産 性 

結
果 

・経営の効率化などによる，職員定数の削減を進めたことにより，「職員１人
当たり使用料収入」，「職員 1 人当たり総処理水量」，「職員 1 人当たり有収
汚水量」はそれぞれ前年度に比べ改善しました。 

方
向
性 

・第５期効率化推進計画に基づき，組織・業務の見直しや民間にノウハウ
が蓄積されている業務について，積極的に民間活力の導入を図るなど，更
なる職員定数の削減を進めます。�

⑥ 使 用 料 

結
果 

・１立方メートル当たりの下水道使用にかかる平均価格を示す「使用料単
価」は，前年度に比べ上昇しました。 
・他都市と比べ，安価な使用料水準を維持しています。 

方
向
性 

・経営の効率化を推進し，使用料改定後も引き続き「他都市に比べ安価な
使用料水準」を維持します。�

⑦ 費  用 

結
果 

・支払利息等の削減に努めたものの，物件費の増加に伴い，１立方メート
ル当たりの汚水処理コストを示す「汚水処理原価」は高くなりました。 

方
向
性 

・引き続き経営効率化を図り，各種経費の削減を進めます。 
・施設規模の適正化により，老朽化した施設への再投資額を抑制し，減価
償却費及び支払利息等の削減を図ります。 
・自己資金の活用により企業債発行の抑制を図り，支払利息等の削減を図りま
す。�

�
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４ 評価区分ごとの分析 
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ここから，経営指標値の評価結果を掲載します。 

まず，評価の見方を確認しましょう！ 
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上段は，過去５箇年の指標値を掲載
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下段は，前の年度に対して，数値が
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指標値の推移を確認することがポイントですね！ 
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（１）水道事業

�������

���

����� ����� ��

����� ����� ����� ����� ����� ����� 57.2

��� ��� ��� ��� � � 5位

���� ���� ���� ����� ����� ����� 55.3

� � � ��� � � 5位

����� ����� ����� ����� ����� ����� 44.1

	 	 	 ��	 	 � 11位

☆は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆⑥料金「供給単価」(P30)，☆⑦費用「給水原価」(P31)〉

＜評価結果の分析＞
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（平成22年度　0.104回）
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（平成22年度　97.2％）
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「経常収支比率」は，節水型社会の定着による水需要の減少により，給水収益が0.3パーセント
（9,200万円）減少したものの，人件費，物件費，支払利息等の支出の削減に努めたことによ
り，前年度と比べて0.3ポイント向上し，121.3パーセントとなりました。今後もさらなる効率
化の推進など，経常費用の削減を図ります。

「料金回収率」は，給水収益の減少により，供給単価が低下したものの，支出の削減による給
水原価の低下が上回ったことにより，前年度に比べ0.7ポイント向上し，113.8パーセントとな
りました。指標値が100パーセントを上回っていることから，必要な経費を水道料金収入で確保
できていることが分かります。

固定資産が増加した一方，水需要の減少により営業収益が減少したため，「固定資産回転率」
は，前年度に比べ0.001ポイント低下しました。今後も，節水意識の定着や節水機器の普及，地
下水の利用など，水需要の減少傾向が続くことが予想されるため，引き続き，松ケ崎浄水場の
一部施設の廃止など，水需要に見合った施設規模の適正化を進めます。
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（平成22年度　104.6％）
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繰⼊⾦への依存度を⽰す指標として繰⼊⾦⽐率

がありますが，そのうち維持管理費に充てる繰⼊⾦

の割合を⽰す指数が「繰⼊⾦⽐率（収益的収⼊

分）」，投資的経費に充てる繰⼊⾦の割合を⽰す指

数が「繰⼊⾦⽐率（資本的収⼊分）」です。

�������	
������������

されている経費等を繰り⼊れており，⽔道料⾦を財

源とした独⽴採算による健全な経営が維持できてい

���

○繰⼊⾦⽐率

������

（損益勘定繰⼊⾦／収益的収⼊）×100

��	


������

（資本勘定繰⼊⾦／資本的収⼊）×100

��


繰⼊⾦への依存度
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����� ����� ��

�
�� ����� ��� ���� ���� ���� 40.1

� � � ��� � � 17位

����� ��	�
 ����� ����� ����� ����� 25.4

� � � � � �
19位


��� 
��� 
��� ���� ���� ���� 25.9

� � � � � � 19位

����� ����� ����� ����	 �	�� ����� 37.3

� � � � � � 18位

��� ��� ��� ��� ��� ��� －

� � � � � �
－

＜評価結果の分析＞
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「企業債償還元金対減価償却費比率」は，施設，設備等の減価償却費が増加したものの，企業
債償還元金の増加が上回ったことから，前年度と比較して1.2ポイント悪化しました。また，
「給水収益に対する企業債残高の割合」は，企業債残高の減少（△10.4億円）により，前年度
と比較して1.9ポイント改善しました。

「自己資本構成比率」は，当年度純利益を確保したことに加え，一般会計からの出資金の収入
などにより自己資本が増加したため，前年度から0.9ポイント向上し，42.2パーセントとなり
ました。

「流動比率」は，当年度純利益を確保したことなどにより資金が増加したことから，前年度か
ら15.9ポイント向上し，101.3パーセントとなりました。

「累積欠損金比率」は，引き続き0パーセントとなっており，累積欠損金は発生しておりませ
ん。

「①収益性」,「⑥料金」で示すように，京都市では少ない繰入金の下で料金設定を低く抑え
ています。施設や管路の建設・更新には多額の経費を要しますが，安価な料金の下，減価償却
費で回収する自己資金のほとんどは過去に借り入れた企業債の返済に充てられています。その
ため，新たな建設改良事業に充てる財源の多くを企業債で調達せざるを得ないことから，「②
資産・財務」の指標値は全体的に低くなっています。料金改定による利益を建設財源に充てる
とともに，施設規模の適正化による投資の抑制を図り，財務体質の強化を図ります。
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（平成22年度　305.7％）
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＜評価結果の分析＞
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「有形固定資産減価償却率」は，前年度と比べて0.8ポイント上昇し，46.0パーセントとなり
ました。平成22年度から連続して上昇しており，施設の老朽化が進んでいることが分かりま
す。可能な限り既存施設を有効活用しつつ，必要な改築更新を進めます。

「法定耐用年数超過管路率」は，前年度と比べて1.4ポイント上昇し，17.4パーセントとなり
ました。今後，昭和40年代から50年代初めにかけて布設した大量の配水管が更新時期を迎える
ため，更新のスピードアップが喫契の課題となっています。「中期経営プラン（2013-
2017）」に基づき，将来にわたって安全・安心な水道水を安定的に供給するために，計画的・
効率的な更新を進めます。

「管路の更新率」は，前年度と比べて0.1ポイント向上し，0.9パーセント（配水管更新率は
1.0％）となりました。「中期経営プラン（2013-2017）」では，配水管更新のスピードアップ
（平成24年度0.5％→平成29年度1.2％）を掲げ，財源の一部を確保するため，平成25年度10月
に実施した料金改定において，水道料金に新たに資産維持費を導入しました。更新の際には，
耐震性や耐久性に優れ，100年以上の長寿命が期待できる最新の高機能ダクタイル鋳鉄管＊を使
用するなど，効率的な更新を進めています。
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配⽔管の布設年度別延⻑

京都市の⽔道事業は，明治45年に事業

に着⼿し，平成27年度末で104年を迎え

����

⾼度経済成⻑期を中⼼に施設整備を進

������	
��� 50年代が配⽔管

の布設延⻑のピークとなっています。

これらの管路施設が更新時期を迎える

ため，更新のスピードアップを図ること
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布設年度別延⻑ (配⽔管）

今後，更新時期 到来
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����� ����� ��

���� ��� ��� ���� ���� ���� 56.4

� � �� � � � 5位

��� ��� ���� ���� ���� ���� 53.5

� � � � � �
6位

��� ��� ��� 	�� 	�� ��� 43.0

���� ���� ���� ���� ���� ���� 16位

���� ��� ���� ���� ���� ���� 34.9

� � � � � � 17位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。

＜評価結果の分析＞
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（平成22年度　64.3％）
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（平成22年度　59.0％）

水需要の減少に伴い，前年度と比べ，1日平均配水量，1日最大配水量ともに減少した結果，
「施設利用率」は前年度に比べ1.3ポイント低下し，66.1パーセント，「最大稼働率」は前年
度に比べ1.6ポイント低下し，71.6パーセントとなりました。今後も節水型社会の定着に伴う
有収水量の減少傾向が続くことが予想される中，施設の効率性を高めるため，平成29年度に松
ケ崎浄水場の一部施設を廃止することで，施設規模の適正化を図ることとしています。

「固定資産使用効率」は，年間配水量が減少した一方，有形固定資産が増加したため，前年度
に比べ1万円当たり0.2立方メートル低下し，6.6立方メートルとなりました。

給水された水道水がどの程度収益につながっているかを示す「有収率」は，鉛製給水管の取替
えや配水管の更新事業の推進等により，前年度に比べ1.4ポイント向上し，88.7パーセントと
なりました。有収水量のピーク時の平成2年と比較すると，有収率は7.4ポイント向上してお
り，長期的には着実に上昇していますが，依然，漏水量が配水量の5.8パーセントを占めてい
ます。引き続き，老朽化した配水管の布設替えに加え，潜在漏水調査，迅速な漏水修繕工事，
鉛製給水管の取替え等の漏水対策に取り組むなど，更なる有収率の向上に努めていきます。
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（平成22年度　7.4 /万円）

（平成22年度　86.1％）
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����� ����� ��

������ ������ ������ ������ ��	��� ������ 43.2

���� ���� ���� ���� ���� 
�� 15位

�� ��� ��� ��� ��� ��� 43.4

 � �� � �� � �� ���� ���� 
�� 15位

��� ��� ��� ��� ��� ��� 44.4

� �� � �� � �� ���� ���� 
�� 14位

＜評価結果の分析＞

●

●

●
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（平成22年度　40,413千円/人）

（平成22年度　262千 /人）

（平成22年度　304千 /人）
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生産性の指標は，職員数に対する「給水収益」，「有収水量」，「配水量」の相対的比率であ
り，一概にこれらのみで比較するものではなく，給水コストとの関係に留意する必要がありま
す。また，この数値は，水需要の変動など事業を取り巻く環境や，業務の委託，用水供給事業
体からの水道水の受水※など事業の運営形態の影響を大きく受けます。

水需要の減少に伴い，給水収益，有収水量，配水量がそれぞれ前年度に比べ減少しましたが，
職員定数の削減を進めたことにより，「職員1人当たり給水収益」は136万9千円，「職員1人当
たり有収水量」は8千立方メートル，「職員1人当たり配水量」は5千立方メートルそれぞれ前年
度に比べ向上しました。

平成8年度から継続して効率化推進計画を着実に推進し，平成27年度までに水道事業全体で400
名の職員定数を削減してきました。今後も「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，更なる
経営効率化を進めていきます。

※用水供給事業体から受水している大都市は11都市（仙台市，さいたま市，川崎市，横浜市，新潟市，浜松市，
堺市，神戸市，岡山市，広島市，福岡市）あります。
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算出式の損益勘定所属職員数とは，維持管理部門に従事する職員数であり，年度末の職員数である。
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上記の指標について，分⺟に「委託料を平均給与で割ることにより職員数に換算した値と
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○ 職員1⼈当たり有収⽔量 2!3#4 %& '()*+ 5+ -./ 061"

○ 職員1⼈当たり配⽔量 270#4 %& '()*+ 8+ -./ 021�

委託料を含めて算出した場合，京都市においては，⼤都市の中では職員1⼈当たりの⽣産性が
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�
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����� ����� ��

����� ����� ����� ����� ����� ����� 50.9

�� �� �� �� �� �� 12位

��� ��� ��� ��� ��� ��� 51.1

� � � � � � 8位

����� ����� ����� ���	
 ����� ����� 48.5

� � � � � � 13位

☆ は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆①収益性「料金回収率」(P25)，☆⑦費用「給水原価」(P31)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●
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（平成22年度　154.2円/ ）
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1立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，前年度に比べ0.1円低くなり
166.2円となりました。大都市の平均値は168.6円であり，京都市は大都市の平均値より１立方
メートル当たり2.4円（1.4パーセント）安価な料金で水道水を供給しています。

1立方メートル当たりの水道水の給水に係るコストを示す「給水原価」は，「⑦費用」で示す
ように146.0円となっています。「①収益性」の「料金回収率」で示すように，水道水を製造
し，給水する経費は，水道料金収入のみで確保できています。

京都市では平成25年10月検針分から平均＋9.6パーセントの料金改定を実施しましたが，京都
市の「1箇月10 当たり家庭用料金」は970円で，大都市の平均値991円に比べて21円安価に
なっています。また，「１箇月20 当たり家庭用料金」※は2,740円で，大都市平均値の2,652
円に比べて88円高くなっています。

※「１箇月当たり20 当たり家庭用料金」の大都市比較は，口径別料金体系を採用している都市については，京
都市で使用の多い20ミリメートルの口径の料金で比較しました。
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（平成22年度　870円）

（平成22年度　2,490円）
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※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。
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 ����� ��	�� ����� ����� ����� 54.2

�� �� �� �� 
�� �� 

8位

���� ���� ���� ���� ���� �	
� 55.6

�� �� �� �� �� �� 7位

���� ���� ���� ���� ���	 	�
� 49.3

�� �� �� �� 
�� �� 

12位

☆は同じ記号で関連する指標を示しています。〈☆①収益性「料金回収率」(P25)，☆⑥料金「供給単価」(P30)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

●

１立方メートル当たりの水道水を製造し，給水するコストを示す「給水原価」は，有収水量が
減少したものの，人件費，物件費，支払利息等の支出の削減を進めた結果，前年度に比べ1.0
円低くなり146.0円となりました。大都市の平均値は156.9円であり，京都市は大都市の平均値
より１立方メートル当たり10.9円（6.9パーセント）少ないコストで水道水を製造し，給水し
ています。

「給水原価（維持管理費）」は，人件費，物件費等の削減により，前年度に比べ1立方メート
ル当たり0.2円低くなりました。

「給水原価（資本費）」は，支払利息等の削減により，前年度に比べ1立方メートル当たり0.8
円低くなりました。

1立方メートル当たりの水道水の平均価格を示す「供給単価」は，「⑥料金」で示すように
166.2円となっています。「①収益性」の「料金回収率」で示すように，水道水を製造し，給
水する経費は，水道料金収入のみで確保できています。

今後も，節水型社会の定着に伴う有収水量の減少傾向が続くことが予想されるため，効率化の
推進に努め，費用の削減を図り，給水コストの縮減に努めます。
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（平成22年度　158.7円/ ）
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（２）公共下水道事業


�����
偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

����� ����� ����� ����� ����� ����� 57.0

� � � � � � 8位

����	 ��
�� ����� ����� ����
 ����� 52.7

� � � � � �
6位

����� ����� ����� ����� ����
 ����� 63.7

	 	 	 	 	 � 3位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ⑥使用料「使用料単価」(P37)， ⑦費用「汚水処理原価」(P38)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●
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指標の説明
算　出　式

��)G��.,�3G�����h������h���������

'()*�+,��-�.	���/0�123�
'()*	45	�-�.#6789� ,%!�
"#'()*#:;�<=����>?@�%
�������;�	
����!:8�(

���������	��
��������	�
�����

�t�Ò���¶Àò�óì��£1¤¤

�

（平成22年度　0.052回）
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（平成22年度　108.8％）

（平成22年度　121.5％）
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指標名・目指すべき方向
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平成25年度平成23年度 平成24年度

�/��
89�:;�

平成27年度
平成26年度

「経常収支比率」は，水道使用以外の汚水量の増加により，下水道使用料収入が増加したこと
に加え，支出において人件費や支払利息等の削減に努めたことにより，前年度に比べ0.2ポイ
ント向上し，110.2パーセントとなりました。

「経費回収率」は，下水道使用料収入が増加したことにより，前年度に比べ0.2ポイント向上
し，119.1パーセントとなりました。指標値が100パーセントを上回っていることから，必要な
経費を使用料収入で確保できていることが分かります。

「固定資産回転率」は，固定資産の減少に加え，下水道使用料収入が増加したことにより，
0.060回と前年度に比べ向上しました。
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○繰⼊⾦⽐率

������

（損益勘定繰⼊⾦／収益的収⼊）×100
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������

（資本勘定繰⼊⾦／資本的収⼊）×100

�	�


繰⼊⾦への依存度

������������������� 

理に要する経費が⼀般⾏政の負担とされており，

⼀般会計からの繰⼊⾦である⾬⽔処理負担⾦の

収⼊が，下⽔道使⽤料と並んで収⼊の⼤きな部

�!"#$%&'()*+

,-.)��/�01)2345678*9

きとされている経費以外の繰⼊⾦が収⼊に占め

&:;��	<=>?@ABC-.DE�	F

パーセント）と低く，独⽴採算制による健全な
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偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

���� ���� ��� ���� ����� ����� 56.0

� � � � � � 5位

	�	�� 	���	 	�
�� 	�	�� 	�	�� �	��	 58.0

� � � � � � 4位

���� ���� ���� ���� ���
 ���� 49.4
� � � � � � 11位

����
 ����� �	
�� 
���� ���� ���� 55.5
� � � � � � 6位

��� ��� ��� ��� ��� ��� 52.2
� � � � � � 1位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

●

&'()*	õö#B	CD��n)^	÷øù
�õöTG���9� ,%[�"#$�%
��T3)_`ab`c/d=�
tu�f��G�k!p��
rY#s(

����������������������������

�������	��
�����������������������

�<=��
>?�3
@A;�

（平成22年度　98.5％）

（平成22年度　0.0％）

&mnhe�+,�opqr� ��!�"#$
�%

����0�
BC;�

�������
DEFGHI
JEKL;�

&t�Ò���¶�+,�g-hi!	���
 ,%[�jB;kl>?@�%
����� ¡/¢£¤¥¦§¨¦����� ©�ª�w�Q�Ty
z>GY�«#$�¬ p/®)¯"°�;���!~#$�

�%

（平成22年度　629.6％） �������	
����������������������������� �!"#$$

（平成22年度　232.6％） ¥úû)*¢úûüh¬£1¤¤

指標の説明
算　出　式

平成25年度平成24年度平成23年度

&�-�.�+,�JKLM�	��� ,%N
-	����	����/0�OP�B	CDQ�
	JKLM�#RSTG�9	UVWX�#��Y
�Z0[�"#\Q��%

�<=��
����I
MN�3;�

（平成22年度　56.1％）

�<=�'
OPQRS;�

指標名・目指すべき方向
平成26年度

平成27年度

「固定資産対長期資本比率」は，企業債の縮減に取り組んだことなどにより長期資本が減少し
ましたが，投資の抑制などにより固定資産も減少したことから，前年度に比べ0.3ポイント改
善し，101.1パーセントとなりました。

「企業債残高対事業規模比率」は，企業債残高の減少に加え，下水道使用料収入が増加したこ
とにより，前年度に比べ67.5ポイント改善し，539.3パーセントとなりました。

「自己資本構成比率」は，当年度純利益の確保に加え，企業債残高を縮減するなど財務体質を
強化したことなどにより，前年度に比べ1.5ポイント向上し，53.9パーセントとなりました。

「流動比率」は，当年度純利益を確保したことなどにより，前年度に比べ2.3ポイント向上
し，78.1パーセントとなりました。

「累積欠損金比率」は，引き続き0パーセントとなっており，平成27年度においても，累積欠
損金は発生しておりません。

&])^�_`�ab)^	��9cde	��
�� ,%N-	V(f	8`�!�"#$�%
��T3)_`ab`c/d=�
tu�f��G�k!pq�
rY#s(

�������	
�������������������

??@�A456()78�
BCDE�FG#�$�
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�����
偏差値

旧会計制度 新会計制度 順位

���� ���� �
� ���	 
��
 	��
 40.1

� � � � � �
20位

�� ��� ��� 
��	 ���
 ���� 41.2
� � � � � � 19位

��� ��� ��� ��� ��
 ��� 51.1
� � � � � � 7位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

。

（平成22年度　0.2％） ����������	
��������������������

�TU��
�V8WX�
2YZ[5

&�(��2���@8�Yý��	��� �8
{|���Yý	��fD�� ����%[�"
#$�%

（平成22年度　6.3％） �������	
��������	�������

�TU��
YZ[\]�

&��2D����8�Yý��	�����8{
|���Yý	����y���� ¡�Y�%!
�"#$�%

「有形固定資産減価償却率」は，前年度と比べて1.2ポイント上昇しました。平成22年度から
連続して上昇しており，施設の老朽化が進んでいることが分かります。可能な限り既存施設を
有効活用しつつ，必要な改築更新を進めていきます。

「施設の経年化率（管きょ）」は，前年度から2.1ポイント上昇し，12.5パーセントとなりま
した。京都市は古くから下水道整備に着手しているため，他都市に比べて法定耐用年数を超え
た管きょの割合が多くなる傾向にあります。今後，平安建都1200年（平成6年度）での市街化
区域における整備完了を目指して布設を進めてきた大量の管きょ施設が，順次更新時期を迎え
ることから，適切な維持管理や費用の平準化等を図り，効率的に更新を進めます。

「管きょ改善率」は，前年度から0.1ポイント低下し，0.3パーセントとなりました。今後も，
「中期経営プラン（2013-2017）」に基づき，老朽化した管きょ施設と緊急輸送路下，避難所
や防災拠点からの排水を受ける重要な管きょ施設を対象として管更生（既設管の内部に新しい
管を設置）や布設替えを進めます。

指標の説明
算　出　式

�<=��
�^����
_,`a�

&:}'()*	
�~�+�)*	��~�#
B	CD�����9��,{|��)*	��
fD�� ����%[�"#$�%

（平成22年度　31.6％） �������	
������������������������
�����

指標名・目指すべき方向 平成23年度 平成24年度 平成25年度
平成26年度

平成27年度

6()���HIJ�KL�
3.�;������

下⽔道管の布設年度別延⻑

京都市の下⽔道事業は，昭和5年

に事業に着⼿し，平成27年度末で85

年を迎えました。

平安建都1200年（平成6年度）で

の市街化区域における整備完了を目

MN�OKPQR�SR!T#$K

たため，昭和50年代 平成初期が布

設延⻑のピークとなっています。

UV�'WX�OKPQR6YZ

更新時期を迎えることから，更新の

[\>]^_`!a&bc6deL

*+

�

���

����

����

����

����

����

����

����
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�

���

���

���

	��

����

����


�����������

����


�

布設年度別延⻑ (下⽔道管）

今後，更新時期 到来

������

����	
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偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

��� ��� ��
 ���� ��� ����
46.2

� � � � � �

14位

���� ��� ���� ���� ���� �
��
59.1

� � � � � �
2位


��� 
��� 
��� ���� 
��� ���� 66.0

���� ���� ����
���� ����

����
3位

���� ���� ��� ���� ���� ���� 31.2

� � � � � �
20位

���� ���� ���� ���	 ���� ���� 55.0
� � � � � �

11位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

「施設利用率」は，晴天時の1日平均処理水量は増加したものの，処理能力が前年度と比べ向
上したため，指標値は0.5ポイント低下しました。一方，「1日最大稼働率」は，年間降雨量
が前年と比べ大幅に増加したため，指標値は0.3ポイント向上しました。京都市では下水道区
域の約40パーセントが雨水と汚水を同じ管きょで排除する合流式下水道＊であるため，「最大
稼働率」は，降雨量等の影響により増減しますが，今後も可能な限り既存施設を有効活用
し，効率的な稼働に努めていきます。

「固定資産使用効率」は，大都市の中でも，処理水量に対する固定資産の規模が良好なこと
から，必要な施設整備を効率的に行ってきたと言えます。前年度に比べて指標値は向上して
おり，今後も将来の水需要の減少を考慮し，施設規模の適正化を図りながら，効率的な施設
体系を構築していきます。

「有収率」は，前年度から2.0ポイント低下し，55.7パーセントとなりました。京都市では，
下水道区域の40パーセントが合流式下水道となっており，「有収率」は降雨量の影響を受け
やすく，また，恒常的に流入する浸入水＊も無視できません。今後も老朽化した管路の更新な
どを進めつつ，浸入水の効果的な削減方法を検討し，有収率の向上に努めます。

「水洗化率」は，前年度から横ばいの99.1パーセントとなりました。なお，浄化槽による水
洗便所の設置を加えた水洗化率は99.6パーセントとなります。今後も個々の未水洗家屋の状
況に応じたきめ細やかな勧奨を実施し，未水洗家屋の早期解消に努めます。

&23	ò�óì�©�+,�:�ò�©�Ò�
��¶	+��©�	��9c�ª«	<=��
#�.�¾X#7���9B
9� ,%!�jB
$�%
��������	
����������

�23:�ò�©À23]ò�óì�©�£1¤¤

������
�	
�
���

����
���＊

������
����

&þ�óì��ùÆ�	
��������Â�
«»�	f
�/�«»������ò�óì��
���Æ�	�����8{|�60�!�"#
$�%

（平成22年度　98.7％） �������	
����������������

（平成22年度　58.1％）

�23]óì�©À:}'()*�£1¤¤¤¤

&:}'()*�+,�23]óì�©	��
9c�ª«	<=��#�.�¾X#7���9
B
9� ,%!�jBª«#;klX³>�´µ
����%

（平成22年度　4.24 /万円）

指標の説明
算　出　式

指標名・目指すべき方向 平成25年度平成23年度 平成24年度
平成26年度

平成27年度

�

�������
����

&ª«�«#O¦�+��qXóìqr�+,
��O¦®¯óì�©	���60�ª«	H�
��������±²,�{|�6�%!�jB
$�%
���������������	����� !"#$�%&
'#���()�*����+�,��

（平成22年度　62.1％） ����O¦®¯óì�©Àóìqr�£1¤¤

&������1¦§¨óì�©#BG�c�9�
�,{|%;k�	ØÙ9c�1¤¤��ÈÉ�>�
������ �8%
�-./�01�2������3,���45+�6�����
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（平成22年度　97.7％）
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偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

������ ����	� ������ ������ �����
 ������ 39.2
���� ���� ���� ���� ���� ����

19位


�� 
� 
� 
�
 
�
 ���
41.5

� �� 
 �� 
 �� � �� � �� � ��

18位

�� ��� � ��� ��� ���
46.5

� �� 
 �� 
 �� � �� � �� � ��

11位

＜評価結果の分析＞

●

●

●

職員1人当たりの生産性の指標は，地方公営企業法の適用の違いにより，人事等総務部門を公
営企業で行う場合と一般行政部門で行う場合など事業の運営形態の影響を大きく受けます。ま
た，京都市のように，合流式下水道＊を多く採用している事業体では，処理場に流れ込む雨水
は下水道使用料の対象ではなく，有収汚水量にも含まれないため，分流式下水道の割合が高い
事業体に比べると，指標値が低くなる傾向にあります。

有収汚水量が前年度と比べ微増となったことに加え，年間降雨量が大幅に増加したことや，職
員定数の削減を進めたことにより，「職員１人当たり使用料収入」，「職員1人当たり有収汚
水量」,「職員1人当たり総処理水量」はそれぞれ前年度に比べ向上しました。

平成8年度から継続して効率化推進計画を着実に推進し，平成27年度までに公共下水道事業全
体で251名の職員定数を削減してきました。今後も，「中期経営プラン（2013-2017）」に基づ
き，更なる経営効率化を進めていきます。

t�Ò���¶ÀM.Á(ÂÃÄÅ�

算出式の損益勘定所属職員数とは，維持管理部門に従事する職員数であり，年度末の職員数である。

23:�ò�©ÀM.Á(ÂÃÄÅ�

ÄÅ1Æ�80	Ç*��¾���:�ò�©�È
É>�� ¡,�8`	{|%!�jBÄÅ1Æ�
80	Ç*�#!�%
�:;<=>?@:<ABCD#E@:FG�HIJ�KL
"M��
��N@:OPQRPS<TU��VW�XY�Z[\]^_4
5Z`ab&cd\]^_�ef���

23]óì�©ÀM.Á(ÂÃÄÅ�

&ÄÅ1Æ�80	Ç*��¾���óì�©�È
É>�� ¡,�8`	{|%!�jBÄÅ1Æ�
80	Ç*�#!�%
�:;<=>?@:<ABCD#E@:FG�HIJ�KL
"M��
��N@:OPQRPS<TU��VW�XY�Z[\]^_4
5Z`ab&cd\]^_�ef���

����
�
�������
�����

����
�
�������
 !"��

（平成22年度　57,097千円/人）

（平成22年度　862千 /人）

（平成22年度　446千 /人）

指標名・目指すべき方向

������
�������
#$%!&

指標の説明
平成25年度

算　出　式
平成23年度 平成24年度

&ÄÅ1Æ�80	Ç*��¾���Ò���¶�
ÈÉ>�� ¡,�8`	{|%!�jBÄÅ1Æ
�80	Ç*�#!�%
�:;<=>?@:<ABCD#E@:FG�HIJ�KL
"M��

平成26年度
平成27年度

上記の指標について，分⺟に「委託料を平均給与で割ることにより職員数に換算した値

�������	
����������������������

○ 職員1⼈当たり使⽤料収⼊ 26,580千円/⼈ ⼤都市順位 14位 偏差値 43.9

○ 職員1⼈当たり総処理⽔量 444千 ��  !"#$ %$ &'( )*+,

○ 職員1⼈当たり有収汚⽔量 217千 ��  !"#$ -$ &'( %.+/

委託料を含めて算出した場合，京都市においては，⼤都市の中では職員1⼈当たりの

012345678�����

��������
����� !"#�$�

�������	
�
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�� �	��

偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

����� ����� ����� ����� ����	 �����
58.0

�� �� �� �� �� �� 6位

��� ��� ��� ��� ��� ���
55.3

� � � � � � 8位

����� ����� ����� �	
�� ����� �����
54.3

� � � � � � 6位

  は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ①収益性「経費回収率」(P32)， ⑦費用「汚水処理原価」(P38)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

�

�����
���
���	
�
�����

（平成22年度　128.0円/ ）

（平成22年度　700円）

�

�

（平成22年度　1,890円）

����
�����

������
���
���	
�
�����

1立方メートル当たりの下水道使用料の収益を示す「使用料単価」は，下水道使用料収入の増
加により，前年度に比べ0.3円上がり122.3円となりました。大都市の平均値が142.8円であ
り，京都市は大都市の平均値よりも1立方メートル当たり20.5円（14.4パーセント）安価な使
用料で下水道を使用していただいています。

「⑦費用」で示すように，1立方メートル当たりの汚水の処理コストを示す「汚水処理原価」
は，102.7円となっています。「①収益性」の「経費回収率」で示すように，汚水処理に必要
な経費は下水道使用料収入で確保できています。

京都市では平成25年10月検針分から平均△3.0パーセントの使用料改定を実施しました。京都
市の「1箇月当たり家庭用使用料（10立方メートル）」は700円で，大都市平均値826円よりも
126円安価になっています。また，「1箇月当たり家庭用使用料（20立方メートル）」は1,830
円となり，大都市平均値2,016円よりも186円安価になっています。

算　出　式
指標名・目指すべき方向 指標の説明

&1¤Û Wàáâ�È^�©>��È^Ò���ã
������©%ÔÕTQÖ�×y	ØÙ9cW[
�"#$�%
�g�N@:	KL#hi<j+kE�lmn�op6�
��q+45�rU#lm�s�t�n�"KL�

平成23年度

&:�ò�©1Û �80�BGÜÝ	�.�Þ��
�9� ��[�"#$�%
�muvnw<xy45z�+�lm{|"}�$����
~|�gv�<	���$#��

平成25年度

t�Ò���¶À23:�ò�©

&ÊËÆ�ÌÍÎÆ	®¯lXÊË	ÏÐÑ	ò�
©�Ó(����%ÔÕTQÖ�×y	ØÙ9cW
[�"#$�%
�rU#mu�&<H,�����	������

Ú

平成24年度

�

平成26年度
平成27年度

%&'�
()*	
+�,-$.�

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

�����

⼤都市使⽤料単価

����
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偏差値
旧会計制度 新会計制度 順位

�	��� �	��� �	��� ���� �	��� ����� 59.0

�� �� �� �� �� �� 
4位



� 
��
 
�� ���� ���� ���� 61.8

�� �� �� �� �� �� 
3位

��� ��� ��� ���� ���� 	��
 56.7

�� �� �� �� �� �� 
6位

 は同じ記号で関連する指標を示しています。〈 ①収益性「経費回収率」(P32)， ⑥使用料「使用料単価」(P37)〉

＜評価結果の分析＞

●

●

●

●

指標名・目指すべき方向

ò�óì��êë�ì��À23:�ò�©

平成25年度
指標の説明
算　出　式

&ò�óìé�	
��êë�ì�í��!�¸¹
ïî��� ,%ò�óì�ô,����B	CD
è@cG���9�±²,�8`	{|��[�"
#$�%

平成23年度 平成24年度
平成26年度

平成27年度

�

&:�ò�©1Û �80�BGÜÝ	��#ä97�
��9� ,%ò�óì�ô,�����B	CD
è@cG���9�±²,�8`	{|��[�"
#$�%
��N@:OPQRPS<TU��VW�Z����u_���
��+��XY������

�������	
�������������

&ò�óìé�	
��)^�í���~��¸¹
g-hHðñ�� ,%ò�óì�ô,�)^�
��B	CDè@cG���9�±²,�8`	{
|��[�"#$�%
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（平成22年度　105.3円/ ）
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（平成22年度　44.6円/ ）
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（平成22年度　60.7円/ ）

1立方メートル当たりの汚水の処理コストを示す「汚水処理原価」は，前年度に比べ0.1円高く
なり，102.7円となりました。大都市の平均値は128.8円であり，京都市は大都市の平均値より
1立方メートル当たり26.1円（20.3パーセント）少ないコストで汚水を処理しています。

「汚水処理原価（維持管理費）」は業務委託の拡大に伴う物件費の増加等により，前年度に比
べ0.5円高くなりましたが，「汚水処理原価（資本費）」は，支払利息等の削減に努めたこと
により前年度に比べ0.4円低くなりました。

「⑥使用料」で示すように，1立方メートル当たりの下水道使用料の収益を示す「使用料単
価」は，122.3円となっています。「①収益性」の「経費回収率」で示すように，汚水処理に
必要な経費は下水道使用料収入で確保できています。

今後も有収汚水量の減少傾向が続くことが予想されるため，効率化の推進や支払利息等の削減
に努め，費用の削減を図り，汚水処理コストの縮減に努めていきます。

/)�0���#���1
2�34��������

※都市名の下の( )内の数字は順位を表しています。

�����

⼤都市汚⽔処理原価

����
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第３章 取組項目評価 

１ 取組項目評価について 

 取組項目評価とは，「上下水道局事業推進方針」に掲げ

る取組項目について，それぞれの項目の単年度の目標に対す

る達成度及び中長期的な視点からの進捗管理として，中期経

営プランに対する進捗状況を自己評価するものです。 

本年度の取組項目評価では，「平成 27 年度上下水道局  

事業推進方針」に掲げた 93 項目について，5 段階評価を  

用いて評価を実施するとともに，取組項目の上位区分である

22の「重点推進施策」ごとに評価結果をまとめました。 

さらに，「施策目標分析」で，その結果を基に水道事業，

公共下水道事業が目指す 5 つの施策目標の達成度を示す 

ことにより，体系的な評価に努めました。 

また，中期経営プラン（2013‐2017）では，プランに掲げる目標である「市民の皆さまのくらしを支える安全・

安心な上下水道の整備と持続可能な上下水道サービスの提供に向けた経営基盤の強化」を達成するために特に力

を入れて実施していく5つの項目を「重点項目」として位置づけております。この「重点項目」を構成する取組

項目を集約し，評価結果をまとめ，重要な事業に対しての自己評価を行いました。 

 

 

 

（評価方法） 

ア 取組項目評価（93項目） 

以下の評価基準を設定し，取組項目ごと（取組項目の中で事業を分類している場合は，その分類ごと）に，

目標値と比較した各事業の達成度を，ａ～ｅの5段階で評価しました。 

・数値目標があるもの，工事に係るもの 

 

 

 

  

  

 

 

 

評価基準 

最新の数値，工事の進捗率が 

ａ：目標値の100％以上 

ｂ：目標値の80～99％ 

ｃ：目標値の50～79％ 

ｄ：目標値の30～49％ 

ｅ：目標値の29％以下 

※ 小数第1位を四捨五入する。 

� 

��

� 

� 

��

� 

�����

����

����

����

�������

取組項目評価の体系 
※事業の体系は，P. 41～42  「京（みやこ）の水ビジョン」 
及び事業推進方針の施策体系」を参照してください。 
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・数値目標がないもの（例：お客さまの利便性の向上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目に評価項目が複数ある場合は，「ａ～ｅ評価」のａを5，ｂを4，ｃを3，ｄを2，ｅを1と数値化し，

この平均値により，ａを4.6以上，ｂを3.6～4.5，ｃを2.6～3.5，ｄを1.6～2.5，ｅを1.5以下として評価を

実施しました（下記「評価の集約基準」参照）。 

 

イ 重点推進施策評価（22項目） 

重点推進施策ごとに取組項目の評価結果を集約し，Ａ～Ｅの5段階評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 施策目標分析（5項目） 

重点推進施策の評価結果を，それぞれの上位区分である「施策目標」ごとにレーダーチャートに示すととも

に，分析結果を記載しました。 

 
エ 重点項目別の評価（5項目） 

中期経営プラン（2013-2017）に掲げた5つの重点項目ごとに取組項目の評価結果を抽出し，重点項目別に

Ａ～Ｅの 5段階評価を実施しました。  

評価基準 

取組の目的・効果が 

ａ：十分に達成されている 

ｂ：かなり達成されている 

ｃ：そこそこ達成されている 

ｄ：あまり達成されていない 

ｅ：達成されていない 

評価の集約基準 

算出方法 区分 

取組項目評価結果を点数化（ａを5，ｂを4，

ｃを3，ｄを2，ｅを1）したその平均値 

※小数第2位を四捨五入する。 

Ａ ： 4.6以上 

Ｂ ： 3.6～4.5 

Ｃ ： 2.6～3.5 

Ｄ ： 1.6～2.5 

Ｅ ： 1.5以下 

中期経営プラン（2013‐2017）に掲げる5つの重点項目 

①改築更新の推進 

②災害対策の強化 

③環境対策の充実 

④お客さま満足度の向上 

⑤経営基盤の強化 

D 

B 

C 

A 

E 

	
��

�
��

�
��

�
��

	
��

� 

� 

� 

� 

	 

����������

������������

������������

�����������

��������

���������

 
評価結果 

取組の目的・効果が 

Ａ：十分に達成されている 

Ｂ：かなり達成されている 

Ｃ：そこそこ達成されている 

Ｄ：あまり達成されていない 

Ｅ：達成されていない 
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２ 施策目標分析の結果 

 施策目標Ⅰ  毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 

 

● 施策目標の分析結果 
６施策のうち，Ａ評価が２施策，Ｂ評価が４施策となりました。 

「２ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備」では，各種工事や数値目標について，一部で遅れや未達

成がありましたが，「下水道管路地震対策率」は目標どおり76.9パーセントを達成しました。 

「４ 雨に強く安心できる浸水対策の推進」では，平成 27 年度に実施した助成金制度改正により，雨水

貯留施設＊及び雨水浸透ます＊設置助成件数は前年度を大きく上回り，「雨水整備率（10年確率降雨対応）」

についても目標どおり22.1パーセントを達成しました。 

 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 �������	
�������� �� �� �� �� �� �� ���� ��

2 
����������������

� �
�� �� �� �� �� �� ���� ��

3 ��
!"�#$%�&'()*�+,� �� �� �� �� �� �� ���� ��

4 -��.��/0(1+2�34� �� 	� 
� �� �� �� ��
� ��

5 
56789:;��<�=>?@A

���� �
�� 
� �� 	� �� �� ���� ��

6 
BC�D�EF��<�GH�I

�:;�

� �� �� 	� �� �� 
��� ��

  

５ 異臭味問題解消の 
ための高度浄水処理＊ 
施設の整備 

６ 水質への不安払拭の
ための鉛製給水管の
解消 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ Ｂ 

Ｂ Ａ 

１ 蛇口を通じた安全・ 
安心な水道水の供給 

２ 地震等の災害に強い
上下水道施設の整備 

 

３ 災害・事故等危機時に
おける迅速な対応 

４ 雨に強く安心できる 
浸水対策の推進 

評価結果の詳細は
P64～P76を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅱ  環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 

 

● 施策目標の分析結果 

４施策のうち，Ａ評価が３施策，Ｂ評価が１施策となりました。 

「１ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進」では，下水の高度処理施設の段階的な

整備を計画どおり進め，「高度処理人口普及率」は目標どおり51.3パーセントを達成しました。 

「２ 雨の日も水環境を守る合流式下水道の改善」では，一部の工事に遅れが生じたものの，「合流式下

水道改善率」は目標どおり61.3パーセント，「雨水吐改善率」は100パーセントを達成しました。 

「４ 環境保全の取組の推進」では，石田水環境保全センターの大規模太陽光発電設備の設置や資源循環

の推進に向けた施設整備等をおおむね計画どおり実施できました。 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
JKLMN�OP�QR�S(�

�=>@A�34�

� 
� �� �� �� �� ���� ��

2 
-�TUQR�S(VOW���

XY�

� �� 	� �� �� �� ���� ��

3 
JZ�.[\NQR�S(��� 

�] �̂
�� �� �� �� �� �� ���� ��

4 QR_	�`a�34� �� �� �� 	� �� �� ��� ��

  

１ 市内河川と下流水域の 
水環境を守る下水の 
高度処理＊の推進 

２ 雨の日も水環境を 
守る合流式下水道＊ 
の改善 

３ 市民のくらしと水環
境を守る下水道整備
の拡大 

４ 環境保全の取組の 
推進 

Ａ 

Ｂ 

Ａ Ａ 

評価結果の詳細は
P77～P84を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅲ  将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 

 

● 施策目標の分析結果 

３施策のうち，Ａ評価が１施策，Ｂ評価が２施策となりました。 

「１ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新」では，水道配水管の更新や下水道管路施設の点

検・改築更新をおおむね計画どおりに実施し，「配水管更新率」については目標どおり1.0パーセントを達

成しました。 

「２ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新」では，一部工事の進捗に遅れが生じたものの，京北

地域水道＊及び大原地域水道の再整備等については，ほぼ計画どおり実施できました。 

 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
�b��/.[\�cd(Ib����

Xefg�
�� 
� 	� �� �� �� ���� ��

2 
hi���$jkl
m���<��

Xefg�

� 	� �� �� �� �� ��
� ��

3 
no�,����pq�rstuv

���wxy�
�� 	� �� �� 	� �� 
��� ��

  

１ 道路の下でくらしを
支える管路施設の 
改築更新 

２ 基幹施設の機能 
維持・向上のための 
改築更新 

３ 水需要に応じた施設
規模の適正化及び 
施設の再編成 

Ａ 

Ｂ Ｂ 

評価結果の詳細は
P85～P90を 
御覧ください。 
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 施策目標Ⅳ  皆さまのご要望におこたえし，信頼される事業を展開します 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 

 

● 施策目標の分析結果 

 ５施策すべてがＡ評価となりました。 

「２ 積極的に行動するサービスの充実」では，営業所の抜本的再編について，北部営業所及び南部営業所

を開所するとともに，東部営業所開設について周知活動を実施しました。 

「３ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保」では，「おいしい！大好き！京(み

やこ)の水キャンペーン」の継続実施や「平成27年度水に関する意識調査」の実施等，積極的な広報・広聴活

動を行いました。 

「４ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進」では，口座振替割引制度及びクレジットカード継

続払い制度について周知・運用を行いました。  

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 &z{|}~�\����a��.�� 
� 
� �� �� �� �� ���� ��

2 �������(�������� �� �� �� �� �� �� ���� ��

3 
��
�����N���������

�(!�������_�
�� �� �� �� �� �� ���� ��

4 
&z{|��>�m��� \�¡¢

�2�34�
�� �� �� �� �� �� ���� ��

5 
�P�£{|�OP¤¥¦N�§�¨

©�ª«¬�34�

� 
� �� �� �� �� ���� ��

  

１ お客さまが利用しやすい 
仕組みづくり 

２ 積極的に行動する 
サービスの充実 

３ 広報・広聴の充実と 
積極的な情報開示に 
よる事業の透明性の 
確保 

４ お客さま満足度の 
向上を目指した料金 
施策の推進 

５ 地域の皆さまや流域 
関係者とのパートナー 
シップの推進 

Ａ 

Ａ 

評価結果の詳細は
P91～P100を 
御覧ください。 

Ａ Ａ 

Ａ 
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 施策目標Ⅴ  経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を行います 

 

● 重点推進施策の評価結果 

 

 

● 施策目標の分析結果 

 ４施策すべてがＡ評価となりました。 

「１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化」では，組織改正や職員定数の49名の削減など，組織改革

を推進しました。また，加圧施設運転管理業務の委託拡大や下水道管路巡視・点検業務の委託を実施しました。 

「２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化」では，自己資金の活用による企業債の発行抑制を進め

るとともに，「琵琶湖疏水通船復活」試行事業の実施等，保有資産の有効活用を推進しました。 

 

 

 

 

（参考）重点推進施策ごとの取組項目評価の内訳 

重点推進施策名 
取組 
項目数 

取組項目評価の内訳（評価別項目数） 
平均値 

評価 
結果 

ａ 
(5点) 

ｂ 
(4点) 

ｃ 
(3点) 

ｄ 
(2点) 

ｅ 
(1点) 

1 
®QR�¯t�+,\�®��

°±t�
�� �� �� �� �� �� ���� ��

2 
l²³j�!�´®��<�µ¶·B

��t�
�� �� 	� �� �� �� ���� ��

3 ���¸··¹�°±��!�´®� �� 
� 	� �� �� �� ���� ��

4 
º»�¼y�½¾�¿À
ÁÂNÃÄ

ÅÆ�34�
� � �� �� �� �� ���� ��

 

１ 経営環境の変化に 
対応した経営の 
効率化 

２ 持続可能な事業運営 
のための財務体質の 
強化 

３ 上下水道一体体制の
効率的な事業運営 

４ 人材の育成や技術の 
継承・発展と国際貢献 
の推進 

Ａ 

Ａ 

Ａ Ａ 

評価結果の詳細は
P101～P111を 
御覧ください。 

-47-



３ 中期経営プラン（2013-2017）に掲げた重点項目別の評価結果 
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ここでは，中期経営プラン（2013-2017）に掲げた 
重点項目別に評価結果をまとめています。 
まず，評価の見方を確認しましょう！ 
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中期経営プランでの目標⽔準（平成29年度末）に対する平成27年度末の進捗状況を澄都（すみと）くんの
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施設の老朽化に対応し，安全・安心な施設の機能維持・向上を図るため，適切な維持   

管理を行うとともに，被災時における機能確保など，地震対策を踏まえた改築更新を   

計画的・効率的に推進します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

配水管更新率等の数値目標を達成するとともに，京北地域水道＊及び大原 
地域水道の再整備についてもほぼ計画どおり実施できましたが，その他一部
の工事に遅れが生じたため，Ｂ評価となりました。 

 
○ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

水道配水管の

更新の推進 
Ⅲ-１-① 

・配水管布設替工事実施 24.6km 
・補助配水管＊布設替工事実施 10.4km 
＜配水管更新率 1.0％（目標 1.0％）＞ 

a 
P 85 
～ 
P 86 

下水道管路 

施設の計画的

な点検・改築

更新 

Ⅲ-１-② 

《老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替え》 
・管路内調査の完了 20km 
・経年管老朽化対策工事(11)～(15）実施（28 年 9月完了予定） 
《重要な下水道管路の耐震化》 
・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(18)～(20)実施（29 年 3 月完了予定） 
＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞ 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞ 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

浄水場，水環境保全 

センター等の改築更新 
Ⅲ-２-① 

《浄水施設等の改築更新》 
・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 1月完了予定）  
・新山科浄水場中央監視制御設備更新工事実施（28 年 6月完了） 
・洛西中継ポンプ場流入弁改良及び流量計設置工事完了 

b 
P 87 
～ 
P 88 

重点項目１ 改築更新の推進 

配⽔管更新率の推移 

プランでは平成 29 年度までに更新率

�QR�>STUV WXYZ>�[�\�

WX]Z^U��_%`��!"#$%&�

0.5%

0.9% 0.9%
1.0% 1.1%

1.2%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

配水管更新率 年度別推移

プラン
策定時

プラン
目標

予定

配⽔管更新率（％）

a

更新された配⽔管延⻑

配⽔管の総延⻑

bWcc
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施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

浄水場，水環境保全 

センター等の改築更新 
Ⅲ-２-② 

《水環境保全センター及びポンプ場の改築更新》 
・鳥羽水環境保全センターＢ系最初ちんでん池設備工事（2）完了 
・鳥羽水環境保全センターＢ系最終ちんでん池設備工事（2）完了 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事完了 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 

実施（29年度完了予定） 
・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備基礎築造工事完了 
・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池改築更新工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)
の実施（29 年 3 月完了予定） 

b 
P 87 
～ 
P 88 

 
○ 水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

下水処理における 

鳥羽・吉祥院処理区の統合 
Ⅲ-３-③ 

・朱雀 1号幹線分水人孔築造工事※の実施（29年 3 月完了予定） 
※ 工事に係る占用許可物件の移設に時間を要したため，工程が 
出水期（6 月 16 日～10 月 15 日）に重なり，工事開始を遅らせた。 

d P 89 
～ 
P 90 浄水場排水の 

下水道での一体処理＊化 
Ⅲ-３-④ ・全浄水場の排水の水環境保全センターにおける一体処理を実施 a 

 
○ 京北地域水道及び大原地域水道の再整備  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

京北地域水道 

及び大原地域 

水道の再整備 

Ⅲ-２-③ 
(Ⅰ-１-⑤) 

《京北地域水道（京北中部，細野）の再整備》 
（京北中部地域水道再整備工事） 
・山国及び周山地区の配水管布設，周山配水池・加圧ポンプ所 
築造等の継続工事完了 

・周山，熊田及び宇野地区の配水管布設，熊田配水池・加圧 
ポンプ所築造等の新規整備工事実施 

・路面復旧整備工事完了 
（細野地域水道再整備工事） 
・余野連絡管等布設工事完了 
・余野配水池・加圧ポンプ所築造等工事実施（平成 29 年 1 月完了予定）  
・路面復旧整備工事完了 
《大原地域水道の再整備》 
・第 1浄水場膜ろ過設備による給水開始（4月） 
・第 1浄水場場内等整備工事完了 
・第 1浄水場及び第 2浄水場管理棟改修工事完了 
・第 2浄水場設備更新等工事完了 
・第 2浄水場中央監視設備工事完了 

a 
P 65 
～ 
P 66 
(Ⅰ-１-⑤) 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

27 年度末時点の進捗状況 説明 

 

平成 27 年度の単年度評価はＢ評価となりましたが，平成
25 度，26 年度ともにＡ評価で推移しています。進捗に遅れ
が生じた一部の工事についても，進捗管理を徹底すること
によりプランの目標水準を達成する見込みであることか
ら，プランに対しては「順調に進捗」しています。 
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東日本大震災や平成 28 年熊本地震，平成 25 年 9 月の台風第 18 号，平成 26 年 8 月の   

局地的な集中豪雨の経験等を踏まえ，地震や浸水などの災害に対して，被害を最小限に  

するとともに，迅速な対応により早期の機能回復が可能な災害に強いライフラインを構築

します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

水道管路の耐震化率等，一部の数値目標でわずかに目標達成となりません
でしたが，各整備工事についてはおおむね計画どおりの進捗であるため，Ｂ
評価となりました。 

 
○ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道 

管路・施設の

耐震化の促進 

Ⅰ-２-① 

《水道システムの耐震性向上》 
・配水管耐震化工事の実施 27.4km（布設替え 24.6km，新設 2.8km） 
・補助配水管＊耐震化工事実施 17.2km（布設替え 10.4km，新設 6.8km）  
＜配水管更新率 1.0％（目標 1.0％）＞【再掲】 
＜水道管路の耐震化率 12.5％（目標 12.9％）＞ 
＜水道の主要管路の耐震適合性管の割合 46.9％（目標 47.3％）＞  
・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 1 月完了予定） 
・蹴上浄水場第１高区緊急遮断弁設置工事設計完了（28 年 7 月完了）  
・松ケ崎浄水場ポンプ井耐震化工事完了 
・松ケ崎浄水場浄水池及びちんでん池耐震化工事実施（28年 6月完了）  

b 

P 67 
～ 
P 68 

Ⅰ-２-③ 

《連絡幹線配水管＊の布設》 
・吉田連絡幹線配水管整備事業（28 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(10)（28 年 6 月完了），(11)実施（28 年 
9 月完了予定)，同工事(12)契約完了 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了 

・花園連絡幹線配水管整備事業（31 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了，同工事(2)契約完了（同工事(3)
は他の整備工事との工程調整により 28年度実施に変更） 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

重点項目２ 災害対策の強化 

⽔道管路の耐震化率の推移 

プランでは平成 29 年度までに耐震化

率を 15.4％にすることを目標として

#$%&�

⽔道管路の耐震化率�Z��

a�

�

⽔道管路の総延⻑�

bWcc
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14.1%
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0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

水道管路の耐震化率 年度別推移

プラン
策定時

プラン
目標

予定
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施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道 

管路・施設の

耐震化の促進 

Ⅰ-２-④ 

《老朽化した下水管の耐震性向上》 
・管路内調査の完了 20km【再掲】 
・経年管老朽化対策工事(11)～(15）実施（28 年 9 月完了予定）【再掲】  
＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞【再掲】 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【再掲】 

b 

P 67 
～ 
P 68 Ⅰ-２-⑤ 

《下水道施設の地震対策の強化》 
・管路内調査の完了 10km【再掲】 
・管路地震対策工事(18)～(20)実施（29 年 3 月完了予定）【再掲】  
・下水道施設継手部地震対策工事(7)完了 
・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)
の実施（29 年 3 月完了予定） 

・災害用マンホールトイレ＊設置のための管路地震対策工事
(22)(23)完了，同工事(24)実施（29年 3月完了予定） 

＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞【再掲】 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【再掲】 
＜下水道施設（建築）の耐震化率 83.9％（目標 83.9％）＞ 

b 

導水施設＊の 

耐震化による 

安定した取水 

の確保 

Ⅰ-２-② 
・新山科浄水場導水トンネル築造実施設計の実施 
・新山科浄水場場内整備工事完了 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

下⽔道管路地震対策率の推移 

下⽔道管路地震対策率�Z��

a�

地震対策済の管路延⻑�

�

bWcc

プランでは平成 29 年度までに下⽔道

管路地震対策率を 87.7％にすることを
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年度は⼯事に係る設計等を実施） 
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プラン
策定時

プラン
目標
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○ 雨に強く安心できる浸水対策の推進  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

地下街等を 

有する地区等 

の浸水対策 

Ⅰ-４-① 

《地下街等を有する地区の浸水対策》 
・塩小路幹線整備事業（28 年 6 月完了）のうち，排水設備工事の完了  
・山科三条雨水幹線整備事業（29年 3月完了予定）のうち，幹線 
工事(1)の完了 

・花見小路幹線整備事業（30 年度事業完了予定）のうち，幹線 
工事の実施（29 年度完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞ 

b 

P 71 
～ 
P 72 

Ⅰ-４-② 

《河川整備等と連携した総合的な治水対策の推進》 
・新川 6号幹線事業（30年度事業完了予定）のうち，幹線（雨水）
工事(1)の実施（29年 3月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞【再掲】 
b 

Ⅰ-４-③ 

《浸水被害発生箇所の解消》 
・伏見第 3 導水きょ整備事業（31 年度完了予定）のうち，導水 
きょ工事の実施（30 年度完了予定） 

・山科川 13-1 号雨水幹線整備事業（31 年度完了予定）のうち，
幹線（雨水）工事の実施（29年度完了予定） 

・雨に強いまちづくり推進行動計画に基づき，検討会等において
大雨による災害について課題の検討を実施 

・飛散防止型マンホール蓋への交換工事の完了 550 箇所 
・空気抜き施設の設置工事の完了 2 箇所 
＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞【再掲】  

b 

Ⅰ-４-④ 

《雨水流出抑制の推進》 
・雨水貯留施設＊設置助成金制度助成件数 133 件（目標 120 件） 
・雨水浸透ます＊設置助成金制度助成件数 195 基（目標 240 基） 
・公共建築物や開発行為等における雨水流出抑制＊施設の設置に 
ついて指導を実施 

a 
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○ 災害・事故等危機時における迅速な対応  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

危機管理対策

の強化 
Ⅰ-３-① 

・上下水道局危機管理計画，上下水道局震災対策計画及び上下 
水道局地震対策応援受入れマニュアルの修正 

・これらのマニュアルを基に他都市との合同防災訓練を実施（11 月）  
・初動措置訓練及び「京都市上下水道局業務継続計画（震災対策
編）」＊確認訓練を実施（1月） 

a 

P 69 
～ 
P 70 

防災拠点の 

充実 
Ⅰ-３-② 

・緊急遮断弁を備えた応急給水槽を設置（南部営業所） 
・大規模地震発生後でも迅速な応急給水活動ができるよう操作 
マニュアルの作成に着手 

・防災関係物品計画に基づき，ヘルメット，安全靴等の防災用 
消耗品を購入 

・市立小，中学校等の要望があった 17校について，教職員を対象
に仮設給水栓の組立訓練を実施 

・応急給水槽を備える 5 つの事業所において，応急給水槽の 
仕組み及び緊急遮断弁の操作手順の研修を行い，事業所の職員
とともに応急給水訓練を実施 

・京都市総合防災訓練及び各区総合防災訓練を行財政局や各区役
所等と連携のうえ実施 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

27 年度末時点の進捗状況 説明 

 

単年度評価は，平成 25 年度以降 3 年連続でＢ評価と 
なりました。一部の数値目標でわずかに目標達成となりま
せんでしたが，耐震化や浸水対策に係る各整備工事につい
てはおおむね計画どおりの進捗であり，プランの目標水準
を達成する見込みであることから，プランに対しては 
「順調に進捗」しています。 

  

� !"#$%&'�()�*+,�- 

危機管理に係る各種計画の点検を⾏うとともに，災害

i>j�o¡¢£¤¥¦�§¨¥¦�©ª«¬>®o
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するなど，危機管理対策の強化・防災拠点の充実を図り

$!r&
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《平成 28 年熊本地震に係る上下⽔道局の⽀援状況等について》�

上下⽔道局では，平成 28 年熊本地震の被災地を⽀援

%ors�µ¶>·¸¹º»�¼��½gd>¾¿!�

応急給⽔活動，⽔道給⽔管の応急復旧活動，下⽔道の

½hÀÁÂÃ�§¨Ä�ÅÆÇÈ�ÉÊ½hÂÃ>

従事するとともに，物資⽀援等を⾏いました。 
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�
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琵琶湖・淀川水系の中流域に位置する大都市として，下水の高度処理＊施設を段階的・  

効率的に整備するとともに，貯留幹線の整備等により合流式下水道＊の改善を図るなど，  

市内河川や下流域に位置する都市の水道水源となる水域の水環境を保全します。 

また，太陽光発電設備を設置するなど，再生可能エネルギーの利用を拡大するとともに，

水道・下水道施設の省エネルギー化や資源の循環を推進し，低炭素・循環型まちづくりに

貢献します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

下水の高度処理人口普及率や合流式下水道改善率について数値目標を達成
するとともに，太陽光発電設備の設置等についてもおおむね計画どおり実施
できたため，Ａ評価となりました。 

 
○ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

下水の高度 

処理施設の 

段階的な整備 

Ⅱ-１-① 

・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事（2）完了 
・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事実施（29年
3 月完了予定） 

＜高度処理人口普及率 51.3％（目標 51.3％）＞ 
a 

P 77 
～ 
P 78 

合流式下水道

の改善 

Ⅱ-２-① 

《貯留幹線等の整備》 
・七条西幹線ゲート設備工事完了 
・七条東幹線ゲート設備工事完了 
・砂川雨水滞水池設備工事完了 
・朱雀北幹線整備事業（28 年 6 月完了）のうち，幹線工事(2)の
実施 

＜合流式下水道改善率 61.3％（目標 61.3％）＞ 

a 
P 79 
～ 
P 80 

Ⅱ-２-② 

《雨天時下水処理の改善》 
・雨天時における合流式下水道改善の状態把握のため，雨天時 
放流水質検査を実施（3月）し，水質基準値以下であることを確認 

・伏見水環境保全センター合流改善施設の整備工事（29 年度完了
予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)の実施（29
年 3 月完了予定） 

・砂川雨水滞水池設備工事完了【再掲】 
＜合流式下水道改善率 61.3％（目標 61.3％）＞【再掲】 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 環境保全の取組の推進  

重点項目３ 環境対策の充実 

合流式下⽔道改善率の推移 

合流式下⽔道改善率�Z��

a�

�

合流式区域⾯積�

bWcc

プランでは平成 29 年度までに合流式

下⽔道改善率を 66.2％にすることを

���!"#$%&�

39.0% 40.0%
43.5%

61.3%
63.1% 66.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

H24 H25 H26 H27 H28 H29

合流式下水道改善率 年度別推移

プラン
策定時

プラン
目標

予定
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○ 環境保全の取組の推進 
 

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

再生可能エネルギー 

の利用拡大等 

による温室効果

ガスの削減 

Ⅱ-４-① 

《太陽光発電設備の設置等による再生可能エネルギーの利用拡大》  
・山科営業所（28 年度より東部営業所）及び本庁舎（別館）の 
太陽光発電設備工事完了（2月及び 3月） 

・大原第 1浄水場の太陽光発電設備工事完了（11月） 
・石田水環境保全センター大規模太陽光発電設備工事の完了，発電開始（8月）  
《温室効果ガスの排出削減》 
・事業者排出量削減報告書（26 年度実績）を提出（7月） 
・「事業者排出量削減計画書（H26-28)」に定めた 26 年度の目標 
数値を達成 

・高効率機器への更新，ポンプ運転台数の最適化，照明や空調の
運用見直しによる電力使用量削減の推進 

・浄水場全体の年間総電力使用量 22 年度比 41.5％削減（目標 35％削減）  
・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事（2）完了【再掲】  
・鳥羽水環境保全センターＢ系最終ちんでん池設備工事（2）完了【再掲】 
・水環境保全センター全体の年間総電力使用量 16 年度比 21.8％
削減（目標 15％削減）（22 年度比 13.3％削減） 

a 

P 83 
～ 
P 84 

資源循環の 

推進 
Ⅱ-４-③ 

・消化ガスの更なる利用拡大に向けた具体的な手法の検討を実施 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事完了【再掲】 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 
実施（29年度完了予定）【再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備基礎築造工事完了【再掲】  
・消化ガス＊を汚泥焼却炉の燃料等に活用及び脱水汚泥等のセメ 
ント原料化（脱水ケーキ＊2,992t，焼却灰 1,500t）による汚泥
有効利用の推進 

＜汚泥有効利用率 23.7％（目標 20%）＞ 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

27 年度末時点の進捗状況 説明 

 

各整備工事についてはおおむね計画どおり進捗し，数値
目標についても着実に目標を達成しています。単年度評価
は，平成 25 年度以降 3年連続でＡ評価で推移していること 
から，プランに対しては「目標以上に達成」しています。 

  

./�01234
56789:;<=>?@ 

平成 27 年 8 ⽉から，伏⾒区の⽯⽥⽔環境保全セン
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・設 備 容 量：1MW（メガワット） 

・年間発電量：èéYcêcccëìí／年
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水道事業・公共下水道事業として，市民の皆さまに対して果たすべき防災機能を充実  

させるなど，お客さまのニーズに合わせたサービスの窓口として営業所を再編します。  

また，イベント等の様々な機会を捉えて，事業の理解を深めていただくとともに，お客  

さまの声を，速やかに今後の事業運営につなげていきます。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

営業所の抜本的再編を計画どおり実施するとともに，お客さま満足度向上
に向けた各種施策や広報・広聴活動を積極的に推進したことにより，Ａ評価
となりました。 

 
○ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

今日の社会状況の 

変化に対応した

料金制度・ 

料金支払方法

への見直し 

Ⅳ-４-① 
・料金制度の運用と継続的な点検，検討 
・経営審議委員会から，地下水利用専用水道設置者の水道施設 
維持経費の負担の在り方についての意見書を収受 

a 

P 97 
～ 
P 98 

Ⅳ-４-② 

・クレジットカード継続払いの利用者を増やすため，市民 
イベントにおいて制度の PR を実施（15箇所），10月 1 日号市民
しんぶんへの記事掲載 

＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.2%（目標 82.0％）＞  
a 

Ⅳ-４-③ 

・口座振替利用者を増やすため，市民イベントにおいて口座振替
割引制度の PRを実施（15箇所），11 月 1 日号市民しんぶんへの
記事掲載 

・開栓時の「水道便利袋」＊お渡しサービスを実施 37,484 件 
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.2%（目標 82.0％）＞【再掲】  

a 
 
○ お客さまが利用しやすい仕組みづくり  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

お客さまの 

利便性の向上 
Ⅳ-１-① 

・ふれあいまつり等でのアンケート，営業所等における電話・ 
インターネットなどの受付状況の集計及び分析の実施 

・はがき版クレジットカード継続払申込書の作製 
a 

P 91 
～ 
P 92 お客さまが 

利用しやすい

窓口づくり 

Ⅳ-１-② 

・高齢のお客さま等への応対研修を実施 
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回） 

・南部営業所開所（5月） 
・西部営業所を含む太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）  
の建築，電気設備，給排水衛生設備及び空調換気設備の各工事着手 

a 

 
○ 積極的に行動するサービスの充実  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道局 

営業所の 

抜本的再編 

Ⅳ-２-① 

・北部営業所及び南部営業所開所（5月） 
・東部営業所開設に係る課題の整理が完了 
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回）【再掲】 

・北部給水工事課及び南部給水工事課開設（5月） 

a 
P 93 
～ 
P 94 

重点項目４ お客さま満足度の向上 
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施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

上下水道局 

営業所の 

抜本的再編 

Ⅳ-２-① 

・東部営業所開設について周知活動を実施 
・水道メーター点検時にリーフレットを配布（2～3月） 
・東山区・山科区・伏見区醍醐支所管内においてチラシを回覧（3 月）  
・ホームページへ記事を掲載（2月） 
・「ケーブルテレビ局Ｊ：ＣＯＭみやびじょんの番組「みやびじょんワイド」  
の「京都市区民ひろば」コーナー」を使った周知（3月） 

a 

P 93 
～ 
P 94 

出前トークや 

環境教育の充実 
Ⅳ-２-② 

・出講件数 9件 
・市内全小学 4 年生（一部 3 年生）への啓発物（リーフレット，
クリアホルダー）の配布を実施 

・浄水場見学者数       8,209 人受入れ 
・水環境保全センター見学者数 3,839 人受入れ 

a 

お客さま訪問 

サービスの実施 
Ⅳ-２-③ 

・はがき版クレジットカード継続払申込書の作製【再掲】 
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回）【再掲】 

・東山区・山科区・伏見区醍醐支所管内においてチラシを回覧 
（3月）【再掲】 

a 
 
○ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

積極的な情報

発信と分かり

やすい情報開

示等による広

報機能の充実 

Ⅳ-３-② 

・各媒体による広報を実施 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.7）の発行（3 月）  
・「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」の実施 
・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（30 箇所） 

・やんちゃフェスタで次代を担う子どもたちへ水道水の PR を実施 
（第 1 部：牛乳パック船作り体験等，第 2 部：幼年期向けに 
紙芝居や絵本の読み聞かせ等） 

・京（みやこ）の水飲みスポット（水飲み場）の南部営業所への
設置及び設置の促進 

・モニター該当施設への簡易型ミストの設置及び「京（みやこ）
のにぎわいミスト」，「京（みやこ）の駅ミスト」などミスト 
装置＊普及促進事業の実施 

・27年度局運営方針及び事業推進方針の策定及び公表 
・経営審議委員会の意見を踏まえた 27 年度経営評価（26 年度 
事業）を作成し，公表 

a 
P 95 
～ 
P 96 

お客さまの声

を反映するた

めの広聴機能

の充実 

Ⅳ-３-④ 

・上下水道モニター委嘱式，モニター施設見学会（2 回），意見 
交換会（1回）の実施 

・鳥羽・蹴上一般公開でアンケートを実施 
・水道使用量等実態調査の実施（水道メーター点検訪問時におけ
る調査票配布（2～3月，2,000 件））及び結果集計・分析の完了 

・大口使用者に対する使用状況調査の実施（11～12 月，467 社） 
・「平成 27年度水に関する意識調査」の実施，分析 

a 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

27 年度末時点の進捗状況 説明 

 

お客さま満足度向上に向けた各種施策や広報・広聴活動
を積極的に推進し，営業所の抜本的再編についても計画 
どおり実施するなど，単年度評価は，平成 25 年度以降 
3 年連続でＡ評価で推移していることから，プランに対し
ては「目標以上に達成」しています。 
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9 営業所を 5 営業所（平成 30 年度以降に 4 営業所）に抜本的に再編するなど，更なる   

経営効率化の推進により，引き続き，「他都市と比べ安価な上下水道料金水準を実現」する

とともに，保有資産の有効活用を一層進め，改築更新や災害対策のスピードアップを支え，

将来にわたって安定した事業運営を行っていくため，経営基盤の強化を図ります。 

また，効率的な事業運営を進めるために，人材育成，知識・技術の継承・発展，国際    

貢献等を推進します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

職員定数の削減や保有資産の有効活用のほか，「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」に係る取組についても積極的に推進することで，Ａ評価となりました。 

 
○ 経営環境の変化に対応した経営の効率化  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

事業の効率化

の推進 
Ⅴ-１-① 

・27 年度組織改正の実施 
・職員定数の削減△49人を実施 a 

P101 
～ 
P103 

地域事業 

（山間地域の

上 下 水 道 事

業）の水道・

公共下水道事

業への統合 

Ⅴ-１-③ 

・統合後の水道料金，加入金等，下水道使用料及び分担金等の 
取扱いについて方針決定 

・料金システムの改修作業を実施 
・条例改正案の作成作業に着手 
・統合後の地域水道＊地域及び特定環境保全公共下水道＊事業に 
おける維持管理業務及び体制について検討 

・水道管路管理システム及び下水道台帳管理システムの整備を実施  

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

企業債残高の

削減 
Ⅴ-２-① 

・機会あるごとに，補償金免除繰上償還制度＊の復活を要望 
・自己資金の活用による企業債の発行抑制 
27 年度末残高  水道事業    1,594 億円（目標 1,620 億円） 

公共下水道事業 3,252 億円（目標 3,254 億円） 
a 

P104 
～ 
P106 

  

重点項目５ 経営基盤の強化 

ABCD�E 

プランでは，「第 5 期効率化推進計画」

>îïT�ÆðÄ�ñÖ�òóDu�
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年度までに⽔道，下⽔道に従事する職員

定数を 1,249 ⼈（平成 24 年度⽐△150

ý�>%o`�����!"#$%&�

1,399 
1,369 

1,326 

1,277 
1,255 1,249 

1,200

1,300

1,400

1,500
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職員定数 年度別推移

プラン
策定時

プラン
目標

(人)

予定
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施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

未納金徴収 

体制の強化 
Ⅴ-２-② 

・営業所の特別滞納整理班とお客さまサービス推進室が連携し，
滞納者の資産状況調査の方法を確立 a 

P104 
～ 
P106 

保有資産の 

有効活用 
Ⅴ-２-③ 

・新山科浄水場進入路隣接用地及び山ノ内浄水場跡地隣接用地の
2件の売却を実施 

・未利用地の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価を実施  
・山ノ内浄水場跡地活用に係る不動産鑑定評価を実施し，南側 
用地貸付契約の賃貸料を改定 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，事業報告
書を作成 

・多角的な広告事業の実施 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.7）へ
の広告掲載の実施 

・27 年度別段預金（無利息の決済用預金）の平均残高を 8 億円 
未満で運用 

a 

上下水道サービス 

を持続していく

ための効率的

な再投資 

Ⅴ-２-④ 

・優先度を踏まえた上水道施設整備事業計画及び公共下水道建設
事業計画を策定し，事業を実施 

・西部営業所を含む太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）  
の建築，電気設備，給排水衛生設備及び空調換気設備の各工事着手【再掲】  

・健全かつ安定的な事業運営を行えるよう，水道及び下水道施設
等マネジメント基本計画（仮称）の原案作成 

・水道施設のアセットマネジメントシステムの基本計画を策定 
し，ソフトウェア開発に向けて検討を実施 

b 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「琵琶湖疏⽔通船復活」 

琵琶湖疏⽔の通船の復活は，明治期の先⼈たち

þ~TUVr�:H�ð��8�o����mþ

市⺠⽣活や産業・⽂化を⽀えてきたという建設の

意義を改めて認識いただくことや，琵琶湖疏⽔

沿線の⼤津・⼭科・岡崎地域の更なる活性化の源

�Ho`�>	
%o�ð8%&�

平成 26 年 12 ⽉には，通船復活を目指した

「琵琶湖疏⽔船下り実⾏委員会」（事務局：京都市

上下⽔道局）を⽴ち上げ，平成 27 年春には，

関係機関からの多⼤な御協⼒を賜り，64 年ぶりの

通船復活が試⾏事業という形で実現しました。 

��� !�

FG"H 

上下⽔道局では，各⼾検針時に配付される

「⽔道使⽤⽔量のお知らせ」の裏⾯や広報紙

*��m3®�/f��J!r��ð��Ô
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�$%&'�()*+,�

�����

-60-



�

 

○ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進  

施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

人材活性化に

向けた取組の

強化 

Ⅴ-４-① 

・人材育成基本方針「企業力向上プラン」の 27 年度取組項目の 
着実な実践 

・職員研修計画に沿った研修の実施及び実施した局研修の分析・
評価による次年度研修実施計画への反映 

・大阪ガスへの職員派遣研修の実施 
・被災地派遣職員報告会の実施 
・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施 
・26 年度人事評価結果の開示及び給与反映の実施並びに 27 年度
人事評価制度の運用 

・人事評価研修の実施（対象を全ての係長級職員まで拡大） 
・地方公務員法の改正に伴う人事評価制度に係る規程等の整備 

a 

P109 
～ 
P111 職員の意欲・

やる気を引き

出す取組の 

充実 

Ⅴ-４-② 

・職員提案目標件数（100 件）達成（総数 108 件） 
うち，市長賞 1件，優秀賞 1件，優良賞 7件，入賞 11件， 
きょうかん賞 7件 

・自主研修の支援（資料の閲覧） 
・毒物及び劇物の管理状況に対する業務監察を実施（9所属） 
・契約事務に対する業務監察を実施（45 所属） 
・出勤時等の服務監察を実施（523 回） 

a 

職員の能力 

発揮のための 

職場環境の整備 

Ⅴ-４-③ 

・定期健康診断及び事後措置の実施 
・産業医による職場巡視の実施（全事業所 5月～3月) 
・メンタルヘルスラインケア研修，メンタルヘルスセルフケア 
研修の実施，ストレスチェックの実施 

・次世代育成支援対策を推進するとともに，特定事業主行動計画
「仕事とくらし きらめき スマイルプラン」を策定（3月） 

a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

特定事業主⾏動計画「仕事とくらし きらめき スマイルプラン」 

「次世代育成⽀援対策」，「⼥性の職業⽣活における活躍」，

*C��-��F�G��F{�/���L�>ûü%o

ための新たなプランとして，平成 28 年 3⽉に「仕事とくら

!� T�sT� ���}�F{/��q!$!r&�

Ö�F{8)��

【視点１】働き⽅の⾒直し 
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や「『イクボス』の推奨及び研修の実施」，「⼥性職員の積極

的な任⽤と指定職員への登⽤」等の 32 の⾏動項目を掲げて

#$%&�
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施策名 
取組 
項目 

27 年度の実績 
評価 
結果 

掲載 
ページ 

国際協力事業

の推進と国際

貢献を支える

人材の育成 

Ⅴ-４-④ 

・下水道グローバルセンター（GCUS）＊等の活動に参画し，国や 
他都市の情報収集 

・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施【再掲】 
・海外研修生の受入れ 
水道施設  11 箇国  91 名 
下水道施設  8 箇国  96 名 

・第 7回世界水フォーラム（韓国，4月）への参加 

a 

P109 
～ 
P111 

知識・経験や

技術・技能の

継承 

Ⅴ-４-⑤ 

・職員研修実施計画に基づく技術研修の実施（局内研修を 9 回 
実施 6 月：2回，7月：1回，9月：2 回，10 月：1 回，11 月：
2回，12 月：1回）及び各所属による職場研修の実施 

・各所属でのナレッジマネジメント＊の運用 
・各所属でのナレッジマネジメントの取組充実のためのフォロー
アップ調査の実施（8月） 

・体験型研修施設の整備内容及び運営方針等の検討を実施 
・体験型研修施設整備工事に伴う設計委託の契約（1月） 
・近隣自治体への技術支援内容などの検討 

a 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

27 年度末時点の進捗状況 説明 

 

「第 5期効率化推進計画」及び「財政基盤強化計画」に
基づく各種取組を着実に推進することで，単年度評価は，
平成 25 年度以降 3年連続でＡ評価で推移しており，プラン
に対しては「順調に進捗」しています。 

 

海外研修，視察の受⼊れ等による国際協⼒の推進 

上下⽔道局では，他国との友好関係・協⼒関係の構築など，⻑期的な視点から様々な効果

が得られるものと考え，海外研修，視察の受⼊れ等による国際協⼒を推進しています。 

平成 27 年度は，インド国バラナシ市⻑をはじめとする代表団による⿃⽻⽔環境保全セン

Ë-�0D123O45678*Umn�±9:;õ/f>®��W¼���<�=>$!r&

-./01 23456"7�8�9:;<='>?@ABCDEFGHIJ%KLM 
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４ 各重点推進施策及び取組項目の評価結果 
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�

�

�

�
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�
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重点推進 
施 策 名 Ⅱ－１ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進 

目  的 

閉鎖性水域である大阪湾・瀬戸内海の富栄養化を防止するためには，窒素除去が急務で
あることから，窒素除去に重点をおいた下水の高度処理＊を，処理施設の更新時期にあわ
せて段階的・効率的に推進します。 
法に定められた水質基準よりも厳しく設定した独自の処理水質目標と管理基準値に 
よって水質監視を行います。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

下水の高度処理施設の段階的な整備など，すべての取組項目について計画
どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

下水の高度処理
施設の段階的な
整備 

・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事(2)完了 
・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事実施（29年
3月完了予定） 

＜高度処理人口普及率 51.3％（目標 51.3％）＞ 
a 

 ② 良好な処理水質の確保 

・水質管理マニュアルに基づく適正な水質検査を実施 
・処理水の新たな管理基準値の決定（5月） 
・管理基準値の不適合の原因及び対策の文書化を随時実施 

a 

 ③ 
微量化学物質＊

や病原性微生物
等の調査・研究 

・水道クリプトスポリジウム＊試験方法に係る技術研修を受講 
（6月～7月） 

・放流水について要監視項目＊及びノニルフェノール，ノニル 
フェノールエトキシレートの測定を実施 

・大腸菌の排水基準設定に関する下水道技術開発連絡会議分科会
に参加（8月，10 月，2月） 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「下水の高度処理施設の段階的な整備」については，引き続き，計画どおり段階的な 
整備を進めます。 
②「良好な処理水質の確保」については，放流水の水質管理を行うために必要な水質検査
を水質管理マニュアルに基づき実施するとともに，マニュアルの改訂にも取り組み 
ます。また，今後も，水質検査結果を踏まえ，管理基準値の見直しを行うとともに， 
管理基準値不適合の原因及び対策を随時文書化し，適正な水質管理を実施します。 
③「微量化学物質や病原性微生物等の調査・研究」については，継続して技術的な情報を
収集し，調査研究を実施します。また，水質第１課（水道）と水質第２課（下水道）で
技術協力を行い，調査・研究を充実させ，その成果を下水道研究発表会などを通じて 
発信します。 

 

ここから，重点推進施策と取組項目評価の 
評価結果を掲載します。 
まず，評価の見方を確認しましょう！ 
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中期経営プランでの目標⽔準（平成29年度末）に対する平成27年度末の進捗状況を澄都（すみと）くんの
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年度評価結果（Ａ Ｅ）を記
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－１ 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 

目  的 蛇口を通じて安全・安心な水道水を，安定して効率的に供給します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

水質管理の強化，原水水質監視の強化及び直結式給水＊の拡大のほか，京北
地域水道＊及び大原地域水道の再整備についてもほぼ計画どおり実施できた 
ため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
水源から蛇口 
までの水質管理
の強化 

・水安全計画＊を検証，見直すとともに，計画に基づき水質管理を実施  
・前年度の水質検査結果を踏まえ，水道水質検査計画を策定し，
これに基づき，原水及び水道水の検査を実施，結果をホーム 
ページで公表（毎月） 

・水道 GLP＊に基づき，手順書の見直し，精度の高い検査を実施 

a 

 ② 原水水質監視の強化 

・定期調査（12 回）を適正に実施 
・原水のかび臭発生に伴う臨時調査を実施（8月） 
・魚類監視装置＊及びクロロフィル計（蛍光光度計）＊による， 
毒物及びアオコ等の流入の常時監視を実施 

・滋賀県との情報交換会(7 月）及び大津市との技術協議会（1月）
を実施 

・水草による水質変動やかび臭の動向について，滋賀県及び 
大津市と週 1～2回の頻度で情報交換を実施 

a 

 ③ 

適正な浄水処理の推進 

a 
 
原水 pH 調整
施設＊の整備 

・原水 pH 調整設備の適正な運用による浄水処理を実施（3浄水場）  
・微粉炭＊注入実験を継続 

 
配水水質監視
装置の拡充 

・配水水質自動監視装置を毎日検査に位置付け，検査拠点を見直
すことで，市内 36箇所の毎日検査を実施 

・配水水質自動監視装置設置工事に着手 

 ④ 直結式給水の 拡大 

・貯水槽水道管理者への戸別訪問調査業務委託の実施時に， 
パンフレット配布（8月～） 

・直結式給水に関する情報をホームページに掲載（3月） 
＜直結式給水の増加件数（3階建以上）373 件（目標 250 件）＞ 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IJKL�M7NOPQPRS 

「観光都市・京都」の魅⼒を⼀層⾼めるために，コストやスペース⾯でメリットがあり，京都の

まちの優れた景観の保全にも資する直結式給⽔のホテル・旅館における適⽤範囲を⾒直し，安⼼・

安全で快適なホテル・旅館の増加を促します。（平成 28 年 6 ⽉ 1 ⽇より）�
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・定流量弁を設置すること。 
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施⾏要領（平成 28 年 6 ⽉ 1 ⽇改正）」
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－１ 蛇口を通じた安全・安心な水道水の供給 

 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑤ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道＊及び大原地域水道の再整備等 

a 

 
水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・水道未普及解消に向けた継続的な取組を実施 

 
京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

（京北中部地域水道再整備工事） 
・山国及び周山地区の配水管布設，周山配水池＊・加圧ポンプ所 
築造等の継続工事完了 

・周山，熊田及び宇野地区の配水管布設，熊田配水池・加圧 
ポンプ所築造等の新規整備工事実施 

・路面復旧整備工事完了 
（細野地域水道再整備工事） 
・余野連絡管等布設工事完了 
・余野配水池・加圧ポンプ所築造等工事実施（29 年 1 月完了予定）  
・路面復旧整備工事完了 

 
大原地域水道
の再整備 

・第 1浄水場膜ろ過設備による給水開始（4月） 
・第 1浄水場場内等整備工事完了 
・第 1浄水場及び第 2浄水場管理棟改修工事完了 
・第 2浄水場設備更新等工事完了 
・第 2浄水場中央監視設備工事完了 

 
中川・小野郷 
地域水道の整備 

・取水施設・加圧ポンプ施設整備等工事実施（29 年 2 月完了予定）  
・連絡配水管布設工事実施（29 年 3 月完了予定） 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「水源から蛇口までの水質管理の強化」については，引き続き，水質管理目標値及び 
水安全計画による水質管理を実施します。 

②「原水水質監視の強化」については，引き続き，定期調査や臨時調査により琵琶湖の 
水質動向を把握し，適切に浄水処理を行います。 

③「適正な浄水処理の推進」については，3浄水場での原水 pH 調整設備＊運用を継続実施 
するとともに，今後も検査体制の見直しを検討し，引き続き，毎日検査を実施します。 

④「直結式給水の拡大」については，直結式給水の普及促進を効率的に遂行し，貯水槽の
設置者に対して助言・勧告を強化するため，貯水槽水道調査業務を継続して実施します。 

⑤「水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等」については， 
京北地域水道（京北中部，細野）の再整備及び中川・小野郷地域水道の整備を 28 年度
末までに完了します。 

    
⽔道未普及地域の解消と京北地域⽔道及び 

7TUV�WXY@$NOPQPZ[\P]P^S 

JKLM'3N2).O:2'PQ�PR�S!TU

にわたり，より安定的に供給するため，平成 22 年度から

推進してきた⼤原地域⽔道再整備事業が，平成 27 年度に

完了しました。 

引き続き，京北地域⽔道の再整備及び中川・⼩野郷地域

⽔道の整備を⾏い，平成 28 年度末までに全ての⼯事を完了

V2$��

NOPQRJ%&STUV

WXYZ[�\]^_9P

-65-



����B� CDpE!"FG`�þ8T�gh>kH#mn�Ømn��_!$% 

 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 
水源から蛇口 
までの水質管理
の強化 

・水安全計画＊及び毎年度策定 
する水道水質検査計画に基づ
き，安全・安心な水道水の継続
的供給のための水質管理の実施 

 

 ② 原水水質監視の強化 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 24
時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有  

 ③ 

適正な浄水処理の推進 

 

 
原水 pH 調整
施設の整備 

・原水 pH 調整設備の整備完了・ 
運用（3浄水場） 

・新たな粉末活性炭注入設備の 
整備完了・運用（蹴上，松ケ崎） 

 
配水水質監視
装置の拡充 

・拡充計画に基づき配水水質自動
監視装置を増設配備 

 ④ 直結式給水の 拡大 
・直結式給水の増加件数 
（3階建以上） 250 件/年 

 

 ⑤ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等 

 

 
水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・上水道事業計画給水区域内の 
水道未普及箇所（約 2,100 人）
の解消に向けた取組を継続的に
推進 

 
京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

・京北地域水道再整備事業（京北
中部，細野）の完了 

 
大原地域水道
の再整備 

・大原地域水道再整備事業の完了 
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－２ 地震等の災害に強い上下水道施設の整備 

目  的 
地震等の災害に強い水道・下水道施設を整備するとともに，災害リスクを分散し，被災

しても被害が少なく，早期に復旧が可能な水道・下水道を構築します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

各種工事及び数値目標について，一部で遅れや未達成がありましたが， 
おおむね計画どおり進んでいるため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

水道システムの耐震性向上 

b 
 
水道管路の 
耐震化 

・配水管耐震化工事実施 27.4km（布設替え 24.6km，新設 2.8km）  
・補助配水管＊耐震化工事実施 17.2km（布設替え 10.4km，新設 6.8km）  
＜配水管更新率 1.0％（目標 1.0％）＞ 
＜水道管路の耐震化率 12.5％（目標 12.9％）＞ 
＜水道の主要管路の耐震適合性管の割合 46.9％（目標 47.3％）＞  

 
浄水場等基幹
施設の耐震化 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 1 月完了予定） 
・蹴上浄水場第１高区緊急遮断弁設置工事設計完了（28 年 7 月完了）  
・松ケ崎浄水場ポンプ井耐震化工事完了 
・松ケ崎浄水場浄水池及びちんでん池耐震化工事実施（28年 6月完了）  

◎ 
重点２ ② 

導水施設＊の 
耐震化による 
安定した取水 
の確保 

・新山科浄水場導水トンネル築造実施設計の実施 
・新山科浄水場場内整備工事完了 b 

◎ 
重点２ ③ 

連絡幹線配水管＊ 

の布設 

・吉田連絡幹線配水管整備事業（28 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(10)（28 年 6 月完了），(11)実施（28 年 9
月完了予定)，同工事(12)契約完了 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了 

・花園連絡幹線配水管整備事業（31 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了，同工事(2)契約完了（同工事(3)
は他の整備工事との工程調整により 28年度実施に変更） 

b 

◎ 
重点２ ④ 

老朽化した 
下水管の耐震性
向上 

・管路内調査の完了 20km 
・経年管老朽化対策工事(11)～(15）実施（28 年 9月完了予定） 
＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞ 
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞ 

b 

◎ 
重点２ ⑤ 

下水道施設の 
地震対策の強化 

・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(18)～(20)実施（29 年 3 月完了予定） 
・下水道施設継手部地震対策工事(7)完了 
・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)
の実施（29 年 3 月完了予定） 

・災害用マンホールトイレ＊設置のための管路地震対策工事
(22)(23)完了，同工事(24)実施（29年 3月完了予定） 

＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道施設（建築）の耐震化率 83.9％（目標 83.9％）＞ 

b 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
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課題及び 
今後の取組 

①「水道システムの耐震性向上」については，蹴上浄水場第 1高区配水池改良工事におい
て，地質調査の結果を受けた対応により進捗に遅れが生じましたが，29年 1 月の完了に 
向けて工事の進捗管理を徹底します。 

②「導水施設の耐震化による安定した取水の確保」については，28 年度の新山科浄水場 
導水トンネル築造の発進立坑整備工事発注を目指し，着実に事業を進めます。 

③「連絡幹線配水管の布設」については，吉田連絡幹線配水管の工事で障害物の撤去に 
より進捗に遅れが生じ，花園連絡幹線配水管の工事では他の整備工事との工程調整を 
実施しましたが，28 年度工期の工事については予定どおり完了予定です。 

④「老朽化した下水管の耐震性向上」及び⑤「下水道施設の地震対策の強化」については，
伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池地震対策工事において，土壌調査及び 
関係機関との協議に時間を要し，進捗に遅れが生じましたが，29 年度の完了に向けて 
工事の進捗管理を徹底します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

水道システムの耐震性向上 

 

 
水道管路の 
耐震化 

・配水管更新率 1.2% 
・水道管路の耐震化率 15.4% 
・主要管路の耐震適合性管の割合 
49.5％ 

 
浄水場等基幹
施設の耐震化 

・緊急遮断弁設置工事の完了 
（20箇所） 
・松ケ崎浄水場の 1/2 の施設能力
の耐震化 

◎ 
重点２ ② 

導水施設の 
耐震化による 
安定した取水 
の確保 

・新山科浄水場導水トンネル築造
工事の継続実施 

 

◎ 
重点２ ③ 

連絡幹線配水管
の布設 

・吉田連絡幹線配水管の布設工事
完了 

・御陵連絡幹線配水管の布設工事
完了 

・御池連絡幹線配水管の布設工事
の継続実施  

◎ 
重点２ ④ 

老朽化した 
下水管の耐震性
向上 

・下水道管路地震対策率 87.7％ 
・下水道管路調査・改善率 0.7％ 

 

◎ 
重点２ ⑤ 

下水道施設の 
地震対策の強化 

・下水道管路地震対策率 87.7％
【Ⅰ-２-④再掲】 

・下水道管路調査・改善率 0.7％
【Ⅰ-２-④再掲】 

・下水道施設（建築）の耐震化率 
83.9％  
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－３ 災害・事故等危機時における迅速な対応 

目  的 
あらゆる危機においても迅速に対応できるよう，危機管理対策を強化します。 
防災機能を強化するとともに，応急給水訓練の実施により，拠点給水活動が迅速に行え

る体制を構築します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

危機管理対策の強化や水道・下水道の水質の安全管理の充実などの取組を
計画どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

危機管理対策の
強化 

・上下水道局危機管理計画，上下水道局震災対策計画及び上下 
水道局地震対策応援受入れマニュアルの修正 

・これらのマニュアルを基に他都市との合同防災訓練を実施（11 月）  
・初動措置訓練及び「京都市上下水道局業務継続計画（震災対策
編）」＊確認訓練を実施（1月） 

a 

◎ 
重点２ ② 防災拠点の充実 

・緊急遮断弁を備えた応急給水槽を設置（南部営業所） 
・大規模地震発生後でも迅速な応急給水活動ができるよう操作 
マニュアルの作成に着手 

・防災関係物品計画に基づき，ヘルメット，安全靴等の防災用 
消耗品を購入 

・市立小，中学校等の要望があった 17校について，教職員を対象
に仮設給水栓の組立訓練を実施 

・応急給水槽を備える 5 つの事業所において，応急給水槽の仕組
及び緊急遮断弁の操作手順の研修を行い，事業所の職員ととも
に応急給水訓練を実施 

・京都市総合防災訓練及び各区総合防災訓練を行財政局や各区役
所等と連携のうえ実施 

a 

 ③ 

水質の安全管理（上下水道）の充実 

a 

 水質の安全管理（水道）【Ⅰ-１-②原水水質監視の強化 再掲】 

 
危機発生時の
体制整備 

・27年度版として危機管理マニュアルを改正（5月） 
・有害物質流入事故に備えた訓練の実施（2月） 
・近畿地方整備局が実施する水質事故対応現地講習会に参加（10 月）  

 
水質の 
安全管理 
（上下水道） 

・京都市地域防災計画原子力災害対策編に基づき，水道原水及び
水道水の測定を実施 
（水道事業）   12 回（毎月）実施 
（地域水道＊事業）  4 回（4月，7月，10 月，１月）実施 

・下水汚泥（焼却灰）と放流水の測定を実施（8月，2月） 
・測定結果をホームページで公表 

 ④ 
工事及び 
維持管理作業に
おける安全対策
の強化 

・事故防止対策強化月間の取組の実施（8月，11月） 
・安全管理部会での安全管理情報の周知（8月，11 月，2月） 
・局安全パトロールの実施（年 2回） 
第 1回 配水管布設及び布設替工事（8月） 
第 2回 山科川第 4排水区山科川 5号幹線系統醍醐鍵尾町 

支線（雨水）公共下水道工事（11月） 
・安全管理講習会の実施（年 2回） 
第 1回 危険物取扱に伴う消防法の逐条解説と事例について（9月）  
第 2 回 地下埋設物に関する工事の安全管理について（12月） 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
  

-69-



������ �	
���������������������� �!�"# 

 

課題及び 
今後の取組 

①「危機管理対策の強化」については，災害時に迅速に対応できるよう，計画及びマニュ
アル等を随時見直し，所属での周知を図ります。また，迅速な応急給水活動を実施でき
るよう他都市との合同防災訓練についても継続的に実施します。 

②「防災拠点の充実」については，応急給水槽操作マニュアルを使用し，応急給水槽を 
設置している各事業所にて 1箇所につき年 2回の応急給水訓練を行います。 

③「水質の安全管理（上下水道）の充実」については，今後もマニュアルの点検・充実，
原水への汚染物質流入に備えた訓練等を継続的に実施します。 

④「工事及び維持管理作業における安全対策の強化」については，引き続き，安全管理 
部会の開催，局安全パトロール及び安全管理講習会の実施等を通じて，事故の未然防止，
事故発生時の対応及び事故の再発防止を徹底します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

危機管理対策の
強化 

・危機発生時に迅速・的確に対応
できる体制の整備・維持 

 

◎ 
重点２ ② 防災拠点の充実 

・応急給水訓練の継続的な実施 
・災害発生時に迅速に対応できる
資機材の配備の充実 

・応急給水槽の設置 
（南部営業所） 

 

 ③ 

水質の安全管理（上下水道）の充実 

 

 
水質の 
安全管理 
（水道） 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 24
時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有 

 
危機発生時の
体制整備 

・水道事業に係る水質汚染に関す
る措置要綱や有害物質流入事故
対応マニュアル等の逐次更新 
及び危機管理訓練の実施による
更なる安全管理の充実 

 
水質の 
安全管理 
（上下水道） 

・京都市地域防災計画（原子力 
災害対策編）に基づく放射性 
物質のモニタリングの実施及び
結果の公表 

 ④ 
工事及び 
維持管理作業に
おける安全対策
の強化 

・安全管理部会での取組強化の 
検討，局安全パトロールや安全
管理講習会等の更なる充実 
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－４ 雨に強く安心できる浸水対策の推進 

目  的 

浸水が起こりやすい箇所を速やかに解消し，10 年に一度の大雨（1時間に 62mm）に対す
る安全度を確保します。地下施設の浸水等による人命や都市機能の重大な被害を防ぐとと
もに，市民・事業者等と連携して雨水流出抑制＊を引き続き推進するなど，ハード・ソフ
ト両面で雨に強いまちづくりを着実に進めます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

雨水流出抑制の推進に係る助成件数は前年度を大きく上回り，雨水整備率
(10 年確率降雨対応)についても目標達成となりましたが，一部の工事で進捗
に遅れが生じたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点２ ① 

地下街等を 
有する地区の 
浸水対策 

・塩小路幹線整備事業（28 年 6月完了）のうち，排水設備工事の完了  
・山科三条雨水幹線整備事業（29年 3月完了予定）のうち，幹線 
工事(1)の完了 

・花見小路幹線整備事業（30 年度事業完了予定）のうち，幹線 
工事の実施（29 年度完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞ 

b 

◎ 
重点２ ② 

河川整備等と 
連携した総合的
な治水対策の 
推進 

・新川 6号幹線事業（30年度事業完了予定）のうち，幹線（雨水）
工事(1)の実施（29年 3月完了予定） 

＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞【Ⅰ-４-①再掲】  
b 

◎ 
重点２ ③ 

浸水被害発生 
箇所の解消 

・伏見第 3 導水きょ整備事業（31 年度完了予定）のうち，導水 
きょ工事の実施（30 年度完了予定） 

・山科川 13-1 号雨水幹線整備事業（31 年度完了予定）のうち，
幹線（雨水）工事の実施（29年度完了予定） 

・雨に強いまちづくり推進行動計画に基づき，検討会等において
大雨による災害について課題の検討を実施 

・飛散防止型マンホール蓋への交換工事の完了 550 箇所 
・空気抜き施設の設置工事の完了 2 箇所 
＜雨水整備率(10 年確率降雨対応) 22.1％（目標 22.1％）＞【Ⅰ-４-①再掲】  

b 

◎ 
重点２ ④ 

雨水流出抑制の
推進 

・雨水貯留施設＊設置助成金制度助成件数 133 件（目標 120 件） 
・雨水浸透ます＊設置助成金制度助成件数 195 基（目標 240 基） 
・公共建築物や開発行為等における雨水流出抑制施設の設置に 
ついて指導を実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「地下街等を有する地区の浸水対策」，②「河川整備等と連携した総合的な治水対策の
推進」及び③「浸水被害発生箇所の解消」については，花見小路幹線工事では関係機関
との調整に，新川 6 号幹線（雨水）(1)工事では占用許可物件の移設に係る協議等に，
伏見第 3導水きょ工事では土地使用の協議及び許可に，山科川 13-1 号幹線（雨水）(1)
工事では関係機関との協議にそれぞれ時間を要し，各工事の進捗に遅れが生じました
が，引き続き，進捗管理を徹底し，工期内の完了を目指します。 

④「雨水流出抑制の推進」については，27 年度に実施した助成金制度改正及びその周知の
効果が出ており，引き続き助成金制度等を通じて雨水流出抑制を推進します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点２ ① 

地下街等を 
有する地区の 
浸水対策 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％ 

 

◎ 
重点２ ② 

河川整備等と 
連携した総合的
な治水対策の 
推進 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％【Ⅰ-４-①再掲】 

 

◎ 
重点２ ③ 

浸水被害発生 
箇所の解消 

・雨水整備率(10 年確率降雨 
対応)28.0％【Ⅰ-４-①再掲】 

 

◎ 
重点２ ④ 

雨水流出抑制の
推進 

・雨水貯留施設設置助成金制度の
実施 600 件（5年間） 

・雨水浸透ます設置助成金制度の
実施 200 基（5年間） 

・雨水流出抑制施策を継続的に 
推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾬⽔貯留施設及び⾬⽔浸透ますの設置助成⾦制度（Ⅰ－４－④） 

⾬⽔を⼀時的に貯留して有効活⽤ができる「⾬⽔

貯留施設（タンク）」や，⾬⽔を地中に浸透させて

市街地への⾬⽔の流出を抑制する効果がある「⾬⽔

浸透ます」を設置していただくために，助成制度を

WX*)2$�


平成 27 年度には，以下のように制度を改正し，

市内における「⾬⽔貯留施設」と「⾬⽔浸透ます」

.YZ.[\]^!_`*)2$�


■⾬⽔貯留施設設置助成⾦制度の改正点 

・助成⾦額の増額（1 基につき購⼊費⽤の 

a b. cdeb. f
 ghi fjklmm n	


�opqr.st�cqdeq	





■⾬⽔浸透ます設置助成⾦制度の改正点 

�urv.op�wx


�y2$z{y|}2$'~�����.op�.s�


�c q'(�W�/0�hi jmkmmm n,��/0�hi fmkmmm n	
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－５ 異臭味問題解消のための高度浄水処理施設の整備 

目  的 
水道水の異臭味を解消し水質基準を遵守するために，蹴上浄水場に高度浄水処理＊施設

を整備します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

浄水処理技術等の調査・研究・開発などはおおむね計画どおり実施できま
したが，高度浄水処理施設について，最適な浄水システムの検討により工事
着手を見送ったため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 高度浄水処理 施設の整備 

・微粉炭＊注入設備の実験結果を踏まえ，コスト等を含めた最適 
な浄水システムの検討（高度浄水処理施設の整備については 
着手を見送り） 

※ 詳細は，「課題及び今後の取組」参照。 
c 

 ② 原水水質監視の強化【Ⅰ-１-②再掲】 a 
 ③ 適正な浄水処理の推進【Ⅰ-１-③再掲】 a 

 ④ 
浄水処理技術等
の調査・研究・ 
開発 

・かび臭除去実験に関する調査について関係課と協議を実施 
（6月，7月，12 月，3月） a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「高度浄水処理施設の整備」については，近年の原水水質は落ち着いており，現状の 
浄水処理方法で水質基準を十分に満たしているため，粒状活性炭吸着池築造工事につい
ては見合わせています。また，高い臭気物質除去能力を持つ粉末活性炭に係る新技術が
開発されており，現在，蹴上浄水場浄水場において，その１つである微粉末活性炭の 
凝集ちんでん砂ろ過への適用に関する実験を行っています。今後は，粉末活性炭に係る
新技術の導入を視野に，膜処理技術の動向を見据えながら，建設・維持管理コストを 
勘案し，最適な浄水システムを検討して，高度浄水処理施設の整備方法について見直し
を行います。 

④「浄水処理技術等の調査・研究・開発」については，今後もかび臭の除去能力や微粉炭
に関する調査・実験を行います。 

※ ②「原水水質監視の強化」及び③「適正な浄水処理の推進」は再掲のため省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_`abc?@NOPdPeS 

�'�����V;�5'+,��'�X

*)�����!��:7*��$�;�,��

���!��V*)2$�


近年，粉末活性炭(10μm)を微粉化することで

����� �¡)���x!¢(C£����

�¤c¥¦§¨�©�:ª,«¬,h®�'*

£����¯°!¯±V*3�2$�


²£�����.³´


����x�µh


・活性炭使⽤量の削減 等 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 高度浄水処理 施設の整備 
・蹴上浄水場の高度浄水処理施設
整備工事の継続実施 

 

 ② 
原水水質監視の
強化 
【Ⅰ-１-②再掲】 

・琵琶湖の定期及び臨時の水質 
調査を継続実施 

・原水水質自動監視装置による 24
時間連続監視の継続実施 

・滋賀県や大津市の関係機関と，
琵琶湖の水質情報を共有  

 ③ 

適正な浄水処理の推進【Ⅰ-１-③再掲】 

 

 
原水 pH 調整
施設の整備 

・原水 pH 調整設備の整備完了・ 
運用（3浄水場） 

・新たな粉末活性炭注入設備の 
整備完了・運用（蹴上，松ケ崎） 

 
配水水質監視
装置の拡充 

・拡充計画に基づき配水水質自動
監視装置を増設配備 

 ④ 
浄水処理技術等
の調査・研究・ 
開発 

・継続的な取組を実施 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

適正な浄⽔処理の推進NOPQP^[OPdP^S 

¶·.¸¹º»�'�¼!WX,½¾,¿,

濁り及び消毒の残留効果に関する検査を 36 地点で

⾏っています。また，定期的に給⽔の⽔質検査を

⾏い，法令で規定された安全な⽔道⽔が届けられて

いるかを監視しています。さらに，平成 14 年から

配⽔⽔質⾃動監視装置を順次設置して，⽔温，濁度，

⾊度，pH 値及び遊離残留塩素の５項目の連続測定を

⾏い，光回線により⽔質管理センターに送信してお

り，24 時間 365 ⽇，職員による⽔質監視を⾏って

)2$�


²¸�ÀÁÂÃÄ�W�r
 ÅÆ-


 （平成 27 年度末） 
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重点推進 
施 策 名 Ⅰ－６ 水質への不安払拭のための鉛製給水管の解消 

目  的 平成 29 年度までに道路部分に残存する鉛製給水管を全て解消します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

鉛製給水管の解消について，単独取替え，補助配水管＊や配水管の布設替え
等に関連した取替え及び取替助成金制度の利用促進に努めたものの，いずれ
も数値目標を達成することができず，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
鉛製給水管の 
単独取替えの 
継続実施 

・鉛製給水管単独取替工事による道路部分の鉛製給水管解消件数 
12,423 件（目標 12,600 件） 

＜道路部分の鉛製給水管の割合 7.1％（目標 6.6％）＞ 
b 

 ② 
補助配水管や 
配水管の布設替え等に 
関連した取替え
の推進 

・補助配水管や配水管の布設替えに関連した道路部分の鉛製給水
管解消件数 902 件（目標 500 件） 

・漏水修繕等に関連した道路部分の鉛製給水管解消件数 
2,451 件（目標 4,100 件） 

＜道路部分の鉛製給水管の割合 7.1％（目標 6.6％）＞【Ⅰ-６-①再掲】 

b 

 ③ 
鉛製給水管取替
助 成 金 制 度の 
利用促進 

・助成件数 44 件（目標 80 件） 
※ 家屋のリフォームと同時の利用など，制度利用には発生主義
的な面があり，件数を伸ばすことができなかった。 

c 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「鉛製給水管の単独取替えの継続実施」については，目標に近い工事件数を実施できた
ものの，②「補助配水管や配水管の布設替え等に関連した取替えの推進」については，
道路部分の鉛製給水管の減少に伴い，漏水修繕等による取替件数及び改造・撤去工事に
伴う取替件数の減少が影響し，目標達成がより難しくなっています。このような状況で
はありますが，お客さまに対して粘り強く勧奨し，今後もプランの目標である「道路 
部分に残存する鉛製給水管の割合 0％」に向けて精力的に取り組みます。 

③「鉛製給水管取替助成金制度の利用促進」については，今後も年度目標 80 件の助成件
数を目指し，ホームページや市民しんぶん等により定期的な PR活動に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fgL�hijklm6nNOPoS 

ÇÈ��
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 
鉛製給水管の 
単独取替えの 
継続実施 

・道路部分に残存する鉛製給水管
の割合 0％ 

 

 ② 
補助配水管や 
配水管の布設替え等に 
関連した取替え
の推進 

・道路部分に残存する鉛製給水管
の割合 0％【Ⅰ-６-①再掲】 

 

 ③ 
鉛製給水管取替
助 成 金 制 度の 
利用促進 

・鉛製給水管取替助成金制度の 
利用件数向上 80 件/年 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉛製給⽔管取替⼯事助成⾦制度（Ⅰ－６－③） 

京都市上下⽔道局では，漏⽔を防⽌し，安全・安⼼な⽔道⽔をお届けするため，鉛製給⽔管の

解消を目指しています。道路部分に残存する鉛製給⽔管については，平成 29 年度末に残存率を

ゼロとするために上下⽔道局で取替えを進めていますが，宅地内に残存する鉛製給⽔管について

+,3Ê:2.ËÌ���,3Ê:2.��ÍÎ�~���*);98ÏÐ���2$�


そのため，お客さまが宅地内の⽔道メーターから蛇⼝までの間にある鉛製給⽔管を鉛以外の

Ñ�.G.'~�����',/0�!YÒop�ÓÔ���/0�. a b.Õ,;9Vhi l

万円）する「鉛製給⽔管取替⼯事助成⾦制度」を平成 19 年度から実施しています。 
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重点推進 
施 策 名 Ⅱ－１ 市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進 

目  的 

閉鎖性水域である大阪湾・瀬戸内海の富栄養化を防止するためには，窒素除去が急務で
あることから，窒素除去に重点をおいた下水の高度処理＊を，処理施設の更新時期にあわ
せて段階的・効率的に推進します。 
法に定められた水質基準よりも厳しく設定した独自の処理水質目標と管理基準値に 

よって水質監視を行います。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

下水の高度処理施設の段階的な整備など，すべての取組項目について計画
どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

下水の高度処理
施設の段階的な
整備 

・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事(2)完了 
・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事実施（29年
3 月完了予定） 

＜高度処理人口普及率 51.3％（目標 51.3％）＞ 
a 

 ② 良好な処理水質の確保 

・水質管理マニュアルに基づく適正な水質検査を実施 
・処理水の新たな管理基準値の決定（5月） 
・管理基準値の不適合の原因及び対策の文書化を随時実施 

a 

 ③ 
微量化学物質＊

や病原性微生物
等の調査・研究 

・水道クリプトスポリジウム＊試験方法に係る技術研修を受講 
（6月～7月） 

・放流水について要監視項目＊及びノニルフェノール，ノニル 
フェノールエトキシレートの測定を実施 

・大腸菌の排水基準設定に関する下水道技術開発連絡会議分科会
に参加（8月，10 月，2月） 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 

 

課題及び 
今後の取組 

①「下水の高度処理施設の段階的な整備」については，引き続き，計画どおり段階的な 
整備を進めます。 

②「良好な処理水質の確保」については，放流水の水質管理を行うために必要な水質検査
を水質管理マニュアルに基づき実施するとともに，マニュアルの改訂にも取り組み 
ます。また，今後も，水質検査結果を踏まえ，管理基準値の見直しを行うとともに， 
管理基準値不適合の原因及び対策を随時文書化し，適正な水質管理を実施します。 

③「微量化学物質や病原性微生物等の調査・研究」については，継続して技術的な情報を
収集し，調査研究を実施します。また，水質第１課（水道）と水質第２課（下水道）で
技術協力を行い，調査・研究を充実させ，その成果を下水道研究発表会などを通じて 
発信します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

下水の高度処理
施設の段階的な
整備 

・高度処理人口普及率 53.2% 
・鳥羽水環境保全センターＢ系 
高度処理施設の完成・運用 

 

 ② 良好な処理水質の確保 

・目標値と管理基準値の継続的な
見直しと，さらなる放流水質の
向上 

 

 ③ 
微量化学物質や 
病原性微生物等
の調査・研究 

・未規制物質や要監視項目物質等
の調査，研究の推進による情報
及び知見の収集の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

下⽔の⾼度処理NpPQPeS 

�.Ö×ØÙÚ+ÛÜÚÝÞÚ.ßàá���,ÛÜÚÝÞÚ�âã$��äå���$�

原因となります。⼤阪湾などの閉鎖性⽔域の富栄養化を防⽌するため，淀川中流域の京都市では，

⾼度処理を取り⼊れ，よりきれいな⽔にして河川へ放流しています。 

⾼度処理施設 

�`a�bcdef?gh��

⾼度処理によりよみがえる清流（⻄⾼瀬川）�

6;V;æGPRV*


N�� ç�,�ª)�è�
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-78-



����I� ÛÜJ�KL�MH#mn�Ømn��_!$% 

重点推進 
施 策 名 Ⅱ－２ 雨の日も水環境を守る合流式下水道の改善 

目  的 
雨天時に合流式下水道＊から流出する未処理下水やゴミ等を削減する改善対策を，目標 

年度（平成 35年度）を見据え，積極的に推進します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

一部の工事に遅れが生じたものの，雨水吐口＊からのゴミ等の流出削減や 
雨天時下水処理の改善などの取組を進めることができ，雨水吐改善率につい
ては 100％を達成したため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

貯留幹線等の 
整備 

・七条西幹線ゲート設備工事完了 
・七条東幹線ゲート設備工事完了 
・砂川雨水滞水池設備工事完了 
・朱雀北幹線整備事業（28 年 6 月完了）のうち，幹線工事(2)の
実施 

＜合流式下水道改善率 61.3％（目標 61.3％）＞ 

a 

◎ 
重点 3 ② 

雨天時下水処理
の改善 

・雨天時における合流式下水道改善の状態把握のため，雨天時 
放流水質検査を実施（3 月）し，水質基準値以下であることを
確認 

・伏見水環境保全センター合流改善施設の整備工事（29 年度完了
予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)の実施（29
年 3 月完了予定） 

・砂川雨水滞水池設備工事完了【Ⅱ-２-①再掲】 
＜合流式下水道改善率 61.3％（目標 61.3％）＞【Ⅱ-２-①再掲】 

b 

 ③ 
雨水吐口からの
ゴミ等の流出 
削減 

・雨水吐改善 15 箇所完了 
＜雨水吐改善率 100％（目標 100％）＞ a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 

 

課題及び 
今後の取組 

①「貯留幹線等の整備」については，朱雀北幹線(2)工事において，発進立坑として使用
した公園の復旧の協議に時間を要し，工事の進捗に遅れが生じましたが，28 年度の事業
完了に向けて進捗管理を徹底し，28 年 6月に完了しました。 

②「雨天時下水処理の改善」については，今後も雨天時放流水質検査を実施し，基準への
適合状況について確認します。伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池築造(2)
工事では，土壌調査及び関係機関との協議に時間を要し，進捗に遅れが生じましたが，
29 年度の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

③「雨水吐口からのゴミ等の流出削減」については，着実に事業を進めた結果，29年度の
目標値である 100％を達成しました。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

貯留幹線等の 
整備 

・合流式下水道改善率 66.2% 
・七条西幹線の完成・運用 
・七条東幹線の完成・運用 
・砂川雨水滞水池の完成・運用 

 

◎ 
重点 3 ② 

雨天時下水処理
の改善 

・合流式下水道改善率 66.2% 
【Ⅱ-２-①再掲】 

・伏見水環境保全センター合流 
改善施設の完成 

 

 ③ 
雨水吐口からの
ゴミ等の流出 
削減 

・雨水吐改善率 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

合流式下⽔道の改善NpPqS 

汚⽔と⾬⽔を同じ下⽔道管で流す合流式下⽔道では，⾬天時に汚⽔の混じった⾬⽔が，⾬⽔

吐⼝から河川等へ放流されます。この合流式下⽔道の改善対策として，下⽔を貯める貯留幹線の

整備や，⾬⽔吐⼝からのゴミの流出を防⽌するための改良等を⾏っています。 

�Q
�1

（朱雀北幹線）�

合流式下⽔道の改善 

（貯留幹線の整備）�
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重点推進 
施 策 名 Ⅱ－３ 市民のくらしと水環境を守る下水道整備の拡大 

目  的 計画区域内の未整備箇所や北部地域など必要な下水道整備を推進します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

工事の進捗に遅れが生じたものの，未接続の解消に向けた普及勧奨の推進
などをおおむね計画どおりに実施し，京北下水道接続率については目標を 
上回り達成できたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 北部地域の汚水整備の推進 
― 

（26年度事業完了） - 

 ② 未整備箇所の 汚水整備の推進 
・羽束師 2号幹線工事(2)の実施（28 年 9 月完了予定） 
＜下水道人口普及率 99.5％（目標 99.5％）＞ b 

 ③ 
未接続の解消に
向けた普及勧奨
の推進 

《京北特定環境保全公共下水道＊》 
・未接続者に対する個別訪問指導（243 件）の実施 
・新規接続数 10 件（建物の新築に伴う新規接続 2 件及びくみ 
取りからの切替 8件） 

＜京北下水道接続率 81.2%（目標 80.6％）＞ 
 
《公共下水道》 
・未接続者への普及勧奨を実施 
＜下水道接続率 99.1％（目標 99.2％）＞ 

b 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 

 

課題及び 
今後の取組 

②「未整備箇所の汚水整備の推進」については，羽束師 2 号幹線(2)工事において，施工
に伴い通行止めとなる生活道路に係る各種調整に時間を要し，工事の進捗に若干遅れが
生じましたが，28年度の完了に向けて進捗管理を徹底します。 

③「未接続の解消に向けた普及勧奨の推進」については，今後とも，個々の未水洗家屋の
状況に応じたきめ細やかな勧奨を粘り強く実施するとともに，詳細な未水洗理由を把握
し，未水洗家屋の早期解消に努めます。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 北部地域の汚水整備の推進 

・北部地域（大原，静原，鞍馬，
高雄）の４地区での特定環境 
保全公共下水道整備事業の完了 

 

 ② 未整備箇所の 汚水整備の推進 
・下水道人口普及率 99.5% 

 

 ③ 
未接続の解消に
向けた普及勧奨
の推進 

・普及勧奨を継続的に推進 
・京北特定環境保全公共下水道の
下水道接続率 80.2％ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

r�Whs?t"lm6n 

�ëW� ìíV�

路⾯復旧�
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重点推進 
施 策 名 Ⅱ－４ 環境保全の取組の推進 

目  的 
環境マネジメントの継続的な取組により，省エネルギー対策，再生可能エネルギーの 

利用拡大を一層図り，京都議定書誕生の地として，地球温暖化対策に積極的な役割を果た
します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

景観に配慮した施設整備に関する工事に一部遅れがあったものの，再生 
可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減や資源循環の推進を
おおむね計画どおり進めることができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 3 ① 

再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減 

a  

太陽光発電 
設備の設置等
による再生可
能エネルギー
の利用拡大 

・山科営業所（28年度より東部営業所）及び本庁舎（別館）の  
太陽光発電設備工事完了（2月及び 3月） 

・大原第 1浄水場の太陽光発電設備工事完了（11月） 
・石田水環境保全センター大規模太陽光発電設備工事の完了，発
電開始（8月） 

温室効果ガス
の排出削減 

・事業者排出量削減報告書（26 年度実績）を提出（7月） 
・「事業者排出量削減計画書（H26-28)」に定めた 26 年度の目標数
値を達成 

・高効率機器への更新，ポンプ運転台数の最適化，照明や空調の
運用見直しによる電力使用量削減の推進 

・浄水場全体の年間総電力使用量 22 年度比 41.5％削減（目標 35％削減）  
・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事（2）完了 
【Ⅱ-１-①再掲】 

・鳥羽水環境保全センターＢ系最終ちんでん池設備工事（2）完了 
・水環境保全センター全体の年間総電力使用量 16年度比 21.8％
削減（目標 15％削減）（22 年度比 13.3％削減） 

 ② 
環境マネジメン
トシステムの 
継続的運用 

・KYOMS（京都市役所環境マネジメントシステム）＊の取組を着実 
に実施することにより，KYOMS 対象全所属において，「所属に 
おける取組推進項目」である，コピー用紙部門，省エネ部門 
及び廃棄物部門の目標を達成 

・独自 EMS（環境マネジメントシステム）＊の運用による水道水質
（水道）及び放流水質（下水道）の維持・向上の取組を実施 

a 

◎ 
重点 3 ③ 資源循環の推進 

・消化ガスの更なる利用拡大に向けた具体的な手法の検討を実施 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事完了 
・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2) 
実施（29年度完了予定） 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備基礎築造工事完了 
・消化ガス＊を汚泥焼却炉の燃料等に活用及び脱水汚泥等のセメ 
ント原料化（脱水ケーキ＊2,992t，焼却灰 1,500t）による汚泥 
有効利用の推進 

＜汚泥有効利用率 23.7％（目標 20％）＞ 

a 

 ④ 
京都のまちの 
景観に配慮した
施設の整備 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 1 月完了予定） 
【Ⅰ-２-①再掲】 

※ 地質調査の結果を受けた対応により進捗に遅れが生じた。 
c 

 ⑤ 環境報告書＊の 作成・公表 

・環境報告書の発行及びホームページへの掲載（9月) 
・南部営業所内覧会（4月），蹴上浄水場及び鳥羽水環境保全セン
ターの一般公開（4月及び 5月）でのパネル展示の実施 

a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
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課題及び 
今後の取組 

①「再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減」については，各工事を
計画どおり実施できました。また，省エネルギー機器の採用等による使用電力の削減も
着実に進め，浄水場及び水環境保全センターの総電力使用量も目標を上回っています。 

②「環境マネジメントシステムの継続的運用」については，今後も KYOMS（京都市役所 
環境マネジメントシステム）及び EMS（環境マネジメントシステム）を継続運用する 
ことにより，全ての所属で環境にやさしい取組を着実に実施します。 

③「資源循環の推進」については，引き続き，消化ガスの活用及びセメント原料化による
汚泥の有効利用を推進するとともに，汚泥等の有効利用に関する方針を決定します。 

④「京都のまちの景観に配慮した施設の整備」については，蹴上第 1高区配水池改良工事
の進捗に遅れが生じましたが，29年 1月の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

⑤「環境報告書の作成・公表」については，より一層分かりやすい環境報告書を発行する
とともに，様々な手法や機会を活用し，多くの方々へ環境保全の取組について情報を 
発信します。 

 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 3 ① 

再生可能エネルギーの利用拡大等による温室効果ガスの削減  

 

 

太陽光発電 
設備の設置等
による再生可
能エネルギー
の利用拡大 

・太陽光発電設備出力 
浄水場      1,790kW 
水環境保全センター 2,010kW 

温室効果ガス
の排出削減 

・エネルギー消費及び温室効果 
ガス排出の削減を継続的に推進 

 ② 
環境マネジメン
トシステムの 
継続的運用 

・環境マネジメントシステム 
（EMS）の継続的運用 

 

◎ 
重点 3 ③ 資源循環の推進 

・有効利用の取組を継続的に推進 
・汚泥有効利用率 17％ 

 

 ④ 
京都のまちの 
景観に配慮した
施設の整備 

・景観に配慮した取組を継続的に
実施 

 

 ⑤ 環境報告書の 作成・公表 

・より分かりやすい水道事業， 
公共下水道事業の環境報告書の
作成，公表，広報活動の実施 
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重点推進 
施 策 名 Ⅲ－１ 道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新 

目  的 

計画的かつ効率的に改築更新を行い，一日たりとも休むことができない水道・下水道の
機能を維持・向上させるとともに，漏水や道路陥没事故を防ぎます。 
水道管路については，耐震性や耐久性に優れた高機能ダクタイル鋳鉄管＊への布設替え

を加速させ，水道水を安定的に供給します。下水管路については，老朽化した管路や重要
な管路から，計画的に改築更新を進めます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

鉛製給水管取替工事の実施件数は計画を若干下回ったものの，配水管及び
下水道管路の更新工事や浸入水＊の削減など，おおむね計画どおりに実施する
ことができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 1 ① 

水道配水管の 
更新の推進 

・配水管布設替工事実施   24.6km【Ⅰ-２-①一部再掲】 
・補助配水管＊布設替工事実施 10.4km【Ⅰ-２-①一部再掲】 
＜配水管更新率 1.0％（目標 1.0％）＞【Ⅰ-２-①再掲】 

a 

◎ 
重点 1 ② 

下水道管路施設
の計画的な 
点検・改築更新 

《老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替え》 
・管路内調査の完了 20km 
・経年管老朽化対策工事(11)～(15）実施（28 年 9月完了予定） 
【Ⅰ-２-④再掲】 

 
《重要な下水道管路の耐震化》 
・管路内調査の完了 10km 
・管路地震対策工事(18)～(20)実施（29 年 3 月完了予定） 
【Ⅰ-２-⑤再掲】 

 
＜下水道管路地震対策率 76.9％（目標 76.9％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  
＜下水道管路調査・改善率 0.7％（目標 0.7％）＞【Ⅰ-２-④再掲】  

b 

 ③ 漏水防止と 有収率の向上 

・配水管及び補助配水管布設替工事実施 35.0km【Ⅲ-１-①再掲】  
＜有収率 88.7％（目標 87.9％）＞ 
・鉛製給水管取替工事実施 15,776 件【Ⅰ-６-①，②再掲】 

a 

 ④ 浸入水の削減 ・山科処理区での浸入水対策工事の実施 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「水道配水管の更新の推進」及び②「下水道管路施設の計画的な点検・改築更新」につ
いては，引き続き，目標達成に向けて，既発注工事の早期着手及び新規工事の早期発注
に取り組みます。 

③「漏水防止と有収率の向上」については，道路部分の鉛製給水管の減少に伴い，漏水 
修繕等による取替件数及び改造・撤去工事に伴う取替件数の減少が影響し，目標達成が
より難しくなっていますが，お客さまに対して粘り強く勧奨し，今後もプランに掲げる
目標達成に向けて精力的に取り組みます。 

④「浸入水の削減」については，引き続き，山科処理区における浸入水の対策工事を実施
します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 1 ① 

水道配水管の 
更新の推進 

・配水管更新率 1.2％ 

 

◎ 
重点 1 ② 

下水道管路施設
の計画的な 
点検・改築更新 

・下水道管路地震対策率 87.7％
【Ⅰ-２-④，⑤再掲】 

・下水道管路調査・改善率 0.7％
【Ⅰ-２-④，⑤再掲】 

 

 ③ 漏水防止と 有収率の向上 
・有収率 90.0% 

 

 ④ 浸入水の削減 ・浸入水を継続して削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセットマネジメント（効率的な改築更新⼿法） 

アセットマネジメントとは，資産を効率よく管理・運⽤するための⼿法です。公共施設の場合

は，施設の状態を施設機能と⾦銭的価値から把握・評価することにより，今後の施設機能の状態

を予測し，限られた財源の中で「いつ，どの施設から」改築更新を⾏うことが適切であるかとい

`;0õö÷!ø�$�;�'�)2$�
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重点推進 
施 策 名 Ⅲ－２ 基幹施設の機能維持・向上のための改築更新 

目  的 
浄水場や水環境保全センター等の基幹施設について，計画的かつ効率的に改築更新を 

行い，一日たりとも休むことができない水道・下水道の機能を維持・向上させます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

京北地域水道＊及び大原地域水道の再整備等についてはほぼ計画どおり 
実施できたものの，その他の一部工事の進捗に遅れが生じたため，Ｂ評価と
なりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 1 ① 

浄水施設等の 
改築更新 

・蹴上浄水場第１高区配水池＊改良工事実施（29年 1 月完了予定）
【Ⅰ-２-①再掲】 

・新山科浄水場中央監視制御設備更新工事実施（28 年 6月完了） 
・洛西中継ポンプ場流入弁改良及び流量計設置工事完了 

b 

◎ 
重点 1 ② 

水環境保全センター 
及びポンプ場の
改築更新 

・鳥羽水環境保全センターＢ系最初ちんでん池設備工事（2）完了 
・鳥羽水環境保全センターＢ系最終ちんでん池設備工事（2）完了 
【Ⅱ-４-①再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事完了 
【Ⅱ-４-③再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事(2)の 
実施（29年度完了予定）【Ⅱ-４-③再掲】 

・鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク設備基礎築造工事完了 
【Ⅱ-４-③再掲】 

・伏見水環境保全センター合流系最初ちんでん池改築更新工事 
（29年度完了予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)
の実施（29 年 3 月完了予定） 

b 

◎ 
重点 1 ③ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等 
【Ⅰ－１－⑤再掲】 a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 

 

課題及び 
今後の取組 

①「浄水施設等の改築更新」については，蹴上浄水場第 1高区配水池改良工事において，
地質調査の結果を受けた対応により進捗に遅れが生じましたが，29年 1 月の完了に向け
て工事の進捗管理を徹底します。 

②「水環境保全センター及びポンプ場の改築更新」については，伏見水環境保全センター
合流系最初ちんでん池築造(2)工事において，土壌調査及び関係機関との協議に時間を 
要し，進捗に遅れが生じましたが，29年度の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

※ ③「水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域水道の再整備等」は再掲のため省略。  
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 1 ① 

浄水施設等の 
改築更新 

・計画的な改築更新を継続的に 
推進 

 

◎ 
重点 1 ② 

水環境保全センター 
及びポンプ場の
改築更新 

・計画的な改築更新を継続的に 
推進 

 

◎ 
重点 1 ③ 

水道未普及地域の解消と京北地域水道及び大原地域 
水道の再整備等【Ⅰ－１－⑤再掲】 

 

 

水道未普及箇所の 
解消に向けた取組 

・上水道事業計画給水区域内の 
水道未普及箇所（約 2,100 人）
の解消に向けた取組を継続的に
推進 

京北地域水道 
（京北中部，細野） 
の再整備 

・京北地域水道再整備事業（京北
中部，細野）の完了 

大原地域水道
の再整備 

・大原地域水道再整備事業の完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

蹴上浄⽔場第１⾼区配⽔池改良⼯事NOPqPe[pPuPR[\PqPeS 

蹴上浄⽔場第１⾼区配⽔池は,浄⽔場建設（明治 45 年）から 100 年以上が経過し，⽼朽化が

著しいことから改築更新するとともに，近代化の象徴であるレンガ造りで歴史的価値の⾼い

ùú�!ûUüý�þ�;�,��!ï�$�/����/�	!��V*)2$�
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ジャッキで押して移動します。⼟地区画整理に伴う家屋の移動や歴史的建造物の保存を目的に
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レンガ造りの建造物（北側）� �Qi\
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-88-



����N� OP>QrR"F#ã��>o®Gmn�Ømn�STUV�WU>Xs$% 

重点推進 
施 策 名 Ⅲ－３ 水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成 

目  的 

蹴上・松ケ崎・新山科の３浄水場体制により水道水を安定的に供給するとともに，浄水
場の排水を水環境保全センターで一体的に処理し，処理の効率化を行い，維持管理コスト
を削減します。 
また，水環境保全センターにおいては，施設の改築更新に合わせた段階的な高度処理＊

の導入及び合流式下水道＊改善施設の整備を進めるとともに，鳥羽・吉祥院処理区を統合
し，一体的な水処理の運用を段階的に図ります。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ｂ 

鳥羽・吉祥院処理区の統合に係る工事に遅れが生じたものの，おおむね 
計画どおり各工事を実施できたため，Ｂ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
３浄水場体制 
での安定給水の
確保 

・吉田連絡幹線配水管＊整備事業（28 年度完了予定）のうち， 
連絡幹線配水管布設工事(10)（28 年 6 月完了），(11)実施（28
年 9 月完了予定)，同工事(12)契約完了【Ⅰ-２-③再掲】 

・御池連絡幹線配水管整備事業（33 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了【Ⅰ-２-③再掲】 

・花園連絡幹線配水管整備事業（31 年度完了予定）のうち，連絡
幹線配水管布設工事(1)完了，同工事(2)契約完了（同工事(3)
は他の整備工事との工程調整により 28年度実施に変更） 
【Ⅰ-２-③再掲】 

b 

 ② 
水環境保全セン
ターの施設規模
の適正化 

・鳥羽水環境保全センターＢ系反応タンク設備工事（2）完了 
【Ⅱ-１-①，Ⅱ-４-①再掲】 

・伏見水環境保全センター分流系反応タンク設備工事実施（29年
3 月完了予定）【Ⅱ-１-①再掲】 

・伏見水環境保全センター合流改善施設の整備工事（29 年度完了
予定）のうち，合流系最初ちんでん池築造工事(2)の実施(29 年
3 月完了予定）【Ⅱ-２-②再掲】 

b 

◎ 
重点 1 ③ 

鳥羽・吉祥院処理
区の統合 

・朱雀 1号幹線分水人孔築造工事の実施（29 年 3月完了予定） 
※ 詳細は，「課題及び今後の取組」参照。 d 

◎ 
重点 1 ④ 

浄水場排水の 
下水道での 
一体処理＊化 

・全浄水場の排水の水環境保全センターにおける一体処理を実施 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「３浄水場体制での安定給水の確保」については，吉田連絡幹線配水管の工事で障害物
の撤去により進捗に遅れが生じ，花園連絡幹線配水管の工事では工程調整を実施しまし
たが，28年度工期の工事については予定どおり完了予定です。 

②「水環境保全センターの施設規模の適正化」については，伏見水環境保全センター合流
系最初ちんでん池築造工事(2)において，土壌調査及び関係機関との協議に時間を要し，
進捗に遅れが生じましたが，29 年度の完了に向けて工事の進捗管理を徹底します。 

③「鳥羽・吉祥院処理区の統合」については，統合はほぼ完了していていますが，一部の
工事に係る占用許可物件の移設に時間を要し，そのまま築造工事に入ると，工程が出水
期（6月 16日～10 月 15 日）に重なることとなるため，工事開始を出水期以降にずらし
たことにより，進捗に遅れが生じました。今後は，進捗管理を徹底し，28年度中の完了
を目指します。 

④「浄水場排水の下水道での一体処理化」については，今後も，排水基準を順守しながら，
全浄水場の排水の水環境保全センターにおける一体処理を継続実施します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 
３浄水場体制 
での安定給水の
確保 

・浄水施設能力 733,000  /日 
・浄水施設最大稼働率 81% 

 

 ② 
水環境保全セン
ターの施設規模
の適正化 

・施設規模の適正化を継続的に 
推進 

・鳥羽水環境保全センターＢ系 
高度処理施設の完成・運用 

 

◎ 
重点 1 ③ 

鳥羽・吉祥院処理
区の統合 

・幹線管路の切替えと一体的かつ
効率的な水処理の運用の推進 

 

◎ 
重点 1 ④ 

浄水場排水の 
下水道での一体
処理化 

・全ての浄水場の排水を水環境 
保全センターにおいて一体処理 
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⽼朽化した配⽔管の更新及び耐震化
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システムを構築するため，管路の地震対

ø!*+,'^�*)2$�


連絡幹線配⽔管とは，隣接する異なる

給⽔区域の配⽔幹線を耐震管路により
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重点推進 
施 策 名 Ⅳ－１ お客さまが利用しやすい仕組みづくり 

目  的 
多様化するお客さまニーズに的確に対応するため，様々な機会や手法を活用して各種 

受付ができるようサービスを検討し，より一層お客さまが利用しやすいサービスの推進に
努めるとともに，より高水準なサービスを展開するための仕組みづくりを進めます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

お客さまの利便性の向上やお客さまが利用しやすい窓口づくりなど全ての
取組において，おおむね計画どおり実施することができたため，Ａ評価と 
なりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

お客さまの 
利便性の向上 

・ふれあいまつり等でのアンケート，営業所等における電話・ 
インターネットなどの受付状況の集計及び分析の実施 

・はがき版クレジットカード継続払申込書の作製 
a 

◎ 
重点 4 ② 

お客さまが利用しやすい窓口づくり 

a 
 

お客さま窓口
サービスの 
更なる向上 

・高齢のお客さま等への応対研修を実施 
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回） 

各庁舎の整備 
・南部営業所開所（5月） 
・西部営業所を含む太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）  
の建築，電気設備，給排水衛生設備及び空調換気設備の各工事着手 

 ③ 

お客さまへの情報提供の充実 

a 
 

上下水道に 
関する情報 
検索システム
の構築 

・ホームページ（日本語トップページ）への年間アクセス数 
27 年度：399,702 件/年，1,092 件/日 
（目標は 26 年度実績 397,834 件/年，1,090 件/日以上） 

・ツイッターフォロワー数（27年度末時点）271 件，年間ツイート数：1,599 件  
・フェイスブックいいね数(27 年度末時点)386 件，年間投稿数：366 件 

管路情報管理
システム＊の 
データ更新と
機能拡充 

《水道》 
・初期整備施設のデータ構築について，予定地区の構築を完了 
（対象：外畑，静原，水尾，宕陰，中川，雲ケ畑，鞍馬・貴船，
小野郷，弓削，黒田） 

・更新資料について遅滞なくデータ更新を実施 
《下水道》 
・北部地域特定環境保全公共下水道＊事業区域（大原，静原， 
鞍馬及び高雄の一部）の埋設管データ整備完了 

・継続的に市内全域を対象にデータ更新を実施 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「お客さまの利便性の向上」については，受付状況等の分析を踏まえ，28 年度中に受付
方法の充実（外国人のお客さまに向けた英語版記入例の作製やはがき版クレジット 
カード継続払申込書の水道便利袋への封入）を図ります。 

②「お客さまが利用しやすい窓口づくり」については，区役所・支所への相談窓口の設置
に係る検討を進めるとともに，太秦庁舎の建築工事を進めます。 

③「お客さまへの情報提供の充実」については，インターネットによる情報発信のニーズ
が年々増していることから，今後も情報を迅速，正確かつ分かりやすく発信します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

お客さまの 
利便性の向上 

・様々な機会や手法を活用して 
受付を実施 

 

◎ 
重点 4 ② 

お客さまが利用しやすい窓口づくり 

 

 

お客さま窓口
サービスの 
更なる向上 

・お客さまが利用しやすい窓口 
づくりを推進するための施策の
実施 

各庁舎の整備 
・南部営業所の建替完了・開所 
・西部営業所を含む太秦庁舎の 
建替完了・開所 

 ③ 

お客さまへの情報提供の充実 

 

 

上下水道に 
関する情報 
検索システム
の構築 

・ホームページ，ツイッター等を
利用した継続的な情報発信 

管路情報管理
システムの 
データ更新と
機能拡充 

・より最新で精度の高い管路情報
の提供と利便性の向上 
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⼭ノ内浄⽔場跡地の北⻄部⽤地に

平成 29 年度の開所を目指し，市内

⻄部地域の営業所を再編するととも

に，市内北部エリアの上下⽔道局の
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重点推進 
施 策 名 Ⅳ－２ 積極的に行動するサービスの充実 

目  的 

水道・下水道に関する総合窓口である営業所を抜本的に再編することでより一層効果的
な業務執行体制を構築するとともに，必要に応じてお客さまのところに訪問する「積極的
に行動するサービス」への展開を図ります。 
多様化するお客さまニーズを迅速かつ的確に把握し，お客さまに信頼される事業を展開

します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

営業所の抜本的再編，出前トークや環境教育の充実，お客さま訪問サー 
ビスの実施など，全ての取組項目を計画どおり実施できたため，Ａ評価と 
なりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

上下水道局 
営業所の 
抜本的再編 

・北部営業所及び南部営業所開所（5月） 
・東部営業所開設に係る課題の整理が完了 
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回）【Ⅳ-１-②再掲】 

・北部給水工事課及び南部給水工事課開設（5月） 
・東部営業所開設について周知活動を実施 
・水道メーター点検時にリーフレットを配布（2～3月） 
・東山区・山科区・伏見区醍醐支所管内においてチラシを回覧（3 月）  
・ホームページへ記事を掲載（2月） 
・「ケーブルテレビ局Ｊ：ＣＯＭみやびじょんの番組「みやびじょんワイド」  
の「京都市区民ひろば」コーナー」を使った周知（3月） 

a 

◎ 
重点 4 ② 

出前トークや 
環境教育の充実 

・出講件数 9件（目標は平成 26 年度実績の 9件以上） 
・市内全小学 4 年生（一部 3 年生）への啓発物（リーフレット，
クリアホルダー）の配布を実施 

・浄水場見学者数       8,209 人受入れ 
・水環境保全センター見学者数 3,839 人受入れ 

a 

◎ 
重点 4 ③ 

お客さま訪問 
サービスの実施 

・はがき版クレジットカード継続払申込書の作製【Ⅳ-１-①再掲】  
・区役所・支所への相談窓口の設置など新たなお客さまサービス
の検討会を開催（計 5回）【Ⅳ-１-②再掲】 

・東山区・山科区・伏見区醍醐支所管内においてチラシを回覧 
（3月）【Ⅳ-２-①再掲】 

a 

 ④ 
貯水槽水道の 
管理への助言・ 
指導の充実 

・貯水槽水道管理者への個別訪問 3,314 件 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「上下水道局営業所の抜本的再編」については，28年度に開所した東部営業所を含め，
これまでの営業所再編で得た知識・経験を活用し，今後の再編作業を進めます。 

②「出前トークや環境教育の充実」については，引き続き，水道事業，公共下水道事業へ
の関心と理解を得るため，小学生の見学受入れや施設見学会を継続的に実施します。 

③「お客さま訪問サービスの実施」については，区役所・支所及び保健福祉局等と連携し，
高齢者等への新たなお客さまサービスを検討・実施します。 

④「貯水槽水道の管理への助言・指導の充実」については，事前お知らせの配布により 
スムーズな調査を行えたため，今後も，事前お知らせを活用した貯水槽水道管理者への
周知を行い，個別訪問を円滑に実施します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

上下水道局 
営業所の 
抜本的再編 

・5 営業所へ再編，一層効率的に
業務を執行 

 

◎ 
重点 4 ② 

出前トークや 
環境教育の充実 

・出前トークの充実 
・環境教育・施設見学の継続・ 
充実 

 

◎ 
重点 4 ③ 

お客さま訪問 
サービスの実施 

・開栓時における口座勧奨を含め
た「水道便利袋」お渡しサービ
スの充実 

・お客さまニーズに応じた訪問 
サービスを実施 

・メーター点検訪問時の広報物 
配布による事業 PRの検討・実施 

 

 ④ 
貯水槽水道の 
管理への助言・ 
指導の充実 

・貯水槽水道管理者への戸別訪問
を強化 3,000 件/年 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

�r�W��H����X�N�PqPeS 

平成 27 年度は，北営業所と丸太町営業所を再編して北部営業所を開設するとともに，九条

営業所と伏⾒営業所を再編して南部営業所を開設し，9 営業所体制から 7 営業所体制となりま

した。また，平成 28 年度には「東部営業所」を設置し，6営業所体制に移⾏しました。 

さらに，平成 29 年度以降も順次再編を進め，平成 30 年度以降には 4営業所体制となります。
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重点推進 
施 策 名 Ⅳ－３ 広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保 

目  的 
事業の透明性を高め，お客さまとの信頼関係の維持・向上を図るため，より一層広報・

広聴機能の充実を図るとともに，様々な手法や機会を活用した積極的な情報開示を進め 
ます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」をはじめ，各取組
項目について計画どおり実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 広報・広聴計画の策定・充実 
・策定した計画に基づき，広報・広聴活動を実施 a 

◎ 
重点 4 ② 

積極的な情報発
信と分かりやす
い情報開示等に
よる広報機能の
充実 

・各媒体による広報を実施 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.7）の発行（3 月）  
・「おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン」の実施 
・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（30 箇所） 

・やんちゃフェスタで次代を担う子どもたちへ水道水の PR を 
実施（第 1 部：牛乳パック船作り体験等，第 2 部：幼年期向け
に紙芝居や絵本の読み聞かせ等） 

・京（みやこ）の水飲みスポット（水飲み場）の南部営業所への
設置及び設置の促進 

・モニター該当施設への簡易型ミストの設置及び「京（みやこ）
のにぎわいミスト」，「京（みやこ）の駅ミスト」などミスト 
装置＊普及促進事業の実施 

・27年度局運営方針及び事業推進方針の策定及び公表 
・経営審議委員会の意見を踏まえた 27 年度経営評価（26 年度 
事業）を作成し，公表 

a 

 ③ 広報関連 イベントの展開 

・鳥羽・蹴上一般公開での琵琶湖疏水竣工 125 周年及び下水道 
事業 85 周年を記念したブースの出展及び新規イベント（京 
（みやこ）の水カフェ，フェイスブックキャンペーン，春の 
上下水道 3施設スタンプキャンペーン，給水車展示等）の実施 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，事業 
報告書を作成 

a 

◎ 
重点 4 ④ 

お客さまの声を
反映するための
広聴機能の充実 

・上下水道モニター委嘱式，モニター施設見学会（2 回），意見 
交換会（1回）の実施 

・鳥羽・蹴上一般公開でアンケートを実施 
・水道使用量等実態調査の実施（水道メーター点検訪問時におけ
る調査票配布（2～3月，2,000 件））及び結果集計・分析の完了 

・大口使用者に対する使用状況調査の実施（11～12 月，467 社） 
・「平成 27年度水に関する意識調査」の実施，分析 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「広報・広聴計画の策定・充実」については，引き続き，広報・広聴計画を策定し， 
内容の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保に努めます。 

②「積極的な情報発信と分かりやすい情報開示等による広報機能の充実」及び③「広報 
関連イベントの展開」については，今後も継続的に「おいしい！大好き！京（みやこ）
の水キャンペーン」や京（みやこ）の水飲みスポット（水飲み場）の設置，ミスト事業
等を内容を充実させながら継続的に実施します。 

④「お客さまの声を反映するための広聴機能の充実」については，「平成 27 年度水に 
関する意識調査」の結果の分析を行い，今後の事業展開に活用します。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 広報・広聴計画の策定・充実 
・効果的な広報・広聴活動の継続
的な実施 

 

◎ 
重点 4 ② 

積極的な情報発
信と分かりやす
い情報開示等に
よる広報機能の
充実 

・積極的な情報発信やより分かり
やすい情報開示を継続的に推進 

 

 ③ 広報関連 イベントの展開 

・一般公開（蹴上・鳥羽）等の 
イベントの継続的な開催・内容
の充実 

 

◎ 
重点 4 ④ 

お客さまの声を
反映するための
広聴機能の充実 

・上下水道モニター制度の継続 
実施 

・水道使用量等実態調査，大口使
用者に対する使用状況調査の継
続実施 

・お客さま満足度調査の定期的な
実施，分析，公表（３年おき） 

・水に関する意識調査の定期的な
実施，分析，公表（５年おき） 
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市⺠の皆さまをはじめ京都市に通勤・通学されている⽅など京都の⽔道⽔を使⽤されている多く

の⽅に知っていただき，その⼤切さを再認識していただくことを目的とし，双⽅向型のキャン
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①「京（みやこ）の⽔・利き⽔⼤作戦」 
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べる「利き⽔」ブースをイベント会場や商店街等
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だく⽅を募集します。⾃ら宣⾔いただくことにより，市⺠の皆さまに⽔道⽔のおいしさと

⼤切さを再認識していただく機会とします。

【平成 28 年度の実施内容】


「京（みやこ）の⽔・利き⽔⼤作戦」の様⼦（27年度）�
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京都光華⼥⼦⼤学短期⼤学部の学⽣（ライフデ

ザイン学科学⽣団体「Dʼ*Light」）との協働によ
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重点推進 
施 策 名 Ⅳ－４ お客さま満足度の向上を目指した料金施策の推進 

目  的 
今日の社会状況や事業課題に対応した新たな上下水道料金制度を構築し，安全・安心な

ライフラインを今後もしっかりと守ります。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

口座振替割引制度及びクレジットカード継続払い制度の周知・運用など，
各項目を計画どおりに実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 4 ① 

料金制度･料金 
体系の見直し 

・料金制度の運用と継続的な点検，検討 
・上下水道事業経営審議委員会から，地下水利用専用水道設置者
の水道施設維持経費の負担の在り方についての意見書を収受 

a 

◎ 
重点 4 ② 

多様な料金支払
方法の導入 

・クレジットカード継続払いの利用者を増やすため，市民イベン
トにおいて制度の PR を実施（15 箇所） 

・10 月 1日号市民しんぶんへの記事掲載 
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.2%（目標 82.0％）＞  

a 

◎ 
重点 4 ③ 

口座振替利用者
へ の サ ー ビス 
拡大 

・口座振替利用者を増やすため，市民イベントにおいて口座振替
割引制度の PRを実施（15 箇所） 

・11 月 1日号市民しんぶんへの記事掲載 
・開栓時の「水道便利袋」＊お渡しサービスを実施 37,484 件 
＜口座振替及びクレジットカード継続払利用率 82.2%（目標
82.0％）＞【Ⅳ-４-②再掲】 

a 

 ④ 

民間分譲マンション
の水道メーター
各戸検針・各戸 
徴収サービスの
実施 

・54件についてサービスを実施 
・京都市指定給水装置工事事業者（約 720 者）及びマンション 
事業主（89者）に対し，サービス導入状況の通知及び制度等の
再周知（制度の案内及びパンフレットの送付） 

・市民しんぶん（12 月 1 日号）等への掲載などによる制度の PR
を実施 

・都市計画局開催の分譲マンションを対象とした「マンション 
管理セミナー」でマンション管理組合に対し，制度案内及び 
パンフレットを配付 

・制度実施状況，要綱等に係る他都市照会を行い，課題等につい
て研究を実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「料金制度･料金体系の見直し」については，上下水道事業経営審議委員会から提出 
された意見書を踏まえ，地下水利用専用水道設置者の水道施設維持経費の負担の適正化
を図るための制度創設を進めます。 

②「多様な料金支払方法の導入」及び③「口座振替利用者へのサービス拡大」については，
引き続き，口座振替利用者を対象とした割引制度及びクレジットカード継続払い制度の
周知を図ります。 

④「民間分譲マンションの水道メーター各戸検針・各戸徴収サービスの実施」については，
今後もサービスの PR を推進するとともに，サービス内容の充実に向けた調査・検討を
行います。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 4 ① 

料金制度･料金 
体系の見直し 

・料金・使用料改定の実施 
（25年度） 

・料金制度の継続的な点検，検討 

 

◎ 
重点 4 ② 

多様な料金支払
方法の導入 

・口座振替等利用率（口座振替及
びクレジットカード継続払利用
率） 82.4% 

・クレジットカード継続払いの 
導入，運用  

◎ 
重点 4 ③ 

口座振替利用者
へ の サ ー ビス 
拡大 

・口座振替利用者を対象とした 
割引制度を実施 

・開栓時における口座勧奨を継続実施 
・口座振替等利用率（口座振替及
びクレジットカード継続払利用
率） 82.4%【Ⅳ-４-②再掲】  

 ④ 

民間分譲マンション
の水道メーター
各戸検針・各戸 
徴収サービスの
実施 

・サービスの継続実施と PR の 
推進 

・サービス充実に向けて制度等の
研究・検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⼝座振替割引制度，クレジットカード継続払い制度N�PuP�[^S 

料⾦のお⽀払いに⼝座振替を御利⽤の場合，２箇⽉で 88円（⽔道・下⽔道の両⽅を御利⽤の

場合）を割引します。⽀払いの⼿間が掛からず，便利でお得な⼝座振替払いをぜひ御利⽤くだ

さい。なお，既に⼝座振替を御利⽤のお客さまは，⾃動的に割引の対象となりますので，特別な

⼿続きは不要です。 

⽔道料⾦・下⽔道使⽤料のお⽀払いには，

o_.)�ªz.pqr=Ý��);Ý�

ジットカードを御利⽤いただけます。あらか

s�3Ê:2.Ý�@tÞb=u!Hvw

);98���,ÀÁ,�þx,'3óy)

);98W��$�


3z{S'()*+,|õ-}+3Ê:2~��=�C�=�=ü34)56789:)�


�h�S�|õ-~�&�Ý�@tÞb=u!"�V*,3óy));98��+��27��


・クレジットカード継続払いを御利⽤の場合，⼝座振替割引制度は適⽤されません。

��ý�'()*�)�ªG�{S	�


 ●⽔道・下⽔道を両⽅御利⽤の場合       2箇⽉で 88円の割引 


 �S��S.)�ªz�W!御利⽤.�5 
 a Æ�� ee n.�ý

⼝座振替割引制度 

クレジットカード継続払い制度 
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重点推進 
施 策 名 Ⅳ－５ 地域の皆さまや流域関係者とのパートナーシップの推進 

目  的 

地域の皆さまや流域関係者と共通の理念や目標を持ち，相互の情報交換，協働，連携を
深めたパートナーシップによる様々な取組を進め，琵琶湖・淀川流域全体としての水道 
事業，公共下水道事業の充実と水質の維持・向上に努めます。 
京都のまちの歴史的な財産である琵琶湖疏水の適切な維持管理に引き続き努めます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

流域における連携の推進や琵琶湖疏水の適切な維持管理など，計画どおり
実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 流域における 連携の推進 

・琵琶湖・淀川生物障害等調査小委員会に参加（4 月，8 月，12 月，3 月） 
・同小委員会が実施する淀川生物学的水質汚濁調査及びその勉強
会に参加（5月，10月） 

・同小委員会の南湖合同調査の実施（5月，9月） 
・同小委員会の琵琶湖全域調査の実施（8月） 
・淀川水質汚濁防止連絡協議会実施の水質事故対応講習会に参加（6 月）  
・同担当者会議に参加（7月） 
・同総会・保全委員会に参加（8月） 
・琵琶湖・淀川水質保全機構主催のシンポジウムに参加（11 月，3 月） 
・大阪湾再生推進会議における情報共有，意見交換を実施 

a 

 ② 下水道利用に 関する啓発・指導 

・未接続者への普及勧奨を実施【Ⅱ-３-③再掲】 
＜下水道接続率 99.1％（目標 99.2％）＞【Ⅱ-３-③再掲】 
・監視のための水質検査 2,171 回（目標 2,000 回） 
・指導のための業務出動 1,222 回（目標 1,200 回） 

a 

 ③ 琵琶湖疏水の 適切な維持管理 

・水路閣管理計画に基づくモニタリングを実施 
・史跡指定箇所第 1トンネル入口及び出口部分の点検実施 
・散策路整備工事実施 
・岡崎地域活性化プロジェクトチーム会議に参加（6月） 
・疏水施設や緑地等の維持管理作業の実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「流域における連携の推進」については，今後も関係機関主催の会議等に積極的に参加
し，水質情報，流域の水環境及び水処理に関する情報の更なる収集に努めます。 

②「下水道利用に関する啓発・指導」については，今後とも，個々の未水洗家屋の状況に
応じたきめ細やかな勧奨を粘り強く実施するとともに，詳細な未水洗理由を把握し， 
未水洗家屋の早期解消に努めます。 

③「琵琶湖疏水の適切な維持管理」については，水路閣管理計画に基づき，今後もモニタ
リング調査を継続します。また，景観に配慮しながら，史跡指定箇所の点検及び補強 
改良，哲学の道及び疏水分線の適切な保全を行います。 
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【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 流域における 連携の推進 

・淀川水質汚濁防止連絡協議会に
おける活動の充実による更なる
連携の強化 

・大阪湾再生推進会議における 
情報共有，意見交換の継続実施 

 

 ② 下水道利用に 関する啓発・指導 

・普及勧奨を継続的に実施 
・監視のための水質検査回数 
2,000 回以上 

・指導のための業務出動回数 
1,200 回以上 

 

 ③ 琵琶湖疏水の 適切な維持管理 

・史跡を含む琵琶湖疏水の保全，
適切な維持管理の継続的な実施 
・市民等への情報発信を積極的 
に推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�����N� �����S�¡�¢N�PdP^S 

明治維新後，衰退の⼀途を辿り始めた京都のまちを復興させるため，⽔⾞を利⽤した機械⼯業

や精⽶，⾈運，かんがい，防⽕⽤⽔，さらに⽇本最初の営業⽤⽔⼒発電など様々な⽤途を目的と

V;������Y����	�ùW:ª2V;�


この壮⼤な事業は，北垣国道第三代京都

��0' `*ö÷:ª,/Òt��

�«¬.�-t�/�Ò	!�õV;�z

りで当時 21 歳の⽥邉朔郎技師が⼯事を

��V2V;�





輝く未来を信じた先⼈たちの⼤粒の汗

とたえまない努⼒とともに進められた

琵琶湖疏⽔の建設は，明治 18 年 6 ⽉の

起⼯式から 4 年 8 か⽉の困難な⼯事を

経て，明治 23 年，滋賀県⼤津三保ヶ崎

から京都市左京区川端夷川の鴨川合流点

まで（11.1km）の⽔路として竣⼯しま

V;�


ir
Ystuvw��
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化 

目  的 

公営企業としての存立基盤を堅持しつつ，外郭団体や退職職員の活用による技能継承を
円滑に進め，可能な限り民間活力の導入に努めることにより，事業規模に応じた職員数の
適正化を図るとともに，経営分析や評価を活用した効果的な経営管理に努めるなど，民間
的経営手法を積極的に導入して，最大限の効率化に努めます。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

事業の効率化の推進や民間活力の導入の推進など，おおむね計画どおり 
実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

事業の効率化の
推進 

・27年度組織改正の実施 
・職員定数の削減△49人を実施（目標△49人） a 

 ② 民間活力の導入の推進 

・文書交換業務の範囲拡大（22 箇所→24 箇所） 
・28年度から実施予定の北部営業所・南部営業所における現地の
開閉栓作業の委託に向けて，移行作業の実施及び委託業者の 
決定 

・鳥羽水環境保全センター吉祥院支所の運転管理業務委託の継続実施 
・加圧施設運転管理業務委託を拡大し，運用 
・下水道管路巡視・点検業務委託の実施 

a 

◎ 
重点 5 ③ 

地域事業（山間地域の上下水道事業）の水道・公共下水道事業への統合 

b 
 

地域水道＊ 

・統合後の水道料金，加入金等の取扱いについて方針決定 
・料金システムの改修作業を実施 
・条例改正案の作成作業に着手 
・統合後の地域水道地域における維持管理業務及び体制について検討 
・水道管路管理システムの整備を実施 

特定環境保全
公共下水道＊ 

・統合後の下水道使用料，分担金等の取扱いについて方針決定 
・料金システムの改修作業を実施 
・条例改正案の作成作業に着手 
・統合後の特定環境保全公共下水道事業における維持管理業務 
及び体制について検討 

・下水道台帳管理システムの整備を実施 

 ④ 
経営分析手法の
充実や積極的な
経営情報の開示 

・予算・決算の広報資料や参考資料において，会計制度見直し＊

に伴う変更点を記載 
・予算・決算の広報資料や，予算編成資料（予算の見える化）に
ついて，図や写真を用いたわかりやすい資料に改め，ホーム 
ページで公表 

a 

 ⑤ 
経営評価の活用
等によるＰＤＣＡ
サイクルの推進 

・局運営方針及び事業推進方針の策定及び公表 
・会計制度の見直し後最初の経営評価として，これまでの評価との  
整合を踏まえた 27 年度経営評価（26 年度事業）を作成し，公表 
・経営審議委員会で，総務省「経営比較分析表」を踏まえた経営
指標評価の改善について審議 

・「平成 27年度水に関する意識調査」の実施，分析【Ⅳ-３-④再掲】  

a 

 ⑥ 
企業力向上の 
ための組織改革
の推進 

・27年度組織改正の実施【Ⅴ-１-①再掲】 
・各部室等に対する課題調査及びヒアリングの実施並びに対応策の検討 
・「きょうかん」実践運動などによる取組を実施 

b 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑦ 業務の高度情報化の推進 

・高度情報化推進計画の策定に向けた編集作業を実施 
・地域事業等の統合に向けた料金システムの改修（当年度分）を完了 
・地域事業を除く工事契約について電子入札＊を全面実施 
・債権者登録払制度＊に向けたシステム改修を継続実施 
・被用者年金制度の一元化（共済年金と厚生年金の統合）に伴う
社会保険料算出に係るシステム改修の実施 

・27年度の給与改定に伴うシステム改修を実施 
・27 年度中並びに 28 年度当初のサーバ更新等に係る仕様確定 
及び契約準備手続きを実施 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 

 

課題及び 
今後の取組 

①「事業の効率化の推進」については，引き続き，第 5期効率化推進計画に基づき，必要
な組織改正等を行い，効率化を図ります。 

②「民間活力の導入の推進」については，28 年度も文書交換業務の委託範囲を拡大し， 
局の全事業所について委託化するとともに，水道の開閉栓作業等の民間委託を新たに 
実施します。 

③「地域事業の水道・公共下水道事業への統合」については，条例改正案の作成，市民の
皆さまに対するお知らせ等の作成のほか，統合後の維持管理業務及び体制の決定など，
統合に向けた各作業を着実に進めます。 

④「経営分析手法の充実や積極的な経営情報の開示」及び⑤「経営評価の活用等による 
ＰＤＣＡサイクルの推進」については，引き続き，経営審議委員会等から助言を頂きな
がら，事業の進捗点検及び経営評価を実施します。 

⑥「企業力向上のための組織改革の推進」については，引き続き，所属へのヒアリング等
を通じた課題の調査・把握に努めるなど，組織改革に向けた取組を進めます。 

⑦「業務の高度情報化の推進」については，管理運営する各情報システムについて，事業
の状況や他局における運用を踏まえた改修等を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

£¤]¥年度⽔に関する意識調査N�PQPZ[�P}PRS 
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事業運営に反映するため，意識調査やアンケートを継続的に実施しており，その⼀環として，平成

28 年 2 ⽉から 3 ⽉にかけて「⽔に関する意識調査」を実施しました。 
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�� 京都市内に在住する満 20歳以上の男⼥ 5,000名 
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広報活動等について（5問），総合的な満⾜度，ご意⾒について（2問） 

「平成 27 年度⽔に関する意識調査」の報告書（本冊⼦・概要版）は上下⽔道局

のホームページから御覧いただけます。また，平成 28 年度経営評価概要版冊⼦
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－１ 経営環境の変化に対応した経営の効率化 
 
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

事業の効率化の
推進 

・職員定数 1,249 名（150 名削減） 
・組織・業務の再編 

 

 ② 民間活力の導入の推進 
・各種業務における民間委託化の
拡大 

 

◎ 
重点 5 ③ 

地域事業（山間地域の上下水道事業）の水道・公共
下水道事業への統合 

 

 

地域水道＊ 

・地域水道事業，京北地域水道 
事業と上水道事業との統合 
（28年度末）と効率的な維持管
理の実施 

特定環境保全
公共下水道＊ 

・特定環境保全公共下水道の公共
下水道事業との一体的な運営，
効率的な維持管理の実施 

 ④ 
経営分析手法の
充実や積極的な
経営情報の開示 

・会計制度見直し＊に対応した 
経営情報の積極的な開示 

 

 ⑤ 
経営評価の活用
等によるＰＤＣＡ
サイクルの推進 

・第三者評価の充実などによる 
更なる効果的な経営評価の実施 

 

 ⑥ 
企業力向上の 
ための組織改革
の推進 

・第 5 期効率化推進計画に基づく
組織改正の実施 

 

 ⑦ 業務の高度情報化の推進 
・効率的なシステムの開発，運用 
・情報セキュリティの強化 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化 

目  的 
将来の財政負担を軽減するため，自己資金の確保や国等の財政措置を活用することによ

り企業債の発行を抑制します。 
資産の有効活用や広告事業など，新たな増収策を検討・実施します。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

自己資金の活用による企業債の発行抑制やコスト縮減のための取組など，
長期的な財政の安定化に向けた取組をおおむね計画どおりに実施することが
できたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

企業債残高の 
削減 

・機会あるごとに，補償金免除繰上償還制度＊の復活を要望 
・自己資金の活用による企業債の発行抑制 
27 年度末残高  水道事業    1,594 億円（目標 1,620 億円） 

公共下水道事業 3,252 億円（目標 3,254 億円） 
a 

◎ 
重点 5 ② 

未納金徴収体制
の強化 

・営業所の特別滞納整理班とお客さまサービス推進室が連携し，
滞納者の資産状況調査の方法を確立 a 

◎ 
重点 5 ③ 

保有資産の有効
活用 

・新山科浄水場進入路隣接用地及び山ノ内浄水場跡地隣接用地の
2件の売却を実施 

・未利用地の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価を実施  
・山ノ内浄水場跡地活用に係る不動産鑑定評価を実施し，南側 
用地貸付契約の賃貸料を改定 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，事業報告
書を作成【Ⅳ-３-③再掲】 

・多角的な広告事業の実施 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.7）へ
の広告掲載の実施 

・27 年度別段預金（無利息の決済用預金）の平均残高を 8 億円 
未満で運用 

a 

◎ 
重点 5 ④ 

上下水道サービス
を持続していく
ための効率的な
再投資 

・優先度を踏まえた上水道施設整備事業計画及び公共下水道建設
事業計画を策定し，事業を実施 

・西部営業所を含む太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）  
の建築，電気設備，給排水衛生設備及び空調換気設備の各工事着手
【Ⅳ-１-②再掲】 

・健全かつ安定的な事業運営を行えるよう，水道及び下水道施設
等マネジメント基本計画（仮称）の原案作成 

・水道施設のアセットマネジメントシステムの基本計画を策定 
し，ソフトウェア開発に向けて検討を実施 

b 

 ⑤ 
水道・下水道工事
等における 
コストの縮減 

・京都市公共事業コスト構造改善取組要領に基づき，当局の取組
事例の効果やコスト改善率の検証を行い，公共事業コスト改善
を実施 

a 

 ⑥ 
経営の健全性を確保 
するための引当金
の新設・見直し 

・会計制度の見直しに対応した各種引当金＊を 28年度予算に計上 a 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－２ 持続可能な事業運営のための財務体質の強化 

 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ⑦ 新たな増収策の検討・推進 

・新山科浄水場進入路隣接用地及び山ノ内浄水場跡地隣接用地の
2件の売却を実施【Ⅴ-２-③再掲】 

・未利用地の保全・活用に向けた境界明示・不動産鑑定評価を 
実施【Ⅴ-２-③再掲】 

・山ノ内浄水場跡地活用に係る不動産鑑定評価を実施し，南側 
用地貸付契約の賃貸料を改定【Ⅴ-２-③再掲】 

・「琵琶湖疏水通船復活」春及び秋の試行事業を実施し，事業報告
書を作成【Ⅳ-３-③再掲，Ⅴ-２-③再掲】 

・多角的な広告事業の実施【Ⅴ-２-③再掲】 
・「水道使用水量のお知らせ」裏面への広告掲載の実施（4～3 月）  
・ホームページバナー広告掲載の実施（4～3月） 
・市民しんぶん挟み込み広報紙（「京の水だより」vol.7）へ
の広告掲載の実施 

・ふれあいまつり等の市民イベントに参加し，水道水の利用促進
など水道事業，公共下水道事業に係る PR を実施（30 箇所） 
【Ⅳ-３-②再掲】 

・大規模太陽光発電の売電継続（新山科浄水場，松ケ崎浄水場， 
鳥羽水環境保全センター）及び売電開始（石田水環境保全センター） 

a 

 ⑧ 給与制度の 点検・見直し 
・28年 4月の給与・手当の見直しに向けた対応の実施 
・人件費等に関してホームページへ情報掲載 a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「企業債残高の削減」については，引き続き，企業債の発行抑制に努めます。 
②「未納金徴収体制の強化」については，他部局と連携した実態調査を継続し，未収金の
削減を進めます。 

③「保有資産の有効活用」については，引き続き保有資産の売却等有効活用に向けて境界
明示等の権利保全を進めるとともに，「琵琶湖疏水通船復活」の本格事業化に向けた 
検討や多角的な広告事業を進めます。 

④「上下水道サービスを持続していくための効率的な再投資」については，水道及び下水
道施設等マネジメント基本計画（仮称）を策定し，計画に基づいた効率的な再投資を 
推進します。 

⑤「水道・下水道工事等におけるコストの縮減」については，コスト改善の取組事例を 
収集し，取組事例の効果やコスト改善率の検証を行い，引き続き公共事業コスト改善を
実施します。 

⑥「経営の健全性を確保するための引当金の新設・見直し」については，引き続き， 
退職給付引当金等，各種引当金の執行状況を踏まえて引当金＊を計上します。 

⑦「新たな増収策の検討・推進」については，引き続き，保有資産の有効活用に向けた 
検討を進めるとともに，多角的な広告事業や大規模太陽光発電の運用・売電を進めます。 

⑧「給与制度の点検・見直し」については，今後も，継続的に点検を行い，必要な見直し
を行っていくとともに，ホームページにおいてはグラフ等を活用して，より視覚的 
効果が高く見やすい開示を行います。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

企業債残高の 
削減 

・企業債残高 4,700 億円 

 

◎ 
重点 5 ② 

未納金徴収体制
の強化 

・特別滞納整理班の設置等，効果
的かつ効率的な未納金徴収の 
体制を強化 

 

◎ 
重点 5 ③ 

保有資産の有効
活用 

・未利用地等の売却，運用を継続
して実施 

・効率的な資金運用を継続して 
実施 

 

◎ 
重点 5 ④ 

上下水道サービス
を持続していく
ための効率的な
再投資 

・建設事業計画の策定・実施の 
継続 

 

 ⑤ 
水道・下水道工事
等における 
コストの縮減 

・京都市全体における総合コスト
改善の目標達成 

 

 ⑥ 
経営の健全性を確保 
するための引当金
の新設・見直し 

・地方公営企業会計制度の見直 
し＊に対応した引当金制度の 
適正な運用を実施（退職給付引
当金，賞与引当金，修繕引当金，
貸倒引当金）  

 ⑦ 新たな増収策の検討・推進 

・資産の売却・貸付・広告の継続
的な実施 

・様々な機会，媒体を通じた広報
の継続的な実施 

 

 ⑧ 給与制度の 点検・見直し 

・引き続き社会情勢に応じた適切
な給与制度の実現 

・分かりやすい情報開示を継続 
して推進 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－３ 上下水道一体体制の効率的な事業運営 

目  的 
水道事業，公共下水道事業に共通する業務の共同化・集約化を図るとともに，両事業の

会計の一体的な管理や，料金・財務の連結を推進し，一体的な経営を行います。 

 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

技術部門・水質管理業務・財務運営など，各分野において，水道・下水道
一体体制を構築するための取組をおおむね計画どおりに実施することができ
たため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

 ① 
上下水道会計の
連結と一体的な
財務運営の推進 

・水道事業，公共下水道事業を連結した損益計算書及び貸借対照
表を作成し，ホームページで公表するとともに，経営評価の 
冊子に掲載 

・短期金融商品を活用した急な資金需要への備え（繰替運用の 
必要な状況発生なし） 

a 

 ② 上下水道技術の一元監理の推進 
・設備工事（下水道）に関する設計基準及び標準仕様書の改訂 
（28年 4月末運用開始） b 

 ③ 
水道・下水道の 
水質管理業務の
一元化 
【Ⅰ-３-③一部再掲】 

・水質管理センター技術協力会議を実施（5月，2月） 
・水質分析に関する合同技術研修を実施（6月，2月） 
・調査研究に関する課内研究発表会を開催（水質第 1課：10 月，
水質第 2課：7月，12 月） 

・放射性物質測定に関する相互協力を実施（8月，2月） 

a 

 ④ 浄水場排水の下水道での一体処理＊化【Ⅲ-３-④再掲】 a 
※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「上下水道会計の連結と一体的な財務運営の推進」については，引き続き，状況に応じ
て繰替運用が実施できるよう資金管理を行います。 

②「上下水道技術の一元監理の推進」については，設備工事（水道）に関する設計基準，
標準仕様書については関係課と最終調整を行い，早期に改訂し，運用を開始します。 

③「水道・下水道の水質管理業務の一元化」については，継続して技術協力会議を開催し，
水質管理の一元化を進めるとともに，研修や研究発表会により水質管理技術の向上を 
目指します。 

※ ④「浄水場排水の下水道での一体処理化」は，再掲のため省略。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

 ① 
上下水道会計の
連結と一体的な
財務運営の推進 

・一体的経営による財政基盤の 
確立 

 

 ② 上下水道技術の一元監理の推進 
・上下水道技術の一元的監理に 
よる更なる業務の適正化 

 

 ③ 
水道・下水道の 
水質管理業務の
一元化 
【Ⅰ-３-③一部再掲】 

・琵琶湖・淀川水系の水環境保全
に向けた一体的な水質管理の 
更なる推進 

・水質検査における精度管理の 
更なる向上 

・地域事業における水質管理への
助言  

 ④ 
浄水場排水の 
下水道での一体
処理化 
【Ⅲ-３-④再掲】 

・全ての浄水場の排水を水環境 
保全センターにおいて一体処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

浄⽔場排⽔の下⽔道での⼀体処理化N\P}PR[�P}PRS 

浄⽔場で発⽣する汚泥等を⽔環境保全センターで⼀元的に処理することにより，⽔道・下⽔道

施設トータルで考えると排⽔処理施設の更新費⽤及び維持管理費⽤が削減できます。 

これまでから，蹴上浄⽔場，松ケ崎浄⽔場においては下⽔道での⼀体処理を⾏っています。

残りの新⼭科浄⽔場については，排⽔処理施設の更新に合わせ，汚泥圧送設備を整備し，平成

26 年度から下⽔道での⼀体処理へと変更しました。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－４ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進 

目  的 

水道事業，公共下水道事業に求められるサービス精神と経営感覚を持つ企業職員を育成
します。 
水道事業，公共下水道事業の円滑かつ効率的な遂行のため，技術の継承・発展を目指し

た総合的な技術力の向上を実現していくとともに，将来を担う人材を育成します。 
 

27 年度の 
単年度評価 Ａ 

人材活性化に向けた取組の強化，知識・経験や技術・技能の継承など， 
幅広い取組を計画どおりに実施することができたため，Ａ評価となりました。 

 
重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ① 

人材活性化に 
向けた取組の 
強化 

・人材育成基本方針「企業力向上プラン」の 27 年度取組項目の 
着実な実践 

・職員研修計画に沿った研修の実施及び実施した局研修の分析・
評価による次年度研修実施計画への反映 

・大阪ガスへの職員派遣研修の実施 
・被災地派遣職員報告会の実施 
・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施 
・26 年度人事評価結果の開示及び給与反映の実施並びに 27 年度
人事評価制度の運用 

・人事評価研修の実施（対象を全ての係長級職員まで拡大） 
・地方公務員法の改正に伴う人事評価制度に係る規程等の整備 

a 

◎ 
重点 5 ② 

職員の意欲・やる気 
を引き出す取組
の充実 

・職員提案目標件数（100 件）達成（総数 108 件） 
うち，市長賞 1件，優秀賞 1件，優良賞 7件，入賞 11件， 
きょうかん賞 7件 

・自主研修の支援（資料の閲覧） 
・毒物及び劇物の管理状況に対する業務監察を実施（9所属） 
・契約事務に対する業務監察を実施（45 所属） 
・出勤時等の服務監察を実施（523 回） 

a 

◎ 
重点 5 ③ 

職員の能力発揮
の た め の 職場 
環境の整備 

・定期健康診断及び事後措置の実施 
・産業医による職場巡視の実施（全事業所 5月～3月） 
・メンタルヘルスラインケア研修，メンタルヘルスセルフケア 
研修の実施，ストレスチェックの実施 

・次世代育成支援対策を推進するとともに，特定事業主行動計画
「仕事とくらし きらめき スマイルプラン」を策定（3月） 

a 

◎ 
重点 5 ④ 

国際協力事業の
推進と国際貢献
を支える人材の
育成 

・下水道グローバルセンター（GCUS）＊等の活動に参画し，国や他
都市の情報収集を実施 

・日本水道協会研修国際部国際課への派遣の実施【Ⅴ－４－①再掲】 
・海外研修生の受入れ 
水道施設  11 箇国  91 名 
下水道施設  8 箇国  96 名 

・第 7回世界水フォーラム（韓国，4月）への参加 

a 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 27 年度の実績 
評価 
結果 

◎ 
重点 5 ⑤ 

知識・経験や 
技術・技能の継承 

・職員研修実施計画に基づく技術研修の実施（局内研修を 9 回 
実施 6 月：2回，7月：1回，9月：2 回，10 月：1 回，11 月：
2回，12 月：1回）及び各所属による職場研修の実施 

・各所属でのナレッジマネジメント＊の運用 
・各所属でのナレッジマネジメントの取組充実のためのフォロー
アップ調査の実施（8月） 

・体験型研修施設の整備内容及び運営方針等の検討を実施 
・体験型研修施設整備工事に伴う設計委託を契約（1月） 
・近隣自治体への技術支援内容などの検討 

a 

 ⑥ 
大学や研究機関
と の 連 携 等に 
よる技術の開発
及び向上 

・下水道技術開発連絡会議における国・大都市との共同研究の実施  
・日本水道協会の国際論文発表研修に参加（6月） 
・国の研究に対する大学，研究機関と連携した研究協力の実施 
（6月，7月，12 月，1月研究班会議に参加） 

・京都大学において下水汚泥の有効利用及び水銀の実態調査に 
ついて意見交換を実施（5月） 

・下水道水質関連業務に関する政令５都市との情報交換の実施 
（9月，3月） 

a 

※「重点項目」の◎は，中期経営プランに掲げる重点項目に該当する取組を表す。 
 

課題及び 
今後の取組 

①「人材活性化に向けた取組の強化」については，人材育成基本方針「企業力向上プラン」
に掲げる各項目の取組を着実に実行していくとともに，全ての職員が行動指針に 
沿って業務を遂行するよう，引き続き意識喚起を行います。 

②「職員の意欲・やる気を引き出す取組の充実」については，職員提案の推進を図るとと
もに，自主研修の需要に応じた支援の充実を検討します。また，不祥事につながる不適
正な事務処理の発生を防ぐため，効果的な業務監察を実施するとともに，服務監察につ
いても継続して実施します。 

③「職員の能力発揮のための職場環境の整備」については，定期健診の事後措置を早い 
段階で行い，職員の健康管理を行います。また，27 年度に実施したストレスチェック 
について，本格的な制度運用を進めます。 

④「国際協力事業の推進と国際貢献を支える人材の育成」については，今後も引き続き，
水ビジネスに関する国や他都市の情報を継続的に収集するとともに，海外研修生の受入
れを行い，それらを通じて国際貢献を担う人材の育成を進めます。 

⑤「知識・経験や技術・技能の継承」については，今後も各職場におけるナレッジマネジ
メントの運用を拡大するとともに，体験型研修施設の整備内容及び運営方法等について
引き続き検討を進めます。 

⑥「大学や研究機関との連携等による技術の開発及び向上」については，引き続き，様々
な外部関係機関と連携し技術開発や調査研究を進めます。 
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施策目標Ⅴ 経営基盤を強化し，将来にわたり安定した経営を⾏います 

重点推進 
施 策 名 Ⅴ－４ 人材の育成や技術の継承・発展と国際貢献の推進 
    
【中期経営プラン（25～29 年度）に対する進捗状況】 

重点推進施策名 

重点 
項目 

番号 取組項目名 
目標水準 

（29年度末に達成すべき目標） 
プランに対する進捗状況 
（27年度末時点） 

◎ 
重点 5 ① 

人材活性化に 
向けた取組の 
強化 

・人材育成基本方針に掲げた取組
の着実な実施による職員力の 
向上 

・職員行動指針の実践による職員
力の向上 

 

◎ 
重点 5 ② 

職員の意欲・やる気 
を引き出す取組
の充実 

・職員のやる気を引き出し， 
自主的に職務遂行や業務改善に
積極的に取り組む職場づくり 

・業務及び服務に係る監察の実施
による更なるコンプライアンス
の徹底  

◎ 
重点 5 ③ 

職員の能力発揮
の た め の 職場 
環境の整備 

・安全衛生，健康管理の充実， 
働きやすい職場環境の整備を 
継続して実施 

 

◎ 
重点 5 ④ 

国際協力事業の
推進と国際貢献
を支える人材の
育成 

・国や他都市の情報を継続的に 
収集 

 

◎ 
重点 5 ⑤ 

知識・経験や 
技術・技能の継承 

・計画に基づく技術研修の実施 
・技術力継承発展推進部会に 
おける技術継承システムの運用 

・近隣自治体との連携 

 

 ⑥ 
大学や研究機関
と の 連 携 等に 
よる技術の開発
及び向上 

・大学や研究機関との連携による
技術開発の更なる推進 

・技術検討部会における技術的 
課題の解決と検討の推進 
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５ 評価結果のまとめ 

＜中期経営プラン（2013-2017）に掲げた重点項目別評価結果一覧（平成25年度以降）＞ 
 ５つの重点項目のうち，Ａ評価が３項目，Ｂ評価が２項目，Ｃ，Ｄ及びＥ評価の項目はありませんでした。 

 

＜重点推進施策別評価結果一覧（平成25年度以降）＞ 
 ５つの施策目標の実現に向けた22の重点推進施策のうち，Ａ評価が15施策，Ｂ評価が7施策，Ｃ，Ｄ及
びＥ評価の施策はありませんでした。 
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＜中長期目標に対する進捗状況＞ 
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第４章 今後の事業運営について 

 

京都市上下水道局では，「京(みやこ)の水ビジョン」に掲げた基本理念の下，5 つの施策

目標を実現するための後期 5 箇年の実施計画である「中期経営プラン（2013-2017）」の   

計画的な推進と，経営評価の実施による執行状況のチェックにより，継続的な業務改善や

市民サービスの向上を進めています。 

 

平成 27 年度においても，中期経営プランの 3 年目として，着実に事業を推進するとと

もに，経営基盤の強化に努めました。プランに掲げた 5 つの重点項目別で見ると，「改築

更新の推進」では，水道配水管の計画的な更新を進め，配水管更新率は目標どおり 1.0％

を達成しました。また，「災害対策の強化」では，京都市「雨に強いまちづくり」推進行

動計画に基づき，雨水幹線の整備や雨水貯留・浸透施設の普及等を進め，10 年確率降雨対

応の雨水整備率は，目標どおり 22.1％を達成しました。 

「環境対策の充実」では，石田水環境保全センターにおいて大規模太陽光発電設備を 

設置（平成 27 年 8 月に発電開始）するとともに，七条幹線，砂川雨水滞水池については

整備完了，朱雀北幹線については整備を継続して実施し，合流式下水道＊の改善を進めま

した。 

「お客さま満足度の向上」では，平成 27 年 5 月に北部営業所及び南部営業所を開所す

るとともに，太秦庁舎（山ノ内浄水場跡地における新庁舎）の建築工事に着手するなど，

お客様が利用しやすい窓口づくりを進めました。 

「経営基盤の強化」では，第 5期効率化推進計画に基づく職員定数の削減や地域事業の

水道・公共下水道事業への統合に向けたプロジェクトチームによる検討，山ノ内浄水場跡

地等の保有資産の有効活用など，経営の効率化・財務体質の強化を進めました。 

 

こうした取組の結果，経営指標評価（第２章参照）では，7 つの評価区分のうち，水道

事業では 3 区分（「②資産・財務」，「⑤生産性」，「⑦費用」），公共下水道事業では 4 区分

（「①収益性」，「②資産・財務」，「④施設の効率性」，「⑤生産性」）で指標値が前年度から

向上しました。また，取組項目評価（第３章参照）では，22 の重点推進施策のうち，すべ

ての施策がＡ又はＢ評価（Ａ評価は 15施策，Ｂ評価は 7施策）となりました。 

 

産業構造の変化，節水型社会の定着によって，本市の水需要は減少傾向にあり，水道  

事業，公共下水道事業の経営環境は，引き続き厳しい状況にありますが，平成 28 年度も，

配水管更新率 1.1％を目指した改築更新や災害対策，環境対策をはじめ，お客さまサー  

ビスの更なる推進に向けた営業所の再編及び新庁舎の整備，そして経営基盤の強化を推し

進め，中期経営プランの最終年度に向けて着実に事業を推進します。 

 

また，「京(みやこ)の水ビジョン」及び「中期経営プラン（2013-2017）」は平成 29 年度

末に計画期間満了となります。これを受けて，今後，市民の皆さまにとって貴重なライフ

ラインである水道，公共下水道を 50年後，100 年後の未来にしっかりとつないでいくため，

局職員が一丸となって全力を尽くし，平成 30 年度以降の新たな経営ビジョンの検討を進

めます。 
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(1)背景情報（ＣＩ）値一覧表 【平成 26,27 年度実績】 
25 項目，全て掲載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 
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�

京都市上下水道事業経営審議委員会について 

 

 京都市上下水道局では，経営評価制度等に関する課題や，今後の水道事業，公共下水道事

業の厳しい経営環境を踏まえ，経営全般について外部有識者等の意見を取り入れることによ

り，事業の客観性・透明性を高めるとともに，市民の皆さまの視点に立った事業推進を図る

ことを目的に，「上下水道事業経営評価審議委員会」を発展させる形で，「上下水道事業経営

審議委員会」を平成２５年７月１日に設置しました。 

 市民委員として市民の視点での意見や提案を頂くため公募した２名を含めた３名，学識経

験者として水道事業，公共下水道事業に造詣が深く，公益事業論，水道・下水道工学，文化・

地球環境論を専門とする大学教授３名，民間有識者として事業者としての観点，経営・財務

に係る実務的な観点及び情報発信の観点を民間での豊富な経験を生かしていただける方３名

とし，幅広い分野から９名の委員で構成し，経営評価をはじめ，上下水道事業の進捗や課題

など様々な分野から御意見をいただき，市民や第三者の視点に立った事業運営を推進し，更

なる市民サービスの向上を目指しています。 

 
１ 京都市上下水道事業経営審議委員会について 
＜委員名簿＞ （任期 平成２７年９月２５日～平成２９年３月３１日） 

区 分 氏   名 役     職     等 

委員長 

学識経験者 

水
みず

 谷
たに

 文
ふみ

 俊
とし

 
神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

／専門：公益事業論 

副委員長 

学識経験者 

神
かみ

 子
こ

 直
なお

 之
ゆき

 
立命館大学教授（理工学部） 

／専門：上下水道工学 

学識経験者 中
なか

 嶋
じま

 節
せつ

 子
こ

 
京都大学教授（大学院人間・環境学研究科） 

／専門：文化・地球環境論 

民間有識者 

（経済界） 

奥
おく

 原
はら

 恒
つね

 興
おき

 京都商工会議所専務理事 

民間有識者 

（経営・財務） 

小
こ

 林
ばやし

 由
ゆ

 香
か

 税理士 

民間有識者 

（広報・情報発信） 村
むら

 上
かみ

 祐
ゆう

 子
こ

 株式会社京都放送取締役・ラジオ編成制作局長 

市   民 

（女性団体） 

市
いち

 原
はら

 民
たみ

 子
こ

 京都市地域女性連合会常任委員 

市   民 寺
てら

 﨑
さき

 愛
あい

 知
ち

 市民公募委員 

市   民 冨
とみ

 田
た

 光
みつ

 代
よ

 市民公募委員 

資料１ 
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＜所掌事項＞ 
・各年度の事業計画及び中期経営プランの進捗状況の点検・評価並びに課題等のある事業の
検討 

・水道事業，公共下水道事業経営評価制度の充実に向けた助言・提案 

・その他，水道事業，公共下水道事業の経営に関し管理者が必要と認める事項の検討及び  
助言・提案 

 

２ 平成 27 年度における審議委員会の開催状況，審議内容について 

 

第１回経営審議委員会 

開催日時 平成２７年９月２５日 午後６時～午後８時 

審議内容等 

・京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案）について 

 など 

 

第２回経営審議委員会 

開催日時 平成２７年１２月７日 午後４時～午後６時 

審議内容等 

・京都市水道事業・公共下水道事業経営評価等について 

・公営企業に係る「経営比較分析表」の策定等について など 

 

第３回経営審議委員会 

開催日時 平成２８年１月２７日 午後４時～午後６時 

審議内容等 ・京都市水道事業・公共下水道事業経営評価について など 
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用語解説（五十音順） 
 
雨水浸透ます 住宅の屋根等に降った雨水を雨どいから集水し，地中に浸透させる施設。雨水を地中
に「しみこませる」役割を果たし，雨水の流出抑制のほか，地下水の保全にも寄与する。 

 ※ 雨水浸透ます設置助成金制度については P72 参照 
 
雨水貯留施設 住宅の屋根等に降った雨水を雨どいから集水し，タンク等に貯留する施設。雨水を「た
める」役割を果たし，雨水の流出抑制のほか，草花の水やりや打ち水等にも有効活用できる。 

 ※ 雨水貯留施設設置助成金制度については P72 参照 
 
雨水吐口 合流式下水道において，降雨時に一定量以上の排水を河川などに放流するための施設のこ
と。汚水混じりの雨水やゴミなどが放流されるため，改善対策を進めている。  

 
雨水流出抑制 雨水を一時的に貯留したり，地下に浸透させたりすることによって，短時間に大量の
雨水が下水管や河川に流れ出さないようにすること。 

 
環境報告書 事業者が，自らの事業活動によって生じる環境負荷や環境に対する考え方，取組等を社
会に対して定期的に公表するもの。 

 
管路情報管理システム（マッピングシステム） コンピュータの地図上に，水道管の布設状況を表示
できるシステム。水道管などの膨大な水道施設の図面情報を一元管理することができる。水道埋設
管に関する問い合わせに迅速に対応できるほか，水道管の事故発生時には，復旧作業の迅速化を支
援し，早期復旧に役立つ。なお，下水道管についても同様のシステムにより運用している。 

 
魚類監視装置 飼育メダカの行動パターンを解析し，毒物の流入を連続監視する装置のこと。 
 
繰替運用 資金不足時に実施する会計間（例：水道事業特別会計と公共下水道事業特別会計）の短期
の資金融通のこと。 

 
クリプトスポリジウム 激しい下痢と腹痛を主症状とする消化器疾患を引き起こす，病原性微生物。 
 
クロロフィル計（蛍光光度計） 植物プランクトンに含まれる特定色素の量を計測する機器であり，
アオコなどの流入監視ができる。 

 
下水道グローバルセンター（GCUS）  計画・建設から管理・運営に至るまで，日本の産学官のノウ
ハウを結集し，海外で持続可能な下水道システムを普及させるための活動を行う機関。事務局は，
公益社団法人日本下水道協会国際課。 

 
原水 pH 調整設備 原水の pHが高いと凝集剤の効果が低下するため，炭酸ガスを注入し原水 pH を下
げて浄水処理の向上を図るための設備のこと。 

 
高機能ダクタイル鋳鉄管 地震発生時の振動等による離脱を防止する機能のついた継手を持ち，鉄管
をポリエチレンスリーブで巻き，さらに内面にエポキシ樹脂粉体塗装をしたダクタイル鋳鉄管のこ
と。地震に強く，丈夫で長持ちし，安全・安心に水を供給することができる。 

 
高度浄水処理 通常行っている浄水処理では取り除くことが困難な臭気物質やトリハロメタン等を取
り除く処理のことをいう。一般的には，粒状活性炭による吸着やオゾン処理による酸化分解によっ
て行う。 

資料３ 
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高度処理（下水） 従来の処理方式と比べて，さらに良好な水質が得られる処理のこと。有機物を   
より多く除去したり，従来の処理方式では除去できない物質（窒素，りん等）を除去すること等が
出来る。 

 ※ 高度処理施設等については P78 参照 
 
合流式下水道 汚水と雨水を同一の管きょで集め，処理する下水道の方式。これに対し，汚水と雨水
を別々の管きょで集める方式を「分流式下水道」という。 

 ※ 合流式下水道の改善については P80 参照 
 
災害用マンホールトイレ 多くの人が避難する避難所や広域避難場所に，下水道に直結した複数の 
マンホールを設置しておくことで，災害発生時にマンホール蓋を開けてトイレとして使用できる 
ように整備された施設のこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者登録払制度 あらかじめ財務会計システムに口座等の債権者情報を登録しておき，上下水道局
からの支払時に当該口座に振り込む制度のこと。 

 
消化ガス 下水の処理過程で発生する汚泥について，本市においては脱水・焼却の前段階に消化とい
う処理を行っている。消化とは微生物の働きにより汚泥中の有機物を分解する処理のことであり，
その副産物としてメタンを主成分としたガスが発生する。このガスのことを消化ガスといい，汚泥
焼却炉の燃料の一部として利用している。 

 
上下水道局業務継続計画（震災対策編） 大規模な地震災害時の様々な制約下にあっても，非常時優
先業務を適切に執行することを目的とした計画のこと。 

 
浄水場排水の下水道での一体処理 浄水場で発生する汚泥等を水環境保全センターで一元的に処理
すること。排水処理施設の更新費用及び維持管理費用が削減できる。 

 
浸入水 管きょの継手部，ますなどから下水管きょ内に入ってくる地下水，降雨の影響により水環境
保全センターに流入する雨水（山地水を含む。）などのこと。 

 
水道便利袋 口座振替依頼書，クレジットカード継続払申込書，水道メモ（上下水道に関する手続き
や料金等について掲載したパンフレット），京都市上下水道局からのお知らせ（お支払方法の変更
案内や悪質業者への注意喚起に関するチラシ），京の水宣言（京都の水を「おいしい」「大好き」
と宣言するためのチラシ），及びマグネット（管轄の営業所等の連絡先を記載したもの）を封入し
たもの。 

 
水道 GLP 水道水質検査優良試験所規範のこと。検査の信頼性の確保策として，優良試験所規範（GLP）
の制度があり，食品や医療の分野で導入されている。水道水質検査については，（公社）日本水道
協会が水道 GLP として認定業務を行っており，水道事業体等が水道 GLP の認証を受けることで，自
ら行う水質検査の精度管理の向上と検査結果の信頼性が確保される。水道ＧＬＰ制度では，４年毎
に更新認定審査が行われ，正確な検査を実施する体制や技術力が継続して維持されていることが判
定される。 
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脱水ケーキ 下水の処理過程で発生した汚泥を脱水機で脱水した後に残る固形物質のこと。焼却し埋
め立て処分を行うほか，セメントの原料などにも活用されている。 

 
地域水道 給水人口が 5,000 人以下の水道のこと。 
 
地方公営企業会計制度の見直し 昭和41年以来大きな改定が行われていなかった公営企業会計制度に
ついて，民間企業会計基準等との整合性を図る必要性などから，全面的な見直しが行われたもの（資
本制度の見直しは平成 24年度から，会計基準の見直しは平成 26年度から）。 
※ 詳細は 8ページ参照 

 
直結式給水 給水装置の末端である給水栓までを配水管の水圧を利用して給水する方式のこと。一方，
給水管によって運ばれた水道水を一旦受水槽に貯めたうえで，ポンプを使って高置水槽にくみ上げ，
自然流下により給水する方式を受水槽式給水という。受水槽式給水には水量の調整や地震時の飲料
水の確保という利点はあるが，維持管理上の負担はもとより，その管理が不十分な場合，衛生上の
問題が生じる可能性がある。 
※ 直結式給水の拡大については P64 参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電子入札 入札を参加業者が 1カ所に集まって行うのでなく，事務所・自宅などでインターネットを
使用して行う入札のこと。 

 
導水施設 水道水のもととなる原水を，浄水場まで運ぶトンネルや管のこと。京都市には，琵琶湖疏
水から各浄水場，宇治川から新山科浄水場を結ぶ導水トンネルや導水管がある。 
※ 新山科浄水場導水トンネルの築造については P52 参照 

 
特定環境保全公共下水道 処理対象人口が 10,000 人以下の公共下水道のこと。 
 
ナレッジマネジメント 個人の知識・技術（ナレッジ）を職場で共有し，ノウハウとして蓄積してい
く手法のこと。 

 
引当金 正確な期間計算及び財政状態の適正な表示を行うために，将来の特定の費用又は損失を負債
又は資産に計上するとともに，当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するもの。退職
給付引当金，貸倒引当金等がある。 
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配水池 配水する区域の水の需要量に応じて，適切に水を配るため，浄水場から送られた水道水を一
時的に貯めておく施設のこと。配水量の時間変動を調整する機能がある。 

 
微粉炭 微粉末活性炭のこと。市販の粉末活性炭（粒径約 10μｍ）を粉砕して出来る微粉末の活性炭
（粒径約 1～5μｍ）のことである。活性炭を細かくすることにより，表面積が増加し，臭気原因物
質の除去性能の向上が期待できる。 

 ※ 微粉炭注入設備については P73 参照 
 
微量化学物質 微量で環境等に影響を及ぼす可能性のある物質の総称。近年，医薬品類や内分泌かく
乱物質（環境ホルモン）等未規制の物質が注目されている。 

 
補償金免除繰上償還制度 企業債の繰上償還を行う場合，後年度の利子相当分を補償金として支払う
必要があるが，平成 24年度までの特例措置として繰上償還に係る補償金が免除される制度のこと。
繰上償還とともに低金利の企業債に借り換えることで，支払利息が軽減される。  

 
補助配水管 直接給水装置を取り付けるための配水管のうち，管網を形成せず行き止まりになってい
る口径 25～75mm の管のこと。 

 
水安全計画 水源から給水栓までの各過程で問題となる水質項目や浄水処理等の事項を包括的に把
握・評価し，それらを重点的に管理する手法を定めた計画であり，この計画を策定・実行すること
で，皆さまにお届けする水道水の安全性の確保向上を図る。 

 
ミスト装置 水道水を特殊なノズルで微細な霧にして噴出し，水を効果的に気化させ，その気化熱が
周囲の熱を奪う現象を利用し，周辺気温を下げる装置のこと。 

 
みなし償却制度 補助金等を受けて取得した固定資産について，資産の取得価額から補助金等の価額
を差し引いた価額で減価償却を行うことができる制度。京都市においては，国庫補助金が多い公共
下水道事業において，コストに算入する減価償却費を低く抑えるため適用していた。 

 
有収率 お客さまが使用された水の総量のことを有収水量といい，これが水道料金収入の対象となる
水量になる。一方，ご家庭等から排出された使用料収入の対象となる汚水の量を有収汚水量という。
年間の配水量（汚水処理水量）に対するこの有収水量（有収汚水量）の割合を有収率という。有収
率が高ければ効率が良いことになり，給水や下水の処理に当たって無駄がないか，施設の稼働状況
が収益につながっているかどうかを確認することができる。 

 
要監視項目 人の健康の保護及び水生生物の保全に関する項目で，環境基準ではないが，公共用水域
での検出状況を監視するように努めるべき物質であると環境省が設定したもの。 

 
連絡幹線配水管 異なる給水区域の配水幹線をつなぐ水道管のことで，給水の相互融通が可能となる。
一方の浄水場が事故等で給水できなくなった場合等に，もう一方の浄水場から給水ができるように
整備を行っている。 

 
EMS（環境マネジメントシステム） 事業者等が，その経営の中で，自主的に環境負荷（地球温暖化，
廃棄物の大量発生，生態系の破壊等）低減に向けた取組を推進するための仕組み（体制・手続等）
のこと。 

 
KYOMS（京都市役所環境マネジメントシステム） 京都市役所の“KY”と，オリジナルの“O”とマネ
ジメントシステムの“MS”をくみあわせ「KYOMS（キョウムス）」と呼んでいる。 
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